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一

章

治

安

警
察
の
起
源
は
、
遠
く
上
古
五
保
制
(
五
人
組
〉
が
相
互
検
察
を
主
眼
と
し
て
、
白

ち雑
三
年
(
六
五
二
)
行
な
わ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
「
凡
戸
皆
五
家
相
保
一
人
為
長
以
相

検
察
勿
造
非
違
」
と
令
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
社
会
に
お
け
る
各
人
の
生
命
財
産
に

対
す
る
自
衛
的
活
動
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
面
で
高
度
成
長
し
た
現
代
の
社
会
生
活
に
お
い
て
も
、
個
人
の
生
命
、
財

産
、
身
体
の
安
全
を
確
保
し
、
互
い
に
住
み
よ
い
社
会
で
あ
る
こ
と
を
万
人
が
願
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
社
会
の
秩
序
、
治
安
の
維
持
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。本
章
で
は
、
本
町
に
お
け
る
警
察
制
度
の
沿
革
の
あ
ら
ま
し
と
、
治
安
対
策
に
つ
い

て
記
す
。
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第
一
節

旧
来
の
警
察
制
度

一、
旧
幕
時
代
(
代
官
所
時
代
)

武
田
氏
時
代
に
は
自
治
警
察
的
五
人
組
の
上
に
地
頭
が
あ
っ
た
が
、
享
保
九
年
(
「

七
二
四
〉
甲
斐
国
が
徳
川
幕
府
の
直
轄
地
と
な
っ
て
か
ら
は
、
村
の
治
安
は
代
官
所
、
が

取
り
締
ま
っ
た
。

明
和
元
年
(
一
九
六
五
)
市
川
に
代
官
所
が
置
か
れ
、
当
地
方
は
そ
の
支
配
に
属
し
=

た
。
当
時
は
警
察
権
行
使
の
た
め
の
役
所
も
な
く
、
時
々
役
人
が
市
川
代
官
所
ま
た
は

幕
府
よ
り
巡
回
し
て
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
た
。
し
か
し
、
事
件
の
裁
判
お
よ
び
刑
の

執
行
は
市
川
代
官
所
に
お
い
て
行
な
っ
た
。

当
時
各
村
に
は
村
役
人
を
お
き
、
そ
の
総
代
は
常
に
市
川
代
官
所
に
伺
候
し
、
代
官

の
命
令
を
管
轄
の
村
々
に
伝
え
、
代
官
所
と
の
仲
介
所
と
な
っ
て
租
税
、
警
備
、
訴
訟

な
ど
の
こ
と
、
な
ら
び
に
こ
の
方
面
の
軽
い
事
件
は
取
り
扱
っ
た
。
ま
た
各
部
落
に
は

ろ
う

番
人
を
お
き
盗
賊
そ
の
他
の
取
り
締
ま
り
に
当
た
り
、
南
部
の
番
人
は
牢
屋
を
有
し
、

付
近
の
罪
人
を
一
時
収
容
し
た
。
従
っ
て
軽
易
な
犯
人
は
番
人
協
力
し
て
逮
捕
し
市
川

代
官
所
へ
送
致
し
、
重
大
犯
人
で
逮
捕
困
難
な
者
は
、
市
川
代
官
所
の
出
張
を
待
ち
協
4

力
逮
捕
し
た
。
ま
た
通
船
の
取
り
締
ま
り
、
宿
屋
の
取
り
締
ま
り
(
宿
泊
人
)
は
村
役

人
に
お
い
て
も
行
な
っ
た
。
当
時
は
栄
村
十
島
富
士
川
岸
に
船
番
所
が
あ
り
、
通
行
人

九
一
五
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の
船
中
の
取
り
締
ま
り
を
行
な
っ
た
。
万
沢
村
に
は
万
沢
関
所
が
あ
り
、
通
行
人
の
諸

取
り
締
ま
り
を
行
な
っ
た
。
犯
罪
発
生
防
止
に
は
村
役
人
お
よ
び
五
人
組
制
度
が
利
用

さ
れ
相
互
立
任
制
に
よ
っ
て
治
安
を
保
っ
た
。
し
か
し
、
旧
身
延
に
は
日
蓮
宗
総
木
山

身
延
山
久
遠
寺
が
あ
り
、
ま
た
、
徳
川
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
紀
伊
家
の
お
万
の
方
の

菩
提
寺
、
大
野
山
木
遠
寺
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
寺
社
奉
行
の
支
配
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

本
遠
寺
は
寺
社
奉
行
と
い
え
ど
も
直
接
行
動
に
移
れ
ず
、
一
応
紀
伊
家
の
意
向
を
何
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
地
域
で
あ
っ
た
。

一、

時

イモ

治

日凡
仁
ト

明
治
の
新
政
府
と
な
っ
て
か
ら
は
、
代
官
の
手
付
、
手
代
は
廃
さ
れ
、
国
民
の
取
り

締
ま
り
は
巾
府
駐
起
の
諸
藩
の
兵
(
鰍
沢
関
門
は
秋
月
藩
の
護
衛
隊
八
名
|
一

O
名
で

固
め
て
い
た
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
関
門
取
締
ま
り
は
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)
二
月
十
五
日
に
廃
さ
れ
た
。
明
治
三
年
一
月
捕
亡
史
と
称
す
る
も
の
が

置
か
れ
取
締
ま
り
に
当
た
っ
た
。
一
般
村
方
に
お
け
る
取
締
ま
り
は
従
来
と
大
差
な

く
、
村
役
人
や
番
人
等
が
当
た
っ
た
が
、
漸
次
政
府
の
基
礎
が
翠
固
に
な
る
に
し
た
が

い
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
〉
甲
府
に
警
保
寮
出
張
所
が
設
け
ら
れ
大
警
視
以
下
が
来

任
し
、
常
に
特
保
寮
巡
査
五
l

六
名
が
各
村
々
を
巡
同
し
警
防
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

南

部

警

察

署

明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
八
月
鰍
沢
村
に
第
三
連
区
十
番
取
締
出
張
所
が
設
け
ら
れ

当
地
方
は
こ
れ
に
属
し
て
い
た
が
、
明
治
七
年
六
月
南
部
に
警
察
出
張
所
が
設
け
ら
れ

て
か
ら
は
南
部
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
出
張
所
は
睦
合
村
南
部
八
三
八
七
番

地
の
民
家
を
仙
り
、
所
内
の
組
織
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
取
締
ま
り
番
人
四
|
五

名
が
配
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
八
年
三
月
太
政
官
通
述
に
よ
り
捕
亡
吏
、
取

ιγ
 

締
ま
り
番
人
を
選
卒
と
改
称
し
、
更
に
選
卒
を
巡
査
と
改
め
た
。
明
治
八
年
(
一
八
七

五
)
十
二
月
の
改
正
に
よ
り
、
鰍
沢
に
第
三
連
区
の
警
察
出
張
所
が
置
か
れ
、
南
部
は

九
一
六

第
三
辿
以
第
二
番
巡
査
駐
屯
所
と
改
め
ら
れ
た
。
位
慌
は
股
介
村
南
部
四
九
九
帯
地
の

民
家
を
併
り
、
組
織
は
二
等
巡
査
を
長
と
し
巡
査
四
|
六
名
が
勤
務
し
た
。
明
、
治
十
年

一
一刀
警
察
出
張
所
は
警
察
署
に
、
巡
査
屯
所
は
分
署
と
改
め
ら
れ
た
の
で
鰍
沢
警
察
署

南
部
分
署
と
な
っ
て
、
南
巨
摩
郡
身
延
村
外
五
カ
村
、
西
八
代
郡
の
う
ち
大
河
内
、
栄

両
村
を
管
陪
区
域
と
し
た
。
明
治
十
一
年
四
刀
、
近
隣
村
々
を
あ
げ
て
の
献
金
に
よ

り
、
同
地
に
峡
南
に
誇
る
南
部
警
察
分
署
の
新
庁
舎
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
材
木

は
大
町
山
木
遠
寺
よ
り
寄
付
さ
れ
た
。
署
の
定
員
は
八
名
と
な
り
、
二
等
巡
死
一
名
、

三
府
守
派
査
二
名
、
四
等
巡
査
五
名
と
な
っ
た
。
明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
)
南
部
作
察

署
と
改
称
、
同
十
四
年
よ
り
署
長
を
九
等
警
部
と
し
署
員
も
一
一
名
と
な
っ
た
。
同
ト

五
年
(
一
八
八
二
〉
よ
り
署
長
は
警
部
補
と
な
り
、
明
治
十
五
年
卜
二
月
か
ら
は
巡
究

に
北
剣
が
許
さ
れ
た
。
分
署
制
の
復
活
に
伴
い
、
同
十
六
年
再
び
鰍
沢
署
南
部
分
暑
と

称
す
る
よ
う
に
な
り
大
河
内
、
栄
二
カ
村
は
市
川
舎
察
官
引
の
竹
村
に
属
し
た
。
明
治
二

十
四
年
(
一
八
九
一
〉
、
警
察
制
度
の
実
施
に
よ
り
南
巨
摩
郡
敢
行
察
署
南
部
署
と
改
称

し
、
同
二
卜
七
年
よ
り
再
び
大
河
内
、
栄
二
カ
村
を
管
慌
し
、
二
十
九
年
、
南
部
作
察

署
と
改
称
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
駐
在
所
、
派
出
所
の
設
内
が
あ
り
、
均

務
方
法
も
内
勤
外
勤
制
と
な
り
従
来
の
警
備
体
制
に
板
木
的
な
改
革
が
加
え
ら
れ
た
。

南
部
分
署
に
設
置
さ
れ
た
巡
主
派
出
所
駐
在
所
は
左
記
の
辺
り
で
あ
っ
た
。

相
府
村
巡
査
派
出
所

身

延

巡

査

駐

在

所

大
河
内
巡
査
駐
在
所

民

間

巡

査

駐

在

所

万

沢

巡

査

駐

在

所

栄

巡

査

駐

在

所

僻

合

逝

査

駐

在

所

古

河

巡

査

駐

在

所

明
治
二
十
年
一
月
設
れ

明
治
二
十
二
年
三
月
設
促

明
治
二
十
三
年
一
月
設
問

明
治
二
十
三
年
五
月
設
附

明
治
二
十
三
年
四
月
設
内

明
治
二
十
一
年
八
月
設
問

明
治
二
十
二
年
四
月
設
問

明
治
こ
十
午
十
二
月
設
問

暑
の
定
員
は
、
明
治
二
十
九
年
に
は
二
二
名
で
あ
っ
た
が
、
順
次
増
員
さ
れ

m和
二

年
(
一
九
二
七
)
に
は
警
部
一
名
、
巡
究
部
長
二
名
、
巡
査
一
九
名
の
計
二
二
名
の
勤

務
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
四
十
三
年
(
一
九

O
九
)
に
は
四
十
年
の
水
芹
の
反
利
か



ら
木
県
特
異
の
林
肝
警
察
課
が
設
け
ら
れ
、
南
部
署
内
に
も
二
名
の
林
野
巡
査
が
即
位

さ
れ
て
現
在
の
取
り
締
ま
り
を
行
な
っ
た
。
こ
の
制
度
は
明
治
四
十
四
年
の
岡
山
賜
林
の

下
協
に
よ
り
入
山
者
も
増
え
た
の
で
巡
査
も
増
員
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
山
林
行
政
も

安
定
す
る
に
従
い
機
椛
も
旧
に
復
し
、
附
和
二
十
一
年
に
は
廃
止
さ
れ
た
。

日
清
、
円
露
の
戦
争
を
契
機
と
し
て
響
察
機
構
も
強
化
さ
れ
、
大
正
初
期
に
は
、
国

家
の
権
威
を
象
徴
す
る
警
察
と
し
て
思
想
行
政
分
野
ま
で
干
渉
し、

ま
た
、
昭
和
の
戦

せ
ん

時
経
済
時
代
に
は
経
済
取
り
締
ま
り
を
す
る
な
ど
国
家
権
力
の
尖
兵
と
し
て
そ
の
ま
ま

の
姿
で
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
り
ま
で
及
ん
だ
。

第
二
節

新
し
い
警
察
制
度

一、
自
治
体
響
楽
と
国
家
地
方
警
察

川
町
和
二
十
二
年
十
二
月
十
七

H
警
察
法
が
公
布
に
な
り
、
同
二
十
三
年
三
月
七
日
よ

り
施
行
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
従
米
の
小
央
集
権
的
警
察
制
度
は
一
新
さ
れ
、

n本
国
訟

法
の
精
神
に
川
っ
て
竺
察
の
凶
主
化
へ
と
大
き
く
踏
み
出
し
た
。
す
な
わ
ち
中
央
政
府

か
ら
独
立
し
た

n治
体
得
察
宥
設
位
し
て
凶
家
地
方
警
察
と
の
二
本
だ
て
と
し
た
。

山
治
体
警
察
は
市
町
村
の
詐
察
で
、
市
お
よ
び
人
口
五
、

0
0
0人
以
上
の
市
街
地

町
村
に
対
し
て
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
市
町
村
は
内
己
の
負
担
で
そ
の
区
域
内
に
お
け

る
治
安
を
維
持
し
、
法
律
の
執
行
お
よ
び
秩
序
を
保
ち
、
そ
の
機
関
と
し
て
市
町
村
長

の
所
管
下
に
公
安
委
只
会
を
は
き
そ
の
任
に
当
た

っ
た
。
こ
の
時
木
県
に
お
い
て
は
白

治
体
警
察
署
二
一
、
国
家
地
方
警
察
署
二
二
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
警
察
制
度
の
改
革

に
伴
い
、
従
来
南
部
地
反
符
察
署
管
軒
下
に
あ
っ
た
旧
身
延
町
に
も
向
治
体
警
察
署
が

設
け
ら
れ
た
。
同
時
に
南
部
警
察
署
は
、
旧
身
延
町
を
除
く
以
外
の
従
来
の
地
域
を
管

制
す
る
こ
と
に
な
り
、
南
部
地
凶
作
察
署
と
改
称
さ
れ
、
両
警
察
署
は
と
も
に
昭
和
二

十
三
年
三
月
七
日
よ
り
発
足
し
た
。
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南
部
地
区
警
察
署

三
月
七
円
発
見
当
時
の
署
員
の
定
員
(
現
在
員
)
、
管
轄
区
域
並
び
に
受
け
持
ち
区

域
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

ア
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員
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会

乙

身

延

町

警

察

署

昭
和
二
十
三
年
三
月
南
部
警
察
署
管
内
か
ら
分
離
し
、
旧
身
延
町
方
面
巡
査
部
長
派

出
所
を
増
改
築
、
こ
れ
を
庁
舎
と
し
て
発
足
し
た
。
敷
地
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル
、
木
造

二
階
建
、

一
O
八
平
方
メ
ー
ト
ル
の
庁
企
円
で
あ
っ
た
。
警
察
吏
員
は
警
部
補
一

、
巡
査

部
長
二
、
巡
査
三
計
六
名
を
も

っ
て
旧
身
延

一
円、

一
七

・
一
六
平
方
キ
ロ
(
人
口
五

三
六

O
人
)
を
そ
の
管
制
制
区
域
と
し
て
警
備
に
当
た
っ
た
。
当
時
の
町
長
は
河
井
直

一
、
公
安
委
員
は
青
鹿
新
太
郎
、
小
松
浄
祐
、
佐
川
刈
保
、
池
出
友
一
の
四
名
で
、
署
員

の
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
っ
た
。

者

長

E
r

HKμ

片
HM

n
'
立
U

4
剥
H

次

長

刑
事
係
長

巡
査
部
長

巡
査
部
長

巡

査

書

記

加
藤
英

三
(
二

牛
田
熊
雌
(つ二一二二ニ一
寸、
九

|
一二一
六
、

一
O
、
一〉

巾
山
種
太
郎

石

村

汀

山
田
隆
親
、

金

沢

一

、

(
三
)
自
治
体
警
察
廃
止
と
そ
の
後

九

~I旦|投
反

81竺
保保

理坂
天茂
子保

山

口

達

雄

遠
藤
千
恵
子

百
万

投

票

半

斗
ー==nμ
 

住
民
投
票
の
結
果
二
」
ー
六
年
一
月
一
日
を
も
っ
て
身
延
町
警
察
署
は
廃
止
と
な
り
南

部
地
区
警
察
署
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
管
轄
区
域
と
な
っ
た
た
め
、
町
警
に
代
る
派
出
所

が
必
要
と
な
り
幹
部
派
出
所
が
置
か
れ
た
。

九

八

第
三
節

治

安

の

機

関

(
町
内
派
出
所
、
駐
在
所
の
白
半
〉

駐
在
所
派
出
所
の
制
度
が
敷
か
れ
た
の
は
明
治
二
十
年
(
一
八
ノ
七
)
で
あ
る
。
ミ

れ
に
よ
っ
て
従
来
の
勤
務
方
法
は
根
本
的
に
改
革
さ
れ
刻
在
の
内
外
勤
制
と
な
っ
た
。

各
地
区
駐
在
所
の
沿
革
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一、
下
山
警
察
b

駐
在
所

下
山
駐
在
所
は
明
治
二
十
年
(
一
ノ
ノ
七
)
一
月
設
置
さ
れ
、
当
時
は
福
居
村
巡
査

派
出
所
と
称
し
旧
下
山

一
円
を
管
轄
し
、
明
治
二
十
九
年
(
一
八
九
六
)
一二
月
七
日
下

山
村
と
改
称
す
る
に
あ
た
り
、
下
山
巡
査
駐
在
所
と
改
称
し
て
、
下
山

・
来
倉

・
小
原

島

・
上
下
八
木
沢
部
落
を
管
轄
し
た
。

明
治
二
十
三
年
七
月
十
一
日
南
巨
摩
郡

下
山
村
下
山
二
三
七
九
番
地
に
、
数
地

一
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル
木
造
平
屋
建
六

0
平
方
メ
ー
ト
ル
の
駐
荘
所
を
改
築
移

転
し
、
そ
の
後
明
治
三
十
四
年
五
月
と

明
治
凶
十
二
年
(
一
九

O
九
)
七
月
の

二
回
に
わ
た
り
改
築
並
び
に
修
理
増
築

を
行
な
い
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
八

日
総
工
費
一
一
九
万
円
の
県
貨
を
も
っ

て
身
延
町
下
山
八
、
八
八
六
番
地
に
新

築
移
転
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日

下
山
警
察
官
駐
在
所
と
改
称
し
現
在
に

い
た
っ
て
い
る
。

下山警察官駐在所

法
の
改
正
に
よ
り
昭
和
二
十
六
年
八
月
よ
り
各
内
治
体
笠
察
存
廃
の
住
民
投
票
が
行

な
わ
れ
、
そ
の
結
果
県
下

一
凶
の
円
治
警
察
が
廃
止
さ
れ
、
二
十
九
年
六
月
巾
府
の
廃

止
に
よ
り
自
治
警
察
全
部
が
廃
止
と
な
っ
た
。

身
延
町
に
お
け
る
住
民
投
票
の
結
果
は
左
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一

投

票

月

日

一
有
椛
者
数

一l

↓

一

一
幹
H

一町一

一六
、
九
、

一一六
一一一
、
六
五
以
一



一一、
身
延
山
警
察
b

駐
在
所

身
延
山
駐
在
所
は
現
在
身
延
町
身
延
三
六
五
七
番
地

ハ
久
遠
寺
山
門
前
)
に
あ
り
、
明

治
二
十
二
年
(
一
八
八
九
)
三
月
身
延
町
仲
町
に
身
延
駐
在
所
と
し
て
発
足
し
て
い
る
。

そ
の
管
轄
区
域
は
、
旧
身
延
町
大
野
部
議
騒
藤
議
灘
麟
脇
観

いは

;

落
を
除
き
身
延
町
一

円
で
あ
っ
た
が
、

機
織
繍
繍
綴
齢
明
「
お
闘
機

J
浪
費
約
建
議
鰯鰯醐

一
U

ゑ
震

そ
の
後
日
蓮
宗
総
本
山
久
遠
寺
の
全
麟
膨
藤
紘
機
織
瀦
掛
塑

園
、
信
者
の
参
詣
者
が
多
く
な
っ
た
た

J
d
曹
謹
謹
鶏

ky路
緩

め
、
大
正
元
年
(
一
九
二

一
〉
一
月
一
一

一

監

7縦

十
日
現
在
地
に
木
造
二
附
娃
八
三
平

方

繍

離

婚

議

騨

融

関

醐

揮

メ
ー
ト
ル
の
駐
在
所
を
建
設
し
移
転
し
麟
輔
輔
鱗
麟
川
一
ふ
錨
購
細

た
。
管
軒
区
域
は
、
本
山

・
京
谷

・
四

議

心

欝

繍

:

)

藍

谷

・
清
住
町
・
上
町
・
仲
町
・
橘
町
・
麟
謡
開
品
開
盤
整
犠
繍
糊
鱗
欝
醐
輔

元
町
の
門
内
地
区
と
し
、
川
町
和
三

十

六

ヤ

:

義

一

一

鞘

Y
一
硲
務
関

r
i
f
i
--
緬

w

r

m

総
膨
総
恥
齢
制

年
四
月
身
延
山
駐
在
所
と
改
称
さ
れ
現

川錦
繍
鰯
機
欝
瀦
雛
醐
棚

在
に
い
た
っ
て
い
る
o

こ
山
口
治

体

警

繍

機

総

額

機

機

織

察
の
設
置
に
よ
り
、
附

利

二

十

三

年

二

議

醤

襲

襲

議

月

一
日
よ
り
、

二
十
六
年
十
月
五
ハ
ま

内

i
j
a瀦
遡
遍
類
融

購幽鳩
山曽
鶴
欝
畿
勝
叡
私
鰯
憾

で
、
身
延
町
警
察
署
に
編
入
さ
れ
て
い

た
。
昭
和
四
十
四
年
凶
月

一
日
身
延
山
警
察
官
駐
在
所
と
改
称
し
た
。

一一、
身
延
幹
部
警
察
官
派
出
所

身
延
地
域
の
発
展
に
伴
い
、
治
安
維
持
上
、
大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
四
月
一
日
大

野
七
九
九
番
地
の
民
家
を
併
用
し
、
南
部
警
察
署
身
延
部
長
派
出
所
を
新
設
し
た
。
し

か
し
、
同
年
十
二
月
受
持
区
域
内
有
志
の
寄
付
金
に
よ
り
、
大
野
一
一
三
番
地
に
新
庁

舎
を
建
設
し
こ
こ
に
移
転
し
た
。

第
一
章

安

治

身延山警察官駐在所

昭
和
ノ
年
(
一
九
一
三
ニ
)
一
月
十
六
日
警
察
事
務
の
遂
行
上
、
町
の
中
心
に
あ
る
梅

平
六
五
一
番
地
に
移
転
し
た
が
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
新
警
察
法
の
施
行
に
よ
り
、
身

延
町
に
も
円
治
警
察
署
が
設
け
ら
れ
た
の

で
、
同
年
三
月
七
日
巡
査
部
長
派
出
所
は
廃

止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
三
十
日
身
延
町
警
察
署
の
廃
止
に
よ
り
、

再
び
町
警
に
代
る
派
出
所
が
必
要
と
な
り
、
同
年
十
月

一
日
町
警
庁
舎
を
そ
の
ま
ま
身

延
警
部
補
派
出
所
と
し
た
。
下
山
駐
在
所

・
身
延
駐
在
所

・
栴
平
駐
在
所

・
笠
岡
駐
在

所

・
角
打
駐
在
所

・
帯
金
駐
在
所
を
管
轄
し
た
が
、
昭
和
二
十
八
年
巡
査
部
長
派
出
所

に
改
称
さ
れ
た
。
昭
和
三
十
九
年
四
月
帯
金
駐
在
所
は
廃
止
に
な
り
身
延
駅
前
駐
在
所

の
兼
務
と
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
豊
岡
駐
在
所
は
廃
止
さ
れ
た
。

昭
和
凶
十
年
機
構
改
革
に
よ
り
身
延
幹
部
派
出
所
と
改
称
、
昭
和
凶
十
二
年
七
刀
身
延

町
所
有
の
現
在
地
に
県
費
を
も
っ
て
庁
舎
新
築
工
事
に
着
工
し
、
同
年
十
一
月
十
五
日

落
成
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
身
延
幹
部
警
察
官
派
出
所
と
改
称
し
現
在
に
至
っ
て

い可。。幹
部
派
出
所
歴
代
受
持
担
当
者

10 9 8 7 6 5 4 3 
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第
十
部id

治

安

と

消

防

四

豊
岡
巡
査
駐
在
所

明
治
一

一イ
三
年
(
一
八
九

O
)
五
刀
投
目
さ
れ
た
が
、
駐
在
所
は
民
家
を
借
用
し
、

転
々
と
移
転
し
て
警
備
に
あ
た

っ
て

い
た
。
大
正
卜
三
年
(
一

九
二
七
)
二
月
十
円
豊

岡
村
相
又
四

O
五
番
地
に
敷
地
一
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル
、
旭
川
町
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル
の

木
造
平
屋
建
の
駐
在
所
を
新
築
し
、
旧
立
岡
村
を
竹
帖
し
た
が
、
昭
和
四
卜
三
年
四
月

一
日
の
機
構
改
革
に
伴
い
、
山
正
岡
駐
在
所
は
廃
止
さ
れ
、
身
延
幹
部
笠
察
官
派
山
所
の

第
二
区
と
な
っ
た
。

五
、
身
延
駅
前
警
察
官
駐
在
所

南
部
警
察
署
儲
の
旧
大
河
内
村
は
明
治
十
六
年
(
一
八
八
三
〉
よ
り

で
、

一
時
市
川
警
察
署
の
管
陪
に
崩
し

た
が
再
び
南
部
署
に
属
し
た
。
明
治
二

十
三
年
(
一
八
九

O
〉
一

月
よ
り
、
旧

西
八
代
郡
大
河
内
村
帯
金
に
駐
在
所
を

お
き
大
河
内
巡
査
駐
在
所
と
称
し
、
旧

大
河
内
全
般
を
受
け
持
ち
区
域
と
し
て

警
備
に
あ
っ
た
が
、
明
治
凶
十
年

(一

九

O
七
〉
八
月
駐
在
所
を
角
打
に
移
し

た。
そ
の
後
富
士
身
延
鉄
道
敷
設
工
事
に

と
も
な
い
、
多
く
の
土
工
、
人
夫
等
が

入
っ
て
来
た
の
で
こ
れ
等
の
取
締
ま
り

上
、
大
正
六
年
地
元
村
長
以
下
が
本
署

に
陳
情
し
、
現
在
の
身
延
町
角
打
五
九

六
番
地
の
鉄
道
用
地
を
当
時
の
大
河
内

七
年
ま

九
二
O

村
長
名
で
仰
山
し
、
木
造
二
階
建
一
一
八

・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
瓦
ぶ
き
の
必
物
を
辿

設
し
こ
こ
に
移
転
し
、
川
川
恥
凶
十
四
年
二
月
改
築
し
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
大
正
六

年
(
一
九
一
七
)
移
転
し
て
か
ら
角
打
駐
在
所
と
な
り
、
昭
和
三
十
七
年
四
月

一
口、

身
延
駅
前
駐
在
所
と
改
名
さ
れ
た
。
角
打
駐
在
所
当
時
の
昭
和
二
十
九
年
三
月
七
日
ま

で
は
、
舛
口
付
附
も
当
時
の
大
河
内
村
角
打

・
和
田

・
大
島

・
樋
の
上
、
お
よ
び
身
延
町
大

野
部
落
も
合
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
身
延
町
が
自
治
体
警
察
署
に
な
っ
た
の
で
、
大

野
部
落
は
管
陪
区
域
外
と
な
り
、
町
警
廃
止
後
も
梅
平
駐
在
所
の
管
轄
と
な
っ
た
。
昭

和
三
十
九
年
四
月
、
市
金
駐
在
所
が
廃
止
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
管
惰
医
域
を
兼
務
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
四
十
四
年
四
月
一

H
身
延
駅
前
警
察
官
駐
在
所
と
改
称
す

る。

ーーL..
ノ¥、

帯
金
巡
査
駐
在
所

身延駅前警察官駐在所

は
じ
め
大
河
内
巡
査
駐
在
所
と
し
て
帯
金
に
あ
っ
て
、
大
、
川
内
村
ハ
当
時
〉
全
般
を

受
け
持
ち
区
域
と
し
て
き
た
が
、
大
河
内
村
が
延
長
八
キ
ロ
メ

ー
ト

ル
も
あ
り
、
し
か

も
交
通
不
便
で
有
事
の
際
警
備
極
め
て
困
難
な
た
め
、
明
治
四
十
年
八
月
駐
花
所
を
角

打
に
移
し
、
大
正
六
年
再
び
身
延
町
帯
金
一
五

O
五
ノ
一
番
地
に
四
九

・
五
八
平
方
メ

ー
ト

ル
(
固
有
)

、
四
九
・

五
八
平
方
メ

ー
ト
ル

(
民
有
)
を
併
用
し
、
木
造
九
九

・

一
七
平
方
メ

ー
ト
ル
の
建
物
を
建
設
し
帯
金
駐
在
所
と
し

て
発
足
し
た
。
丸
池

・
大

崩

・
椿
草
旦

・
市
金

・
大
企

・
塩
之
沢

・
上
下
八
木
沢
部
落
を
受
け
持
ち
区
域
と
し
警

備
に
当
た

っ
た
が
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
で
上

・
下
八
木
沢
部
落
は
下
山
駐
在
所

管
轄
に
移
管
に
な
り
、
同
時
に
帯
金
駐
在
は
廃
止
、
身
延
駅
前
駐
在
所
の
兼
務
と
な
っ

た。

七

林
野
警
察
巡
査
出
張
所

明
治
四
十
三
年
(
一
九
一

O
)
南
部
警
察
署
内
に
林
野
巡
査
が
配
置
さ
れ
、
旧
大
河

内
村
塩
ノ
沢
林
野
巡
査
出
張
所
が
置
か
れ
た
。
出
張
所
は
同
地
内
の
民
家
を
併
用
し
地



域
の
取
締
ま
り
に
当
た
っ
た
が
、
翌
四
十
四
年
四
月
間
村
大
島
一

O
九
一
番
地
の
民
家

を
借
用
移
転
し
た
。
ま
た
同
年
豊
岡
村
に
も
林
野
巡
査
出
張
所
が
置
か
れ
、
民
家
を
借

用
し
地
域
の
取
締
ま
り
に
当
た
っ
た
が
、
大
正
八
年
(
一
九
一
九
〉
豊
岡
出
張
所
を
身

延
山
三
門
内
定
林
坊
前
に
移
転
し
、
身
延
林
野
警
察
巡
査
出
張
所
と
改
称
し
た
。
昭
和

八
年
(
一
九
一三ニ
〉
四
月
大
島
林
野
巡
査
出
張
所
は
廃
止
さ
れ
、
身
延
林
野
警
察
巡
査

出
張
所
に
統
合
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
十
一
年
永
年
の
林
野
警
察
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。

第
四
節

犯
罪
と
そ
の
防
犯
対
策

南
部
署
管
内
に
お
け
る
、
昭
和
四
十
一
年

・
四
十
二
年
度
の
犯
罪
検
挙
の
状
況
は
左

表
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
町
は
、
特
に
日
蓮
宗
信
仰
団
体
お
よ
び
観
光
を
兼
ね
た
参
詣

者
が
年
間
数
十
万
を
数
え
相
当
混
雑
す
る
の
で
、
こ
れ
に
伴
う
各
種
の
犯
罪
お
よ
び
諸

事
故
の
発
生
防
止
に
は
特
に
留
意
し
、
花
見
時
の
防
犯
、
夏
の
防
犯
、
歳
末
の
防
犯
等

の
活
動
を
推
進
し
、
世
話
を
や
く
運
動
の
推
進
、
防
犯
連
絡
所
の
設
置
、
防
犯
灯
愛
護

な
ら
び
に
増
設
運
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一、
南
部
署
管
内
に
お
け
る
犯
罪
件
数
と
種
別

検

挙

の

状

況

/
罪

名

一

一

一

一

l
長
巴
一
一
銃
砲
等
了
、

年
一
殺
人
一
強
盗
一
放
火
一
強
姦
一
傷
害
一
恐
喝
一
詐
欺
一
認
悩
一
暴
行
一
脅
迫
一
号
所
一
野

一件
一
人
一
件
一人
一件
一
人
一
件
一
人
一件
一人
一
件
一
人
一
件
一
人
一
件
一
人
一件
一人
一件
一人
一
件
一
人
一件
一
人
一
件
一
人

昭

引

て

一

二

三

二

二

9
一日
一l
一l
一
二
二
問
予
互
主
一
一
一
一

2
一
6
一l
一I
一

m
一問

昭

ヱ

ト

一

一

U
剖
割
引

H
q到
到

ぶ

引

一

引

一

一

一

一

町

川
計

第
一
章

治

安

知
能
犯
罪
種
別
発
生
検
挙
状
況

昭 昭
件人別種罪

42 41 

7 一

三検人発生員主

言午

7 

欺
1 

l 

ヲ発十
横|

領

検挙人発生員

偽

造

8 

三宣検人員発乞乞 言十8 

2 

8 
年日とリ

8 
の

_2_j三上
較比

特 |昭|態違|

君~ I 42 I様反|埜、_.__ I 1 ~ 

/~ 1-一一ーー・1-ーーー一ーーーーーー一一1 ~署司・

i I I 件|森 I ~
反 1-1数|林|挙
事 卜ート-1ゅ|状
件 1 1人 1:脆|況

警1-1員|
状 | 口了一一
況 打

数

一
人

2|員 ，

総

数

人 件 3| 
員 数

理法 責警
一

5 4 
り取締ま薬火法

法5霊締製所語刀

一
猟狩法

4 I 3 
法締まり業等取営俗風

一
森林法

例条業級いず取り属金く梨山県

一
例条締まり取犬剣梨山県

3 
正規則調酒業梨山県

総

13 9 
数

一一、
少
年
犯
罪
(
ぐ
犯
を
含
む
)

補
導
の
現
況

と
非
行
少
年

少
年
犯
罪
検
挙
は
昭
和
四
十
二
年
度
中
は
三

O
人
で
、
罪
種
別
で
は
窃
盗
、
業
務
上

過
失
致
死
傷
、
傷
害
の
順
で
、
職
業
別
で
は
、
中
学
校

・
高
校
生
が
二
一
名
で
全
体
の

七
O
パ
ー
セ
ン
ト
強
を
示
し
て
い
る
。
同
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の
検
挙
は
四
人
で
、

前
年
同
期
に
比
べ
て
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
ぐ
犯
行
為
で
補
導
し
た
者
は
、
昭
和
四

十
二
年
度
中
は
一
六
九
名
で
、
行
為
別
に
す
る
と
夜
遊
び
、
喫
煙
が
半
数
を
占
め
て
い

る
。
職
業
別
、
学
歴
別
で
は
、
高
校
生
が
七
一
名
で
全
体
の
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
示

し
て
い
る
。
同
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
補
導
は
三
四
名
で
、
前
年
に
比
べ
て
減
少
し

九



第
十
編

治

安

と

消

防

て
い
る
。

四
十
一
年
度
と
比
較
し
て
、
ぐ
犯
不
良
行
為
で
補
導
し
た
少
年
は
三
分
の
一
に
減
少

し
て
お
り
、
他
の
犯
罪
少
年
も
半
分
に
減
っ
て
い
る
が
、
集
団
で
犯
罪
が
行
な
わ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
方
面
に
重
点
を
お
き
補
導
を
実
施
し
て
い
る
。

第
五
節

激
増
す
る
交
通
事
故
と
そ
の
対
策

一、

一T
故
発
生
と
原
因
の
探
究

交
通

南
部
署
管
内
の
主
要
道
路
の
幅
員
は
七

・
二
メ

ー
ト

ル
以
下
の
狭
隆
道
路
で
あ
り
、

長
距
離
輸
送
お
よ
び
砂
利
等
を
運
搬
す
る
大
型
ダ
ン
プ
カ

ー
の
運
行
が
激
し
く
、
狭
い

道
路
で
の
追
い
越
し
等
も
無
理
を
生
じ
こ
れ
に
加
え
て
小
中
学
校
児
童
生
徒
の
ほ
と
ん

ど
が
国
道
を
横
断
し
て
の
登
下
校
で
あ
り
、
更
に
市
街
地
化
し
た
商
庖
街
に
お
い

て
は

青
空
駐
車
が
列
を
な
し
、

狭
い
道
路
を
更
に
狭
く
し
、
こ
の
管
内
に
発
生
す
る
事
故
の

大
部
分
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

激増する交通事故

交通事故発生状況

人物身 体別の
発 生 場 所

死傷者訳内 件

別 |道 路別

内 訳

町

ililili E|国|県
町 dl中|両 一 損害額

名
学学校

町 道道 道 他者 者児 校校生 般

件数 |叫付 391531 261 231 711 241 41 31 41 821 21 21 41 41 741 5，136，α)() 

%1 1 621 381司251231付 241 41 31 81 9212.312.314.714.71 861 

九
二
二

一・

事故運転者居住調 原 因

戸民海 内 |管 外 事故原因 別 事故車種別

身南 戸邑と~ !県県 運者転 速度いv 追哲 無|めぃ そ 大 大 日:;¥u 
立自立 原 自 そ

のね 型 通 通 付 動
延部 沢計

計 身体原の因 モむ 免
の 業 軽 の

否旭当 許 いて {也
貨 貨 務

町町 町 内外 すぎ h ソ 物 型 物 用 種 高官 他

241171111 521141 361 501 901121 31 301131181 21 31 61 21 251 421 11 141 241 41 121 51 

241171111511141251491881121 31281司181 21 31 61 21 251 411 11 141 231 41 121 51 



係

寸
。5 7 9 1 11 1 13 15 17 19 21 

¥ I I I I I 
19 21 24 

件数 4 13 11 91 181 11 10 15 6 5 

% 4 13 11 10 14 6 5 1∞ 

関間時

係

市街地 非市街地 総合計 l口L 

3|; 線線 切 計率 線切 計率 線 切
計

件数 9 8 23 。40 59 15 281 531 1 102 
一一 一一一一

% 122.5 20 57.5 。l∞ 41 351 531 21 1∞ 15 271 571 1 100 

関所場

本
町
に
お
け
る
交
通

コ故
対
策

よバ~11 山 1 4ト16 1 7 1 8卜トo111 1121斗比率

41 

交
通
事
故
を
絶
滅
し
て
明
る
い
住
み
よ
い
町
を
つ
く
る
た
め
に
、
昭
和
三
十
ノ
年
六

月
二
十
五
日
身
延
町
議
会
は
、
県
内
他
町
村
に
先
が
け
、

身
延
町
を

「
交
通
安
全
の

第
一
章

治

安

町
」
に
す
る
こ
と
を
左
記
の
よ
う
に
宣
言
し
た
。

交

通

安

全

宣

言

増に ら 集よ木 山 でのり延宗身なてり線ー鉄南は接と と し 速
しお 、中る材へ 、林 、山 総延わ主甲(級 富 北富近と身して度最
、け近さ輸等のこ産な久本町れた府清 国 土に士しも延て盛的近
こる年れ送の参の業お遠 山 内てる市水道身縦 川、 に町いりにに
れ交急るが自詣たが木寺でにい交)市五延貫に静静はるあ増お
こ通 に 関国勤客めミ't~ 守 あはる通 に 韮十線す沿岡阿南 。 が加け
比が 国 係道車や身盛なかる日ががよ崎二とるつ 県県 部 ろしる
例激道かに に 、延んどあ身蓮 、行つ回号 、国てと に 町 う今白

や動
人車
問な
生ど
活の
の交
新通
た機
な関
脅の
威 異
と常
なな
り発
、達

交と
通と
咋事も
故 に
の
防交
止 通
は災
国害
民も
運ま
動た
と 加

下山地区の交通安全指導

九
二
三

歩道橋で安全に・…..(下山小入口〉



第
十
編

治

安

と

消

防

し
て
そ
の
道
路
環
境
等
か
ら
交
通
事
故
も
多
発
地
区
と
な
り
、
道
路
交
通
に
不
安
と
恐
怖
の
影

か
ん

が
絶
え
ず
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
道
は
山
静

両
県
を
結
ぶ
唯
一
の
道
路
で
あ
り
、
輸
送
に
は
重
要
な
幹
線
で
あ
る
関
係
か
ら
、
こ
の
道
路
を

有
効
且
つ
安
全
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
も
考
え
る
。

思
う
に
交
通
事
故
の
防
止
は
、
基
本
的
に
は
自
動
車
の
運
行
需
要
と
道
路
の
許
容
量
の
均

衝
を
は
か
る
と
と
も
に
、
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、

ひ
ん頻
発
す
る
交
通
事
故
の
大
半
は
人
的
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
聞
の
努
力
に

よ
っ
て
こ
の
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
よ
う
に
、
警
察
機

関
等
の
一
部
の
機
関
や
団
体
の
事
故
防
止
活
動
の
み
で
は
、
最
近
の
交
通
事
故
の
激
増
お
よ
び

交
通
事
情
か
ら
し
て
事
故
を
防
止
し
、
交
通
安
全
と
そ
の
円
滑
化
を
は
か
る
こ
と
は
、
困
難
な

情
勢
に
立
ち
至
っ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
身
延
町
民
も
日
ら

の
手
で
交
通
の
不
安
か
ら
自
分
自
身
を
守
り
、
交
通
の
安
全
を
取
締
ま
り
機
関
に
の
み
委
ね
る

こ
と
な
く
、
進
ん
で
こ
れ
に
協
力
し
自
他
と
も
ど
も
の
生
命
を
尊
び
い
と
お
し
む
精
神
を
基
調

と
し
て
、
互
い
に
交
通
道
徳
を
守
り
交
通
安
全
の
知
識
を
身
に
つ
け
、
悲
惨
な
交
通
事
故
の
絶

滅
を
期
す
る
よ
う
力
を
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
身
延
町
議
会
は
こ
こ
に
全
町
民
が
こ

の
地
域
社
会
の
暖
か
い
愛
情
を
も
っ
て
心
を
一
つ
に
し
て
、
絶
え
ず
安
全
交
通
確
保
の
町
ぐ
る

み
運
動
を
強
力
に
進
め
、
も
っ
て
交
通
事
故
を
絶
滅
し
明
る
い
住
み
よ
い
町
を
つ
く
る
た
め
、

身
延
町
を
「
交
通
安
全
の
町
」
と
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

昭
和
三
十
七
年
五
月
二
十
五
日

身

延

IHr 

し
か
し
四
十

一
年
度
中
に
お
け
る
南
部
署
管
内
事
故
発
生
状
況
を
見
る
に
、
一

O
二

件
の
半
数
五
三
件
が
本
町
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
の
で
事
故
防
止
に
つ
い
て
は
万
全

を
期
し
、
次
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。

~ 

一
、._/

交
通
取
締
ま
り
の
強
化

交
通
量
の
激
増
と
現
在
の
道
路
状
況
で
は
、
取
締
ま
り
を
強
化
し
て
事
故
防
止
に
あ

た
る
こ
と
が
急
務
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
南
部
署
は
独
自
の
計
画
取
締
ま
り
の
外
、
外

勤
々
務
員
に
よ
る
常
時
取
締
ま
り
を
強
化
し
て
事
故
防
止
に
当
た

っ
て

い
る。

(
二
)
指
導
、教
育
の
徹
底

警
察
署
は
関
係
機
関
団
体
と
緊
密
な

連
絡
の
も
と
に
、
雇
用
者
、
運
転
者
、

幼
稚
園
、
保
育
園
、
各
小
中
高
校
お
よ

び
そ
の
他
一
般
民
衆
に
対
し
て
講
習

会
、
座
談
会
、
交
通
安
全
教
室
等
の
開

設
に
よ
る
指
導
教
育
を
し
て
事
故
防
止

に
あ
た
っ
て
い
る
。

(
三
)
安
全
施
設
の
整
備

危
険
箇
所
に
カ

l
ブ

ミ

ラ

l
、
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
、
危
険
標
示
柱
、
横
断
歩

道
、
横
断
旗
等
各
種
の
施
設
を
整
備
し

ま
た
学
童
、
閣
児
の
通
路
の
設
定
を
し

て
事
故
防
止
に
あ
た
っ
て
い
る
。

(
四
)
交
通
規
制
の
実
施

九
二
四

歩道橋ができるまで、の横断歩道(身延小前〉

速
度
制
限

・
追
越
禁
止
区
域

・
学
童
横
断
歩
道

・
駐
車
禁
止
区
域
等
の
設
定
に
加

え
、
歩
道
橋
の
架
設
、
歩
道
設
定
の
促
進
な
ど
に
よ
っ
て
事
故
防
止
の
万
全
を
期
し
て

い
る
。

(
五
)
住
民

の

協

力

交
通
事
故
防
止
は
、
地
域
住
民
の
総
ぐ
る
み
体
制
が
必
要
で
あ
る
の
で
既
存
の
交
通

安
全
協
会
、
運
転
者
会
、
学
校
安
全
会
自
治
班
等
の
強
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
交
通

安
全
母
の
会
、
そ
の
他
職
域
運
転
者
会
の
結
成
、
町
内
会
へ
交
通
安
全
の
部
落
設
定
等

に
よ
り
、
各
団
体
員
内
部
か
ら
の
事
故
防
止
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
を
は
か
り
、
事
故

防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
い

る。



(
六
)
交
通
災
害
共
済
制
度
の
発
足

交
通
災
害
の
激
増
と
い
う
状
況
の
中
で
、
昭
和
四
十
一
年
に
埼
玉
県
川
口
市
が
独
自

に
は
じ
め
た
向
、
治
体
の
交
通
共
済
制
度
は
た
ち
ま
ち
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。
住
民
が
わ

ず
か
な
掛
金
(
一
日
一
円
て
い
ど
)
を
出
し
あ
っ
て
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
の
場

合
、
す
み
や
か
に
見
舞
金
が
お
く
ら
れ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
既
成
保
険

・
共
済
制

度
に
な
い
便
利
さ
が
好
評
を
よ
ん
で
、
市
町
村
単
位
、
さ
ら
に
全
県
単
位
で
実
施
す
る

と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
た
。

山
梨
県
に
お
い
て
も
、
昭
和
四
十
三
年
よ
り
県
町
村
会
が
主
体
と
な
っ
て
全
県
的
な

規
模
で
こ
の
制
度
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
な
さ
れ
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日

よ
り
、
県
下
五
七
町
村
で
「
山
梨
県
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
」
を
設
立
、
い
わ
ゆ
る

グ
一
日
一
円
交
通
共
済
グ
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
町
に
お
い
て
も
、
九
月
四
日
の
臨
時
町
議
会
で
こ
の
共
済
組
合
へ
の
加
入
を
議

決
、
た
だ
ち
に
町
民
に
た
い
す
る
主
旨
の
説
明
と
徹
底
、
区
長
を
通
じ
て
の
加
入
奨
励

に
の
り
出
し
た
。
十
一
月
三
十
日
現
在
の
加
入
申
込
者
数
は
、
三
八
一
七
名
(
加
入
率

三

0
・
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
あ
る
。

制

度

の

概

要

(
加
入
資
格
)

県
下
の
町
村
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
住
民
登
録
ま
た
は
外
人
登
録
の

す
ん
で
い
る
人
。

一
人
年
額
三
六
五
円

毎
年
四
月
一
円
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

死
亡
の
場
合
五

O
万
円

傷
害
の
場
合
一

O
万
円
(
全
治
六
月
以
上
)

五
万
円
(
全
治
三
月
以
上
六
月
未
満
)

三
万
円
ハ
全
治
二
月
以
上
三
月
未
満
)

二
万
円
ハ
全
治
一
月
以
上
二
月
未
満
〉

一
万
円
(
全
治
二
週
間
以
上
一
月
未
満
)

五
千
円
ハ
全
治
一
週
間
以
上
二
週
間
未
満
)

電
車
、
モ
ノ
レ
ー
ル
、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
、
自
動
車
、
航
空
機
、
船
舶
、

ハ
共
済
掛
金
V

(
共
済
期
間
)

(
災
害
見
舞
金
〉

(
対
象
災
害
)

第
一
章

安
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原
動
機
付
自
転
車
、
農
耕
用
テ
イ
ラ
ー
等
の
交
通
に
よ
り
受
け
た
災
害

ハ
死
亡

・
傷
害
な
ど
〉

(
詰
求
期
間
〉
災
害
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
以
内

(
見
舞
金
の
請
求
)
請
求
書
に
組
合
員
証
、
警
察
署
長
の
事
故
-
証
明
・
診
断
書
ハ
死
亡
の
と

き
は
検
案
書

・
戸
籍
謄
本
)
を
そ
え
て
町
役
場
へ
提
出
す
る
。

第
六
節

警
察
協
力
団
体

治
安
の
維
持
は
、
地
域
住
民
の
警
察
に
対
す
る
支
援
と
、
協
力
が
な
け
れ
ば
達
成
で

き
な
い
。
南
部
警
察
署
の
各
種
協
力
団
体
の
構
成
員
と
し
て
本
町
か
ら
も
数
多
く
選
出

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
等
の
所
属
団
体
並
び
に
身
延
町
協
力
団
体
と
し
て
活
動
し
て

い
る
団
体
の
設
立
年
月
日
、
目
的
、
事
業
等
を
あ
げ
る
。

-ー-'‘、

南
部
民
主
警
察
協
議
会

昭
和
二
十
八
年
四
月
、
南
部
署
管
内
各
町
村
の
執
行
部
、
議
会
の
代
表
者
、
有
識
者

を
も
っ
て
警
察
と
管
内
住
民
の
融
和
を
図
り
、
相
互
の
理
解
と
協
力
に
よ
り
、
民
主
警

察
の
推
進
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
南
部
民
主
警
一
察
懇
談
会
を
設
立
し

た
が
昭
和
三
十
五
年
四
月
協
議
会
と
改
称
し
次
の
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

イ

公
衆
と
啓
察
の
融
和
を
図
る
事
業

公
衆
に
対
す
る
警
察
広
報
へ
の
協
力

民
主
警
察
推
進
の
た
め
の
活
動

警
察
運
営
改
善
の
た
め
の
研
究
協
議

そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
事
業
等

ニニ ノ、 下Zホ

九
二
五
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一一、

防
犯
協
会
南
部
支
部

昭
和
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
、
山
梨
県
防
犯
協
会
南
部
支
部
と
し
て
設
立
さ
れ

た
。
犯
罪
の
な
い
明
る
い
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
管
内
住
民
の
防
犯
思
想

を
昂
揚
し
、
そ
の
自
主
的
活
動
に
よ
る
各
種
犯
罪
の
防
止
並
び
に
犯
罪
捜
査
そ
の
他
、

非
常
事
態
発
生
の
際
警
察
機
関
に
協
力
し
、
民
警
一
体
の
下
に
、
管
内
の
治
安
確
保
を

期
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

イ

防
犯
対
策
の
調
査
研
究

防
犯
思
想
の
普
及
徹
底

防
犯
施
設
の
拡
大
強
化

青
少
年
の
補
導

単
位
防
犯
協
力
並
び
に
職
域
防
犯
組
合
の
行
な
う
防
犯
活
動
の
支
援

防
犯
功
績
者
の
表
彰

犯
罪
の
予
防
、
検
挙
へ
の
協
力

そ
の
他
明
る
い
社
会
達
成
の
た
め
必
要
な
事
項

ニニ ノ、 ロヘホチ

一一一、
学
校
警
察
連
絡
協
議
会

南
部
署
管
内
、
小
中
高
大
学
を
含
む
学
校
の
教
師
と
警
察
に
よ
っ
て
、
地
域
児
童
生

徒
の
生
活
指
導
を
中
心
と
す
る
非
行
化
防
止
の
機
関
で
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
設
立
さ

れ
た
。
管
内
児
童
生
徒
の
非
行
と
事
故
防
止
を
す
る
た
め
に
、
学
校
と
警
察
は
緊
密
に

連
絡
提
携
し
て
、
こ
れ
等
の
校
外
生
活
の
補
導
を
し
、
心
身
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

イ

善街校非
行頭外行
児補生防
童導活止
生と実対
徒事態策
等後のと
の補把早調
表導握マ査
彰研

究

ニノ、ロ

ホ

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

四

父
通
安
全
母
の
会

九
二
六

会
員
は
各
地
域
の
婦
人
会
員
を
も
っ
て
会
員
と
し
て
、
町
内
各
地
域
に
左
の
通
り
設

立
さ
れ
て
い
る
。

イ

下
山
交
通
安
全
母
の
会

角
打
交
通
安
全
母
の
会

豊
岡
交
通
安
全
母
の
会

丸
滝
交
通
安
全
母
の
会

大
島
交
通
安
全
母
の
会

昭
和
四
十
一
年
四
月

昭
和
四
十
二
年
四
月

昭
和
四
十
二
年
十
月

昭
和
四
十
三
年
十
二
月

昭
和
四
十
四
年
二
月

ニノ、ロホ

会
員
相
互
の
理
解
と
協
力
に
よ
り
交
通
安
全
運
動
を
推
進
し
、
地
域
住
民
を
事
故
か

ら
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

下山交通安全母の会の活動

知事表彰を受けた下山交通安全母の会



イ

春
秋
の
「
交
通
安
全
運
動
」
に
出
動
し
、
交
通
指
導
に
あ
た
る
。

毎
月
十
日
の
「
県
民
安
全
交
通
の
日
」
に
出
動
し
、
交
通
指
導
に
あ
た
る
。

そ
の
他
交
通
安
全
思
想
の
普
及
徹
底
に
努
め
る
。

ノ、ロ

な
お
下
山
交
通
安
全
母
の
会
は
昭
和
四
十
三
年
度
優
良
団
体
と
し
て
特
別
表
彰
さ
れ

た。

感

謝

状

下
山
交
通
安
全
母
の
会
殿

責
会
は
交
通
安
全
に
深
い
理
解
と
関
心
を
寄
せ
ら
れ
多
年
に
わ
た
り
交

通
安
全
活
動
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
そ
の
功
績
は
ま
こ
と
に
多
大
で
あ
り

ま
す
の
で
-
記
念
品
を
贈
り
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す

昭
和
四
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

山
梨
県
交
通
対
策
推
進
協
議
会
長

山

梨

県

知

事

田

辺

国

男

五、

南
部
運
転
者
会
連
合
会

こ
の
会
は
南
部
署
管
内
運
転
者
と
本
会
の
事
業
を
賛
助
す
る
者
を
も
っ
て
組
織
し
て

い
る
。
会
員
は
各
地
域
の
運
転
者
を
も
っ
て
会
員
と
し
、
会
を
構
成
し
て
い
る
。
本
町

に
お
い
て
は
左
の
通
り
設
立
さ
れ
て
い
る
。

イ

盛
岡
運
転
者
会

身
延
門
内
グ

身
延
門
外
グ

大
河
内

H
H

下

山

昭
和
二
十
六
年
十
月

昭
和
三
十
二
年
四
月

昭
和
三
十
二
年
四
月

昭
和
三
十
三
年
四
月

昭
和
三
十
七
年
四
月

ニノ、ロホ

// 

会
員
の
資
質
の
向
上
と
、
交
通
事
故
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
交
通
の
安
全
と
円

滑
を
図
る
を
目
的
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

イ

会
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
諸
事
業

交
通
安
全
の
た
め
の
指
導
訓
練

ロ
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ニニ ノ、

交
通
安
全
お
よ
び
事
故
防
止
に
関
す
る
奉
仕
活
動

交
通
安
全
対
策
の
調
査
研
究

交
通
道
徳
お
よ
び
交
通
安
全
思
想
の
普
及
活
動

ホ

南
部
交
通
安
全
協
会
身
延
支
部

こ
の
会
は
交
通
道
徳
の
向
上
と
、
交
通
事
故
の
防
止
に
つ
と
め
、
交
通
の
安
全
と
円

滑
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
昭
和
八
年
、
山
梨
県
交
通
安
全
協
会
南
部
支
部
と
し
て
発

足
し
、
昭
和
三
十
八
年
南
部
交
通
安
全
協
会
と
改
称
し
、
身
延
支
部
が
発
足
し
現
在
に

至
り
、
次
の
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

イ

交
通
道
徳
お
よ
び
交
通
安
全
思
想
の
普
及
宣
伝

交
通
安
全
に
関
す
る
諸
施
設
の
設
署
並
び
に
そ
の
維
持
改
善

交
通
安
全
対
策
の
調
査
研
究

交
通
功
労
者
お
よ
び
優
良
運
転
者
の
表
彰

交
通
従
業
員
の
指
導
教
育

そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

ニノ、ロヘホ

七

身
延
町
交
通
対
策
推
進
協
議
会

沿

革

自
動
車
の
急
激
な
増
加
と
共
に
交
通
事
故
も
激
増
し
て
お
り
、
尊
い
人
命
を
交
通
事

故
か
ら
守
る
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
二
十
二
日
に
、
県
議
会
よ
り
、

「
交
通
安
全
宣
言
に
関
す
る
意
見
書
」
が
出
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
九
月
二
十

七
日
に
、
「
交
通
安
全
県
」
を
宣
言
し
て
県
民
運
動
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

本
町
は
、
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
九
日
の
議
会
に
お
い
て
「
身
延
町
交
通
安
全
町

宣
言
」
を
決
議
し
、
こ
れ
ら
の
趣
旨
に
呼
応
し
て
同
年
七
月
十
八
日
身
延
町
交
通
対
策

推
進
協
議
会
が
設
立
さ
れ
た
。

協
議
会
の
主
な
る
事
業
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

九
二
七
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一
、
交
通
事
故
防
止
運
動
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

二
、
交
通
安
全
思
想
の
普
及
徹
底
と
交
通
道
徳
の
高
揚
に
関
す
る
こ
と

三
、
交
通
事
故
防
止
上
必
要
な
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

四
、
交
通
安
全
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

五
、
道
路
お
よ
び
交
通
環
境
の
整
備
改
善
に
関
す
る
こ
と

六
、
交
通
安
全
推
進
機
関
、
団
体
の
育
成
助
長
に
関
す
る
こ
と

七
、
被
害
者
救
済
対
策
の
確
立
に
関
す
る
こ
と

八
、
そ
の
他
こ
の
協
議
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
こ
と

役

員

構

成

会

長

副

会

長

常
任
委
員

監

事

顧

問

一
名
町
長

五
名
交
通
安
全
協
会
支
部
長
ハ
下
山

・
門
内

・
門
外

・
豊
岡

・
大
河
内
)

若
干
名

二
名
南
部
警
察
署
長

土
木
事
務
所
長

南
部
迎
合
運
転
者
会
長

身
延

南
部
交
通
安
全
協
会
長

委
員
及
び
役
員
の
任
期
は
二
年
、
年
一
固
定
期
総
会
を
開
催
、
常
任
委
員
会
は
必
要

に
応
じ
て
随
時
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

/¥ 

の

'也
，
且
』
・

そ

青
少
年
補
導
連
絡
協
議
会
、
森
林
防
犯
協
会
、
防
犯
隣
組
等
が
あ
り
、
警
察
行
政
に

協
力
し
活
発
に
活
動
し
て
い
る
。

九
二
八

第
二
章

j自

防

新
し
い
消
防
団
の
運
営
は
、
戦
後
町
村
自
治
の
基
本
に
立
脚
し
た
消
防
組
織
法
(
昭

和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
法
律
第
二
二
六
号
)
お
よ
び
消
防
法
(
昭
和
二
十
三
年

七
月
二
十
四
日
法
律
第
一
八
六
号
〉
が
制
定
公
布
さ
れ
、
明
治
以
来
長
い
間
警
察
の
指

揮
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
た
消
防
は
、
組
織
法
第
二
十
四
条
の
「
消
防
及
び
警
察
は
、

国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
の
た
め
に
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
の
条
文
を
残
し
て
警
察
か
ら
独
立
し
、
消
防
の
責
任
及
び
権
限
の
す
べ
て
が
市
町

村
に
委
譲
さ
れ
た
時
か
ら
始
ま
る
。

消
防
組
織
法
の
第
一
条
に
は
「
消
防
は
、
そ
の
施
設
及
び
人
員
を
活
用
し
て
、
国
民

の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
水
火
災
又
は
地
震
等
の

災
害
に
因
る
被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
任
務
と
す
る
」
と
消
防
の
目
的

及
び
任
務
が
明
示
さ
れ
、
更
に
同
法
第
六
条
に
「
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に

お
け
る
消
防
を
十
分
に
果
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
」
ま
た
同
法
第
七
条
に
「
市
町
村
の

消
防
は
、
条
例
に
従
い
、
市
町
村
長
が
こ
れ
を
管
理
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
又
同
法
第

八
条
に
「
市
町
村
の
消
防
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
市
町
村
が
こ
れ
を
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
消
防
の
維
持
管
理
運
営
の
全
責
任
は
、
当
該
市
町
村

が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
と
な
り
、
旧
来
の
古
い

し
き
た
り
や
伝
統
か
ら
脱
皮

し
、
近
代
消
防
へ
と
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

消
防
法
は
そ
の
第
一
条
に
「
こ
の
法
律
は
火
災
を
予
防
し、

警
戒
し
及
び
鎮
圧
し、

国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
火
災
ま
た
は
地
震

等
の
災
害
に
因
る
被
害
を
軽
減
し、

も
っ
て
安
寧
秩
序
を
保
持
し
、
社
会
公
共
の
福
祉

の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
あ
り
消
防
本
来
の
目
的
と
し
て
、
火
災

の
未
然
防
止
と
そ
の
鎮
圧
、
火
災
や
地
震
等
の
被
害
の
軽
減
を
そ
の
責
務
と
す
る
消
防

活
動
の
基
本
理
念
を
明
示
し
て
、
第
一
章
総
則
(
第
一
条
l
第
二
条
〉

、
第
二
章
火
災
の



予
防
(
第
三
条
|
第
九
条
〉
、
第
三
章
危
険
物
(
第
十
条
l
第
十
六
条
の
六
)
、
第
四
章
消

火
の
設
備
ハ
第
十
七
条
!
第
二
十
一
条
)
、
第
五
章
火
災
の
警
戒
ハ
第
二
十
二
条
l
第
二
十

三
条
)
、
第
六
章
消
火
の
活
動
(
第
二
十
四
条
l
第
三
十
条
〉

、
第
七
章
火
災
の
調
査
ハ
第

三
十
一
条
|
第
三
十
五
条
の
三
)
、
第
八
章
雑
則
ハ
第
三
十
六
条
l
第
三
十
七
条
〉

、
第
九
章

罰
則
(
第
三
十
八
条
l
第
四
十
六
条
)
、
付
則

ハ
第
四
十
七
条
l
第
四
十
八
条
)
の
九
章
四
十

八
カ
条
に
わ
た
り
消
防
活
動
の
基
本
的
活
動
事
項
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
消
防
組
織
法
と
消
防
法
及
び
水
防
法
(
昭
和
二
十
四
年
六
月
四
日
法
律
第
百
九
十
三

号
〉
の
い
わ
ゆ
る
消
防
三
法
制
定
公
布
に
よ
り
、
市
町
村
に
お
け
る
消
防
の
組
織
並
び

に
施
設
の
整
備
充
実
強
化
が
着
々
と
な
さ
れ
、
近
代
的
機
械
化
消
防
団
建
設
へ
と
た
く

ま
し
い
前
進
が
続
け
ら
れ
て
来
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
に
よ
る
敗
戦
の
痛
手
の
中
に
あ
っ
て
、
戦
後
い
ち
早
く
制

定
公
布
を
見
た
こ
の
消
防
三
法
に
よ
り
、
占
領
軍
治
下
に
お
け
る
唯
一
の
認
め
ら
れ
た

自
衛
団
体
と
し
て
の
消
防
団
の
活
動
は
、
戦
後
の
極
度
の
荒
廃
と
混
乱
し
た
世
相
の
中

で
、
一
糸
乱
れ
ぬ
統
制
を
堅
持
し
な
が
ら
地
域
住
民
の
安
寧
秩
序
を
守
り
、
水
火
災
の

て
い
し
ん

防
圧
に
身
を
も
っ
て
挺
身
し
、
祖
国
復
興
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
年
二
月
十
一
日
、
一
町
三
カ
村
合
併
に
よ
る
新
町
の
発
足
に
伴
い
、
各
種

同
体
の
統
一
に
率
先
し
て
団
の
再
編
成
を
行
な
い
、

「
身
延
町
消
防
団
」
と
し
て
近
代

的
自
治
消
防
の
建
設
に
努
力
し
、
機
械
器
具
の
整
備
充
実
に
、
規
律
訓
練
の
徹
底
強
化

に
、
消
火
防
犯
思
想
の
普
及
宣
伝
に
、
輝
や
か
し
い
成
果
を
お
さ
め
て
今
日
に
至
っ
た

の
で
あ
る
が
以
下
今
日
ま
で
本
町
消
防
の
発
達
と
沿
革
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と

と
す
る
。

第
二
草

消

防

第
一
節

沿

革

消

防

の

一、
消
防
三
法
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て

敗
戦
に
よ
る
極
度
の
荒
廃
と
混
乱
の
中
か
ら
新
し
い
日
本
の
再
建
が
始
ま
り
、
新
憲

法
の
施
行
に
伴
う
圏
内
諸
制
度
の
一
新
に
即
応
し
て
、
消
防
に
つ
い
て
も
法
律
的
に
飛

躍
的
な
改
正
が
行
な
わ
れ
、
自
治
消
防
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。

昭
和
二
十
二
年
五
月
・
勅
令
第
一
一
八

O
号
で
消
防
団
令
、
同
年
十
二
月
に
は
消
防

組
織
法
が
制
定
さ
れ
、
二
十
三
年
三
月
、
警
察
法
と
な
ら
ん
で
施
行
さ
れ
、
消
防
は
長

い
伝
統
か
ら
脱
却
し
て
警
察
か
ら
分
離
独
立
、
官
設
消
防
は
全
面
的
市
に
町
村
に
委
譲

さ
れ
、
根
本
的
な
大
改
革
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
毎
年
三
月
七

日
を
全
国
一
斉
に
消
防
記
念
日
と
定
め
、
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
、
大
々
的
に
記
念

行
事
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

昭
和
二
十
三
年
七
月
に
は
消
防
法
が
成
立
、
八
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
従
来
の
消
火
一
点
張
り
の
消
防
行
政
機
関
と
し
て
予
防
、
警
戒
等
の
措
置
は
も
ち

ろ
ん
、
火
災
現
場
に
お
け
る
執
行
権
、
火
災
調
査
権
な
ど
を
付
与
さ
れ
、
消
防
組
織
法

と
と
も
に
、
消
防
の
二
大
法
典
と
し
て
、
組
織
・
運
営
・
活
動
面
が
法
律
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
、
そ
の
面
白
を
一
新
、
新
し
い
時
代
に
即
応
す
る
消
防
と
し
て
発
展
の
道
が
聞

か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

新
消
防
制
度
の
確
立
に
よ
り
、
県
に
お
い
て
も
そ
の
事
務
一
切
を
警
察
部
よ
り
総
務

部
に
引
き
継
ぎ
、
警
察
署
で
担
任
し
て
い
た
事
項
は
地
方
事
務
所
に
お
い
て
行
な
う
こ

と
と
し
た
が
、
県
は
あ
く
ま
で
も
助
長
行
政
的
な
面
の
指
導
を
行
な
う
の
み
で
あ
っ

て
、
消
防
の
組
織
並
び
に
施
設
の
整
備
充
実
強
化
は
す
べ
て
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
に

委
ね
ら
れ
た
。

当
時
の
旧
身
延

・
豊
岡

・
大
河
内

・
下
山
等
の
町
村
に
お
い
て
は
、
消
防
の
画
期
的

九
二
九



第
十
編

治

安

と

消

防

な
制
度
の
改
革
に
伴
い
、
い
ち
早
く
消
防
団
条
例

・
消

防

団

規

則

・
消
防
委
員
会
規

程

・
火
災
予
防
条
例
、
等
々
の
制
定
を
行
な
い
、
着
々
と
し
て
行
政
面
に
お
け
る
整
備

を
充
実
し
、
自
治
体
消
防
の
発
達
を
図
っ
て
き
た
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
、
消
防
施
設
強
化
促
進
法
(
法
律
第
八
十
七
号
)
が
制
定
さ
れ
、

そ
の
第
一
条
に
「
こ
の
法
律
は
、
市
町
村
の
消
防
の
用
に
供
す
る
施
設
の
強
化
を
促
進

し、

も
っ
て
社
会
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
」
と
あ
り
、
消
防
施
設
の
強
化
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
財
政
的
困
難
を
補
う
た
め

に
、
消
防
施
設
の
整
備

・
機
械
器
具
の
購
入
等
に
つ
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
国
が

補
助
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
た
め
地
方
町
村
に
お
い
て
も
消
防
の
機
械
器
具
の
整

備
、
防
火
施
設
の
設
置
等
が
急
速
に
行
な
わ
れ
、
本
町
に
お
い
て
も
消
防
団
員
の
涙
ぐ

ま

ま
し
い
努
カ
と
相
倹
っ
て
、
消
防
の
整
備
充
実
強
化
を
行
な
い
、
急
速
に
近
代
化
消
防

へ
と
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

一一、
身
延
町
消
防
団
条
例
と
そ
の
内
容

昭
和
三
十
年
二
月
十
一
日
、
旧
身
延

・
旧
豊
岡
・

旧
大
河
内

・
旧
下
山
の
一
町
三
カ

村
を
合
併
し
て
身
延
町
と
し
て
発
足
し
た
本
町
は
、
長
い
歴
史
と
伝
統
を
も
っ
四
カ
村

消
防
団
の
物
心
両
面
に
わ
た
る
完
全
な
る
統
一
を
は
か
る
た
め
に
、
消
防
組
織
法
と
消

防
法
と
に
準
拠
し
た
関
係
条
例

・
規
則
を
制
定
公
布
し
、
本
町
消
防
団
の
指
揮
系
統
の

確
立
を
は
か
っ
た
。

次
に
本
町
消
防
団
条
例
の
主
な
る
条
文
を
抜
粋
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

身
延
町
消
防
団
条
例

ハ
身
延
町
条
例
第
二
六
号
)

第
一
条
(
通
則
U

消
防
団

5
ハ
以
下
「
団
員
」
と
い
う
〉
の
定
員

・
任
免

・
給
与

・
服
務
に

つ
い
て
は
こ
の
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
(
定
員
)
団
員
の
定
数
は
七
四

O
人
と
す
る
。

第
三
条
(
任
命
〉
消
防
団
長
及
び
副
団
長
(
以
下
団
長
お
よ
び
副
団
長
と
い
う
)
は
消
防
団

の
推
薦
に
基
き
町
長
が
、
そ
の
他
の
団
員
は
長
が
次
の
各
号
の
資
格
を
有
す
る
者
の
中
よ
り

町
長
の
承
認
を
得
て
こ
れ
を
任
命
す
る
。

九
三
O

一
、
木
町
に
居
住
す
る
志
操
堅
問
、
身
体
強
健
の
男
子
で
あ
っ
て
年
齢
十
八
年
以
上
四
十
五
年

未
満
で
あ
る
こ
と
。

但
し
団
長

・
副
団
長

・
正
副
分
団
長
等
に
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
時
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
、
団
長
の
場
合
は
志
操
堅
固

・
身
体
強
健
で
あ
っ
て
団
長
た
る
に
足
る
も
の
と
し
て
消
防
団

よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
で
あ
る
事
。

第
七
条
(
服
務
規
律
〉
団
員
は
団
長
の
召
集
に
よ
っ
て
出
動
し
、
服
務
す
る
も
の
と
す
る
。

召
集
を
う
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
水
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
発
生
を
知
っ
た
時
は
、
予

め
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
直
に
出
動
し
、
服
務
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
動
し
た
団
員
が
解
散
す
る
場
合
は
人
員
及
び
器
械
器
具
に
つ
き
団
長
の
点
検
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
団
員
は
予
め
定
め
ら
れ
た
権
限
を
有
す
る
消
防
機
関
以
外
の
他
の
行
政
機
関
の
命
令

に
服
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
(
給
与
)
団
員
に
は
次
の
手
当
を
支
給
す
る
。

出
動
手
当
、
一
回
一

O
O円
(
現
場
に
お
い
て
事
務
に
従
事
し
た
者
に
支
給
す
る
)

技
術
手
当
、
月
額
五

O
円
被
服
手
当
年
額
二

O
O円
そ
の
他
臨
時
必
要
と
認
め
た
も

の
二
、
前
項
の
手
当
の
給
与
額
は
右
の
基
準
に
よ
り
毎
年
予
算
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
三
条
消
防
組
織
法
第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
基
く
、
消
防
団
員
の
公
務
災
害
補
償
は
山

梨
県
町
村
消
防
団
員
公
務
災
害
補
償
組
合
に
加
入
し
、
山
梨
県
消
防
団
員
公
務
災
害
補
償
条

例
に
定
め
る
補
償
を
以
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

以
上
通
則

・
定
数

・
任
命

・
退
職

・
懲
戒

・
服
務
規
律

・
給
与
等
第
十
三
条
、
付
則

二
条
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
全
文
十
五
条
に
及
ん
で
い
る
、

次
に
本
町
消
防
団
規
則
の
主
な
る
条
文
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

身
延
町
消
防
団
規
則
(
身
延
町
規
則
第
二
号
)

ハ
団
の
設
置
〉

第
二
条
消
防
団
に
団
長

・
副
団
長

・
正
副
分
団
長

・
部
長

・
副
部
長
及
び
そ
の
他
の
団
員
を

置
く
。
団
長
は
団
の
業
務
を
統
轄
し
、
団
員
を
指
揮
し
て
法
令

・
条
例
及
び
規
則
の
定
め
る

職
務
を
遂
行
し
町
長
に
対
し
そ
の
責
に
任
ず
る
。

正
副
分
団
長
・
部
長
及
び
副
部
長
等
の
役
員
は
団
員
の
中
か
ら
団
長
が
こ
れ
を
命
免
す
る
。

第
三
条
団
長
事
故
あ
る
と
き
は
副
団
長
が
、
団
長
及
び
副
同
長
と
も
事
故
あ
る
と
き
は
団
長



の
定
め
る
順
序
に
従
い
分
団
長
又
は
副
分
団
長
が
団
長
の
職
務
を
行
な
う
。
但
し
こ
の
場

合
、
団
長
が
死
亡
、
罷
免
退
職
叉
は
身
心
の
故
障
に
よ
っ

て
そ
の
職
務
を
行
な
う
こ
と
の
で

き
な
い
場
合
を
除
い
て
は
正
副
分
団
長

・
部
長
及
び
副
部
長
の
命
免
を
行
な
う
こ
と
は
で
き

h
l
k

、。

4
J吋

1
V

第
四
条
団
長

・
副
団
長
・
正
副
分
団
長
の
任
期
は
二
カ
年
と
し
、
部
長
副
部
長
の
任
期
は
一

カ
年
と
す
。
但
し
重
任
は
妨
げ
な
い
。

(
消
火
及
び
水
防
等
の
活
動
)

第
十
条
水
害
そ
の
他
の
災
害
に
現
場
に
到
着
し
た
消
防
団
は
設
備
、
機
械
、

器
具
及
び
資
材

を
最
高
に
活
用
し
て
生
命
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
当
り
損
害
を
最
少
限
度
に
止
め
て
、
水

火
災
の
防
禦
お
よ
び
鎮
圧
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
消
防
団
が
水
火
災
そ
の
他
の
災
害
現
場
に
出
動
し
た
場
合
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を

遵
守
し
、
又
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
消
防
団
長
指
揮
の
下
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
消
防
団
長
は
町
長
所
轄
の
下
に

行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

し

二
、
消
防
作
業
は
真
撃
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
放
水
口
数
は
最
大
限
度
に
消
火
作
業
の
効
果
を
収
め
る
と
と
も
に
、
火
災
の
損
害
を
最
少

限
度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
分
団
は
相
互
に
連
絡
協
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
服
務
中
に
功
を
争
い
又
は
持
ち
場
を
離
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

水
火
災
そ
の
他
の
災
害
場
に
お
い
て
死
体
を
発
見
し
た
と
き
は
、
責
任
者
は
町
長

に
速
か
に
報
告
す
る
と
と
も
に
警
察
職
員
又
は
検
屍
員
が
到
着
す
る
ま
で
そ
の
現
場
を
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

(別
表
)

大 豊 身 下

河
岡 延 止I

内 団

分 分 分 分
名

団 団 団 団

根中小船原田
延身 下山

梅平 粟倉
区

野門

波木井

大字/ー、、

城大
域

大島帯金
相又
大野

金大
子清

棒草旦
子光沢

丸滝
横

備

考

第
二
章

消

防

ハ
教
養
及
び
訓
練
〉

や

第
十
六
条
団
長
は
団
員
の
品
位
の
陶
冶
及
び
実
地
に
役
立
つ
技
能
の
錬
磨
に
努
め
定
期
的
に

こ
れ
が
訓
練
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
別
表
に
よ
る
各
分
団
の
区
域
は
次
表
の
通
り
。
(
前
掲
)

下

山

分

団

ハ
一
部
)
下
山

(
二
部
)
下
山

(
三
部
〉
粟
倉

身

延

分

団

(
一
部
)
身
延
(
二
部
)
波
木
井
ハ
三
部
〉
身
延
(
四
部
)
大
野
(
五
部
)
梅
平

豊

岡

分

団

(
一
部
)
清
子
(
二
部
)
横
根
中

・
光
子
沢
(
三
部
)
相
又
(
四
部
)
小
田
船
原

(五
部
)

門
野

・
大
城

大

河

内

分

団

(
一
部
)
上
八
木
沢

・
下
八
木
沢

(
二
部
)
帯
金
(
三
部
)
大
岱
て
棒
草
里

・
大
崩

・
塩
之

沢

(
四
部
)
角
打
(
五
部
)
和
之
田

・
樋
上
(
六
部
〉
大
島
(
七
部
)
丸
滝

旧

一
町
三
カ
村
の
消
防
団
を
そ
れ
ぞ
れ
四
箇
分
団
と
し
、
そ
の
責
任
区
域
を
別
表
に

定
め
、
以
下
回
の
設
置

・
宣
誓

・
水
火
災
そ
の
他
の
災
害
出
動

・
消
火
及
び
水
防
等
の

活
動

・
文
書
簿
冊

・
設
備
資
材

・
教
養
及
び
訓
練

・
表
彰

・
制
服
等
全
文
二
十
三
条
に

わ
た
り
、
消
防
団
員
の
火
災
及
び
水
防
等
の
活
動
の
基
本
的
事
項
を
定
め
て
あ
る
。

か
く
し
て
町
村
合
併
と
相
呼
応
し
て
新
発
足
し
た
身
延
町
消
防
団
は
、
町
村
自
治
の

基
本
線
に
そ
っ
て
自
治
消
防
の
態
勢
を
確
立
、
近
代
的
消
防
団
と
し
て
ま
す
ま
す
そ
の

組
織
を
強
め
、
消
防
本
来
の
防
火
・
防
災
の
業
務
に
挺
身
し
、
逐
年
発
展
し
て
き
た
の

で
あ
る
。

一一一、
消
防
委
員
会
制
度
に
つ

い
て

戦
時
下
警
防
団
令
(
昭
和
十
四
年
勅
令
第
二
十
号
〉
に
依
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
消
防

団
も
、
消
防
団
令
(
昭
和
二
十
二
年
四
月
勅
令
第
百
八
十
五
号
)
の
発
令
公
布
に
よ
り
、
防

空
等
の
任
務
が
除
か
れ
、
消
防
本
来
の
使
命
遂
行
の
た
め
、
幾
多
の
改
善
が
な
さ
れ
た

九
三一



第
十
編

治

安

と

消

防

の
で
あ
る
。
以
下
消
防
団
令
の
主
な
る
条
文
を
抜
粋
し
て
、
当
時
の
改
正
の
あ
と
を
回

顧
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

消

防

団

令

(
昭
和
二
十
二
年
四
月
三
十
日
勅
令
一
八
五
号
)
抜
粋

第
一
条
消
防
団
は
郷
土
愛
護
の
精
神
を
も
っ
て
社
会
の
災
厄
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

水
火
災
の
予
防
警
戒
及
び
防
圧
、
水
火
災
の
際
の
救
護
並
び
に
其
の
他
の
非
常
災
害
等
の
場

合
に
お
け
る
警
戒
及
び
救
護
に
従
事
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
消
防
団
は
消
防
団
員
を
以
っ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。
消
防
団
員
は
市
町
村
長
が
こ
れ

を
命
免
す
る
。
消
防
団
員
は
当
該
市
町
村
の
住
民
の
中
か
ら
消
防
委
員
会
の
推
薦
し
た
者
を

こ
れ
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
市
町
村
は
消
防
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
特
別
の
事
情
の
あ
る

市
町
村
に
お
い
て
は
条
令
で
其
の
区
域
を
分
け
て
各
区
域
に
つ
き
消
防
委
員
会
を
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
消
防
委
員
会
は
市
町
村
長
消
防
団
長
所
糖
消
防
署
長
及
び
所
轄
警
察
署
長

並
び
に
市
町
村
会
議
員
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
も
の
若
干
人
を
も
っ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。

消
防
委
員
会
は
消
防
団
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
関
係
行
政
庁
の
諮
問
が
あ
っ
た
と
き

は
こ
れ
に
意
見
を
答
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
防
委
員
は
前
項
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

行
政
庁
に
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
消
防
委
員
会
は
市
町
村
長
の
求
め
に
応
じ
こ
れ
に
消

防
団
員
た
る
べ
き
者
を
推
薦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
勅
令
に
定
め
る
も
の
の
外
消
防

委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
市
町
村
が
条
例
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
条
消
防
団
は
警
察
部
長
又
は
警
察
署
長
の
所
轄
の
下
に
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
消
防
団
は
瞥
察
部
長
又
は
件
察
署
長
の
命
令
が
あ
る
と
き
は
そ
の
区
域
外
に
お
い
て

も
第
一
条
の
業
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
旧
身
延
町
消
防
団
例
規
よ
り
、
以
下
略
)

全
文
二
十
条
に
わ
た
る
本
法
の
公
布
に
よ
り
、
従
来
の
警
防
団
令
は
廃
止
さ
れ
、
逐

次
自
治
消
防
へ
と
移
行
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

木
法
は
消
防
組
織
法
の
施
行
に
な
る
ま
で
の
団
令
で
あ
り
、
い
ま
だ
全
く
旧
来
の
官

治
統
制
か
ら
脱
却
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
法
第
九
条
第
十
条
を
見
れ
ば

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
本
法
施
行
に
よ
り
各
市
町
村
は
第
八
条
に
よ
り
、
消
防
委
員
会
を
設
置
し、

戦
争
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
受
け
た
消
防
団
の
組
織
再
編
成
、
機
械
器
具
等
の
内
容
整
備

九
三
二

に
乗
り
出
し
、
消
防
本
来
の
意
気
と
誇
り
の
伝
統
を
身
に
つ
け
た
優
秀
な
幾
多
の
先
輩

の
努
力
に
よ
っ
て
、
着
々
と
そ
の
充
実
強
化
が
図
ら
れ
た
。

昭
和
三
十
年
度

(
町
村
合
併
時
)

大
河
内
消
防
団
指
揮
系
統
一
覧
表

団

長
〈
一
名
)

警
察
官
(
二
名
〉

学
識
者
(
二
名
〉

村
会
議
員
(
五
名
〉

七 六五四三二一
部部部部部部部

(=一
十
名
)

(
三
十
名
)

(
三
十
名
〉

(
四
十
名
)

(四
十
名〉

(四
十
名
)

(
三
十
名
〉

注
(
第
四
条
に
よ
る
委
員
の
構
成
を
示
す
)

次
に
本
町
合
併
時
に
お
け
る
身
延
町
消
防
委
員
会
規
程
に
つ
い
て
主
な
る
条
文
を
抜

粋
す
る
こ
と
に
す
る
。

身
延
町
消
防
委
員
会
規
程

(
抜
粋
)

第
一
条
身
延
町
消
防
団
運
営
に
関
す
る
諮
問
機
関
と
し
て
身
延
町
消
防
委
員
会
を
置
く

第
二
条
委
員
会
は
左
に
掲
げ
る
事
件
に
つ
き
調
査
審
議
す
る
。

一
、
身
延
町
消
防
団
規
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
設
備
資
材
に
関
す
る
事
項

二
、
身
延
町
消
防
団
規
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
表
彰
に
関
す
る
事
項

三
、
身
延
町
消
防
団
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
懲
戒
に
関
す
る
事
項

第
三
条
委
員
会
は
十
人
を
以
っ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。

第
四
条
委
員
会
は
左
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
町
長
が
委
帰
す
る
。

一
、
町

会

議

員

五

人



一
、
学
識
経
験
者
五
人

前
項
の
規
程
に
よ
る
委
員
の
う
ち
町
議
会
議
員
に
つ
い
て
は
議
会
の
議
決
で
こ
れ
を
指
名

し
、
学
識
経
験
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
町
長
が
委
嘱
す
る
。

以
上
全
文
九
条
に
わ
た
っ
て
規
程
し
て
あ
る
が
、
町
村
合
併
に
と
も
な
う
消
防
団
の

統
合
等
に
依
り
、
ま
た
消
防
組
織
法
・
消
防
法
等
の
新
法
の
趣
旨
徹
底
に
よ
り
、
消
防

委
員
会
の
活
動
並
び
に
そ
の
機
能
が
充
分
発
揮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
廃
止
さ
れ
た
。

合
併
時
に
お
け
る
大
河
内
村
消
防
団
指
揮
統
一
覧
表
を
前
頁
に
掲
げ
た
の
で
参
考
と

さ
れ
た
い
。

四

本
町
消
防
の
沿
革

(
一
)
明

ごム
t口

以

目U

旧
幕
時
代
、
定
火
消
、
大
名
火
消
及
び
町
火
消
が
あ
り
、
定
火
消
は
慶
安
三
年
(
一

六
五

O
〉
徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
と
き
、
四
千
石
以
下
の
旗
本
を
頭
と
し
て
置
か
れ
た

の
が
、
官
設
消
防
の
始
め
と
さ
れ
て
い
る
。
大
名
火
消
は
享
保
年
間
の
創
始
で
、
大
手

方
・
桜
田
方
・
上
野
寛
永
寺
等
の
要
所
を
譜
代
大
名
が
受
持
ち
、
外
様
大
名
は
そ
れ
ぞ

れ
の
落
邸
に
こ
れ
を
置
き
、
火
災
発
生
時
に
備
え
た
。
享
保
三
年
(
一
七
一
八
〉
い

ろ
は
四
七
組
の
町
火
消
が
創
設
さ
れ
、
江
戸
八
百
八
町
の
消
火
活
動
を
行
な
っ
た
の

が
、
我
が
国
自
治
消
防
の
始
ま
り
で
あ
り
、
威
勢
の
よ
い
ハ
ッ
ピ
姿
に
象
徴
さ
れ
て
い

る。
本
県
の
消
防
は
今
よ
り
三
百
九
年
前
の
万
治
三
年
(
一
六
六

O
)
甲
府
町
火
消
制
度

の
設
定
を
発
祥
と
す
る
が
、
当
地
方
に
は
確
た
る
組
織
的
な
も
の
は
な
く
、
わ
ず
か
に

各
部
落
に
自
衛
的
な
も
の
が
あ
っ
た
に
過
、
ぎ
な
か
っ
た
。

つ
己
明

時

代

治

明
治
維
新
に
よ
る
庶
政
の
一
新
は
、
近
代
日
本
の
繁
明
と
な
り
、
消
防
も
定
火
消
、

大
名
火
消
を
廃
し
て
、
町
火
消
の
自
治
消
防
組
織
だ
け
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治

第
二
章

消

防

五
年
(
一
八
七
二
)
江
戸
の
華
と
う
た
わ
れ
た
町
火
消
の
い
ろ
は
組
を
廃
し
、
消
防
業

務
を
司
法
省
幹
回
保
局
に
属
せ
し
め
、
同
七
年
警
視
庁
の
創
設
に
際
し
消
防
事
務
一
切
を

管
理
さ
せ
、
以
来
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
消
防
組
織
法
が
制
定
公
布
さ
れ
る
ま
で
、
消

防
は
警
察
の
指
揮
監
督
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

本
県
に
お
い
て
は
明
治
十
一
年
三
月
県
令
藤
村
紫
朗
に
よ
り

「
消
防
組
規
則
」
が
制

定
公
布
さ
れ
、
消
防
組
近
代
化
へ
の
第
一
歩
が
ふ
み
出
さ
れ
、
次
い
で
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
二
月
十
日
勅
令
第
十
五
号
に
依
る
消
防
規
則
の
公
布
に
よ
り
、
甲
府
市

は
じ
め
十
九
カ
村
の
消
防
組
が
認
定
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
県
最
初
の
法
的
地
位
を

持
っ
た
公
設
消
防
で
あ
り
、
自
主
的
な
火
消
の
制
度
か
ら
法
的
な
裏
付
け
を
伴
う
指
揮

命
令
系
統
を
持
っ
た
消
防
の
組
織
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
消
防
の
技

術
も
次
第
に
発
達
し
、
破
壊
消
防
か
ら
冷
却
消
防
へ
と
、
近
代
的
消
火
技
術
が
漸
次
普

及
し
て
行
っ
た
。

明
治
二
十
八
年
(
一
八
九
五
)
に
は
十
二
カ
村
、
二
十
九
年
に
は
三
カ
村
、
三
十
九

年
に
二

O
カ
村
、
四
十
年
に
は
二

一カ
村
と
年
々
増
加
し
、
明
治
凶
十
五
年
(
一
九
一

一
一
)
に
は
一
一
一
ニ
組
の
消
防
組
が
設
立
さ
れ
、
消
防
組
の
充
実
強
化
が
促
進
さ
れ
、
明

治
後
半
に
お
け
る
本
県
消
防
の
飛
躍
的
発
展
の
あ
と
を
窺
う
事
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

本
町
に
お
い
て
も
明
治
二
十
七
年
(
一
九

O
一
)
前
記
の
よ
う
に
勅
令
を
も
っ
て
消

防
規
則
が
発
布
さ
れ

る
や
、
旧
大
河
内
村

で
は
い
ち
早
く
公
設

消
防
の
設
置
に
の
り

出
し
、
明
治
三
十
九

年
三
月
の
村
議
会
議

事
録
に
は
消
防
組
設

置
を
議
決
し
こ
れ
を

六
部
に
分
ち
組
長
を

選
任
す
べ
き
事
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
腕

身延村第三部の竜吐水

九
三
三



第
十
編

治

安

と

消

防

用
ポ

ン
プ
等
も
大
河
内
消
防
組
第
二
部
〈
現
帯
金
部
落
)
で
は
明
.治

四
十
年
ハ
一
九

O

七
)
九
月
、
第
五
部
(
現
和
田
部
落
)
で
は
明
治
四
十
二
年
第
一
部
(
上
下
八
木
沢
部
落
)

で
も
明
治
四
十
三
年
そ
れ
ぞ
れ
購
入
し
て
お
り
、
急
速
に
冷
却
消
防
へ
と
機
械
器
具
の

整
備
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
又
旧
身
延
村
の
第
三
部
(
現
清
住
町
、
塩
沢
部
落
)
に
は
旧

幕
時
代
火
消
用
具
の
最
上
の
も
の
と
さ
れ
て
最
も
活
用
さ
れ
た

-4忠
利
」
(
天
明
の

こ
ろ
西
欧
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
田
畑
の
濯
甑
に
広
く
利
用
さ
れ
、
文
化
、
文
政
の
こ

ろ
よ
り
火
消
の
常
備
す
る
最
上
の
も
の
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
今
日
の
手
押
ポ
ン
プ
の

先
祖
で
あ
る
。
)
が
明
治
四
十
一
年
(
一
九

O
八
)
十
一
月
購
入
と
あ
り
、
明
治
四
十

二
年
一
月
に
は
大
野
消
防
組
創
立
の
規
約
等
が
あ
り
、
こ
の
年
代
に
相
前
後
し
て
消
防

組
の
組
織
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

旧
豊
岡
村
に
お
い
て
は
そ
の
沿
革
史
を
見
る
に
「
豊
岡
村
警
防
団
ハ
想
フ
ニ
菅
若
衆

組
ナ
ル
各
称
ノ
モ
ト
ニ
自
治
体
ノ
火
災
水
難
ノ
衝
一
一
当
リ
之
ガ
防
止
一
一
努
メ
シ
ガ
明
治

二
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
号
ニ
拠
リ
器
具
ヲ
設
備
セ
ル
私
設
消
防
組
-
一
始
リ
令
三
十

五
年
五
月
県
令
第
二
十
一
号
消
防
組
規
則
-
一
基
キ
之
ガ
設
備
の
完
成
ヲ
期
シ
云
云
」
と

あ
り
、
豊
岡
分
団
第
三
部
(
相
又
部
落
)
に
明
治
四
十
三
年
購
入
の
腕
用
ポ
ン
プ
一
台

が
現
存
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
明
治
後
半
に
お
け
る
木
県
消
防
の
飛
躍
的
発
展
と
公

設
消
防
組
の
設
置
勧
奨
の
機
運
に
即
応
し
て
、
各
旧
村
と
も
着
々
と
し
て
近
代
消
防
へ

の
組
織
編
成
を
行
な
い
自
衛
的
火
消
組
か
ら
指
揮
命
令
系
統
を
確
立
し
、
内
容
の
整
備

充
実
、
機
材
器
具
の
設
備
等
に
鋭
意
そ
の
努
力
を
結
集
し
な
が
ら
、
破
壊
消
防
か
ら
冷

却
消
防
へ
と
消
防
近
代
化
へ
の
発
展
に
多
大
の
熱
意
を
傾
注
し
た
事
が
立
証
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

き
ょ
う
あ
い

当
時
の
峡
南
地
方
は
狭
隆
な
山
間
に
小
部
落
が
点
在
し、

産
業
も
少
な
く
交
通
機
関

は
わ
ず
か
に
富
士
川
の
水
運
に
頼
る
の
み
の
寒
村
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
改

元
以
来
の
隆
々
た
る
国
運
の
隆
昌
と
文
明
開
化
の
時
運
を
敏
感
に
反
応
し
、
時
勢
の
進

展
に
遅
れ
る
事
な
く
、
県
下
で
も
い
ち
早
く
消
防
近
代
化
へ
の
道
を
開
い
た
の
は
特
筆

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

九
三
四

(
三
)
大
正

・
昭
和
お
よ
び
戦
時
体
制
下
の
消
防

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
「
消
防
山
梨
」
の
声
価
を
高
ら
し
め
た
本
県
消
防
の
黄

金
時
代
、
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
上
述
の
幾
多
先
輩
が
熱
情
を
傾
け
て
消
防
近

代
化
へ
の
道
を
聞
い
た
豊
か
な
精
神
的
土
壌
の
上
に
、
自
治
消
防
の
基
本
理
念
を
開
花

さ
せ
た
本
県
消
防
の
輝
や
か
し
い
成
果
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、

し
ゅ
ん
叫
叫
ん

本
県
の
地
勢
峻
険
で
あ
っ
て
季
節
風
強
く
、

一
度
火
災
発
生
す
る
や
常
に
大
火
災
を
誘

発
し、

ま
た
富
士
川
の
激
流
は
毎
年
に
大
洪
水
を
も
た
ら
し
、
峡
南
地
方
の
山
間
僻
地

に
点
在
す
る
部
落
住
民
は
絶
え
ず
水
火
災
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
風
土
の
特
殊
性
か
ら
も
、
郷
土
愛
護
の
た
め
に
は
水
火
も
辞
せ
な
い
勇
猛

心
と
旺
盛
な
犠
牲
的
精
神
と
が
自
然
の
中
に
育
ま
れ
て
来
た
結
果
と
も
言
え
る
。

更
に
消
防
組
は
地
域
住
民
の
安
寧
秩
序
と
生
命
身
体
財
産
を
災
害
か
ら
防
衛
す
る
一

方、

地
方
自
治
体
の
中
堅
団
体
と
し
て
町
村
自
治
の
振
興
に
大
き
く
寄
与
し、

統
制
あ

る
団
体
と
し
て
そ
の
存
在
を
確
固
不
動
の
も
の
と
し
、
地
域
住
民
に
最
も
信
頼
さ
る
べ

き
団
体
と
し
て
の
印
象
を
強
く
位
置
づ
け
た
こ
と
も
、
消
防
発
展
の
大
き
な
原
動
力
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
又
消
防
の
神
様
と
し
て
全
国
に
そ
の
名
を
は
せ
た
偉
大
な
指
導
者

小
宮
山
清
三
(
中
臣
糖
郡
池
田
村
出
身
〉
に
よ
り
本
県
消
防
の
進
歩
、
改
善
、
発
達
が
促

進
さ
れ
、
逐
次
郡
部
に
消
防
の
整
備
強
化
が
図
ら
れ
、
消
防
山
梨
の
名
を
今
に
残
し
て

い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
消
防
組
の
内
容
は
次
第
に
強
化
さ
れ
、
大
正
四
年
(
一
九
一
五
〉

八
月
三
十
日
山
梨
県
令
第
三
十
五
号
山
梨
県
知
事
添
旧
敬
一
郎
の
名
に
よ
っ
て
、
消
防

組
規
則
施
行
細
則
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
細
則
は
第
一
章
通
則
に
よ
り
組
織
を
は
じ
め
機
械
器
具
及
び
ポ
ン
プ
置
場
、
備

付
簿
冊、

演
習
に
至
る
ま
で
二
十
五
条
に
よ
っ
て
規
定
し
、
第
二
章
命
令
及
び
服
務
は

全
文
九
条
に
よ
っ
て
規
定
、
第
三
章
信
号
は
二
カ
条
、
第
四
章
消
防
線
に
よ
っ
て
出
火

場
所
の
保
存
等
四
カ
条
を
規
定
、
第
五
章
給
与
は
五
カ
条
、
第
六
章
表
彰
及
び
懲
戒
は

七
カ
条
に
規
定
、
全
条
五
十
二
条
に
わ
た
り
こ
ま
か
い
と
こ
ろ
ま
で
規
定
し
て
あ
り
、

当
時
の
本
県
消
防
の
全
貌
が
う
か
が
え
る
。
な
お
付
則
を
見
る
に
「
明
治
三
十
一
年
五



月
山
梨
県
令
ニ
十
一
号
消
防
組
規
則
施
行
細
則
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
本
令
施
行
前
一
一
設
ケ
タ

ル
消
防
組
ノ
機
械
器
具
及
被
服
等
ニ
シ
テ
本
則
一
一
適
合
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
大
正
六
年
十
二

月
三
十
一
日
迄
-
一
本
則
ニ
依
リ
改
定
ス
ベ
シ
但
シ
前
項
ノ
期
限
満
了
ニ
際
機
械
器
具
及

被
服
等
改
定
シ
難
キ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
具
シ
認
可
ヲ
受
ケ
従
来

ノ
モ
ノ
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
り
急
速
に
近
代
的
消
防
へ
の
内
容
の
整
備
強
化

と
機
械
器
具
の
充
実
、
指
揮
命
令
の
確
立
と
が
着
々
と
し
て
図
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
が

立
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
正
六
年
(
一
九
一
七
〉
に
は
県
下
消
防
組
の
統
一

指
導
機
関
の
設
立
の
機
運
が
高
ま
り
知
事
を
総
裁
、
警
察
部
長
を
会
長
と
し
て
正
式
に

山
梨
消
防
協
会
が
民
間
の
後
援
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
、
各
地
に
お
い
て
消
防
の
団
体

訓
練
等
を
指
導
し
活
発
な
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
日
小
宮
山
清
三
等
の
活

躍
に
よ
っ
て
全
国
的
統
一
機
関
で
あ
る
大
日
本
消
防
協
会
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ

可。。
か
く
て
大
正
年
間
に
入
り
、
旧
大
河
内
村
・
旧
下
山
村

・
旧
身
延
村
・

旧
豊
岡
村
の

消
防
組
も
次
第
に
そ
の
消
防
形
体
を
確
立
し
た。

昭
和
年
代
に
入
る
や
、
満
州
事
変
、
支
那
事
変
な
ど
相
次
ぐ
対
外
戦
争
の
進
展
に
伴

い
、
消
防
組
も
機
構

・
人
員

・
機
械
等
の
整
備
充
実
に
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
、
そ

の
活
動
は
単
に
消
火
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
奉
仕
に
、
水
防
施
設
の
強
化
に
、
水

利
や
道
路
整
備
に
ま
で
及
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
本
県
消
防
組
は
益
々
そ
の
内
容
形
式
を
充
実
し
、
昭
和
八
年
(
一

九
三
三
)
に
は
全
県
公
設
消
防
化
の
一
大
目
標
が
打
ち
出
さ
れ
、
昭
和
十
一
年
四
月
遂

に
こ
れ
を
完
了
、
山
梨
県
下
一
市
一
四
町
二
二
三
カ
村
全
部
に
公
設
消
防
組
を
設
置

し、

そ
の
数
二
三
八
組
、
組
員
三
六
、
四
八
六
に
達
し
、
後
援
団
体
も
青
年
後
援
隊
六

五
隊
、
隊
員
三
、
九
六
四
人
、
女
子
消
防
隊
一

九
隊
、
隊
員
七
七
三
人
と
な
り
、
名
実

と
も
に
本
県
消
防
の
黄
金
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
消
火
思
想
の
普
及
は
子
供
か
ら
家
庭
へ
の
合
言
葉
と
と
も
に
、
各
小
学
校
に
少

年
消
防
隊
を
組
織
、
二
七
五
隊
、
隊
員
二
万
三
、
四
九
一
人
に
達
す
る
盛
観
を
呈
し
た

と
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

こ
の
頃
よ
り
内
外
の
時
局
は
い
よ
い
よ
急
迫
を
告
げ
、
支
那
事
変
は
拡
大
の
一
途
を

第
二
章

消

防

辿
り
、
遂
に
昭
和
十
四
年
(
一
九
三
九
)
四
月
一
日
消
防
団
令
が
公
布
、
こ
こ
に
従
来

の
消
防
組
と
防
空
の
民
間
自
治
団
体
と
し
て
の
防
護
団
と
が
什
併
し
て
「
警
防
団
」
と

名
称
を
か
え
、
戦
時
国
策
遂
行
の
協
力
団
体
と
し
て
、
新
た
な
る
誕
生
を
見
た
の
で
あ

る。
昭
和
十
四
年
勅
令
第
二
十
号
を
持
っ
て
公
布
さ
れ
た
警
防
団
令
の
第
一
条
に
は
「
警

防
団
は
防
空
、
水

・火、

消
防
其
の
他
の
警
防
に
従
事
す
る
を
も
っ
て
そ
の
目
的
と
す

る
。
」
と
あ
り
、
支
那
事
変
の
拡
大
に
よ
る
内
外
の
情
勢
は
日
に
日
に
急
迫
を
告
げ
、

防
空
態
勢
の
強
化
が
要
求
さ
れ
、
戦
時
体
制
下
の
緊
迫
し
た
情
勢
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
二
月
、
従
来
の
各
婦
人
会
も
大
日
本
婦
人
会
と
し
て
統
合
さ
れ
、
好
む

と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
戦
時
体
制
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
行
っ

た
。

昭
和
十
七
年
五
月
十
日
に
は
大
日
本
警
防
協
会
総
裁
梨
本
宮
守
正
王
来
臨
の
も
と
、

県
下
全
警
防
団
員
を
甲
府
に
集
結
し
て
そ
の
威
力
を
示
し
た
こ
と
も
、
本
県
警
防
団
史

を
飾
る
一
ペ

ー
ジ
で
あ
る
。

こ
の
御
視
閲
に
団
員
を
引
率
し
て
参
加
し
た
本
町
関
係
者
は
、
大
河
内
村
警
防
団
長

鈴
木
音
次
郎
、
下
山
村
岡
山
内
椿
房
、
身
延
町
同
望
月
源
次
郎
、
立
岡
村
同
大
沢
幸
一
房

等
で
あ
っ
た
。

し
か
し
国
運
を
賭
し
て
戦
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
わ
が
国
に
未
曽
有
の
破
壊
と

混
乱
を
残
し
て
終
戦
と
な
り
、
こ
の
き
び
し
い
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
郷
土
の
安
寧
保
持

ま
ぬ

に
身
を
も
っ
て
挺
身
し
て
き
た
消
防
団
の
み
は
辛
く
も
解
体
を
免
が
れ
、
戦
後
い
ち
早

く
制
定
公
布
さ
れ
た
消
防
関
係
法
令
の
施
行
に
よ
り
、
消
防
団
は
長
い
官
治
統
制
か
ら

脱
し
て
警
察
か
ら
独
立
、
官
設
消
防
は
全
面
的
に
市
町
村
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
な

り、

こ
こ
に
全
く
消
防
本
来
の
業
務
に
専
念
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

思
え
ば
明
治
二
十
七
年
消
防
規
則
の
公
布
を
見
て
よ
り
七
十
三
年
間
、
長
い
伝
統
的

組
織
形
体
を
守
り
続
け
て
来
た
消
防
も
、
新
憲
法
の
施
行
に
伴
う
圏
内
諸
制
度
の
一
新

に
即
応
す
る
民
主
的
組
織
を
確
立
、
自
治
消
防
と
し
て
新
し
く
再
出
発
し、

地
方
自
治

体
の
発
展
と
と
も
に
地
域
社
会
の
中
核
的
団
体
と
し
て
一
般
住
民
の
付
託
に
こ
た
え
な

が
ら
、
消
防
近
代
化
へ
の
限
り
な
い
前
進
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

九
三
五



第
十
編

治

安

と

消

防

第
二
節

本
町
消
防
団
の
活
動

ー__.
、

各
地
区
消
防
団
の
活
動

(
一
)
旧
下
山
村
消
防
団
の
沿
革
と
そ
の
活
動

い
ん
し
ん

旧
下
山
村
は
往
時
下
山
千
軒
と
称
せ
ら
れ
、
甲
駿
街
道
の
中
で
最
も
股
娠
を
極
め
た

宿
場
で
あ
り
、
古
く
か
ら
下
山
氏
、
穴
山
氏
が
居
所
を
定
め
た
所
で
あ
り
、
火
消
制
度

も
そ
れ
な
り
に
自
衛
手
段
と
し
て
あ
る
程
度
組
織
立
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と

き
わ

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
立
証
す
る
記
録
な
く
、
極
め
て
近
代
に
至
る

下山小原島の水防倉庫

九
三
ア

ま
で
制
度
上
の
点
に
つ
い
て
は
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

明
治
以
降
に
な
っ
て
、
下
山
地
区
は
度
重
な
る
風
水
害
、
大
火
災
が
し
ば
し
ば
起

り
、
里
謡
に
も
「
下
山
焼
け
た
又
焼
け
た
。
二
一
度
目
に
や
、
役
場
も
焼
け
て
気
の
毒
」

と
あ
る
よ
う
に
、
火
災
の
多
い
地
区
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
事
は
他
地
区
の
よ

う
に
部
落
が
点
在
せ
ず
、
古
く
か
ら
河
内
路
の
重
要
拠
点
と
し
て
、
戦
略
的
に
又
経
済

的
に
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
こ
こ
に
一
大
集
落
を
形
成
し
、
人
家
が
密
集
し
て
い
た
こ

い
ん
し
ん

と
に
も
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
股
賑
さ
を
立
証
す
る
よ
す
が
で
も
あ
る
。

主
な
る
火
災
の
記
録
と
し
て
は
、
明
治
二
十
九
年
春
の
火
災
は
、
風
速
二

O
メ

l
ト

あ
お

ル
の
風
に
煽
ら
れ
て
忽
ち
全
村
に
燃
え
広
が
り
、
当
時
千
軒
と
祢
せ
ら
れ
た
部
落
も
一

じ
ん

朝
に
し
て
灰
燈
に
帰
し
、
焼
失
せ
る
家
屋
実
に
八
千
軒
に
達
す
と
あ
り
、
又
昭
和
十
八

年
三
月
十
八
日
、
大
工
町
に
発
生
し
た
火
災
は
、
こ
れ
又
風
速
二
0
メ
ー
ト

ル
の
強
風

で
忽
ち
竹
下
部
落
ま
で
猛
火
の
中
に
包
み
、
焼
失
家
屋
五

O
軒
に
達
す
る
大
災
害
を
引

き
起
し
て
い
る
。

下山分団の消防車

下山分団第二部可搬式ポンプ

下山・小原島の貯水池



た
ぴ
か
き

こ
う
む

こ
の
よ
う
な
度
重
な
る
大
災
害
を
被
り
な
が
ら
も
、
歴
代
の
消
防
関
係
者
は
た
ゆ
ま

ず
消
防
近
代
化
へ
の
努
力
を
傾
注
し
、
昭
和
三
十
年
の
身
延
町
合
併
当
時
に
お
い
て

は
、
防
火
用
水
等
の
施
設
は
他
の
地
区
に
ま
き
り
、
新
身
延
町
に
な
っ
て
も
ま
ず
最
初

に
水
道
を
設
置
し
、
消
火
栓
を
完
備
し
て
防
火
施
設
の
充
実
を
期
し
た
事
は
、
本
町
消

防
史
の
上
に
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
下
山
地
区
の
歴
史
的
背
景
の
中
で
き
び
し
い
幾
度
か
の
試
練
を
経
て
、
ま

す
ま
す
強
固
な
る
団
結
を
保
持
し
な
が
ら
消
防
組
の
使
命
遂
行
に
献
身
的
努
力
を
傾
注

し
て
来
た
結
果
、
優
秀
な
消
防
人
が
輩
出
し
て
い
る
。

次
表
に
旧
村
当
時
の
歴
代
団
長
の
氏
名
を
掲
出
す
る
。

旧
下
山
村
消
防
団
歴
代
組
頭
並
団
長

古近佐 望 111 深 望 1、墨"- 望 深 |佐|佐 望 土
氏

屋 野 内 沢 月 藤 沢 野
月
橋藤 月 月 町'
f色

慶 為 椿 英 考 忠、 堂 慶
次
守

土土「
名

保 雄 栄 房 雄 一 治 立広 良日 =Eと3 

1/ 11 11 ノY 11 11 ノY 11 昭
治四明 警官和

正大 正大 正

年四 九年 年八
年

四
年四 年二 年一年 年 年 年 年 年

11 11 11 11 11 11 11 11 11 昭
正大 正大

大

退任五j日F l 
和 正

年五 年四 年九 八年
-ノA¥A 四

年四 年五年 年 年 年 年 年 年

一
国語
蹴団一 消組防 備

一一
一、

五 四
よ

消防り
一
よ %; 
り

第
二
章

消

防

上 網 羽 望 石

平 野 賀 月 ) 11 

浅 正 竜 定

名
蔵 一 王 年 剛

11 11 11 11 11 

車年
。年 年九 年八 七£ド 五年 日
11 11 11 11 I! 

任年退月日
年。九年 年八 七壬ド

。情

る。一よ 考

(
二
)
旧
身
延
村
消
防
団
の
治
革
と
そ
の
活
動

感
謝
、秋

一身
淀
川
件
情
J
F
u
き

疫
学
三
一
す

zeホJ杯
一偽

名

ぷ
苧
ち
々
を
み
弐
持
者
争簿
作

紙
秋
γ
久
糸
川伶
'z
d
作
、
気
日
例
会
6
4

較
怒
り存

叫
れ
ま
み
が
え来
、一道
半
々

」

wF
沌
勺
ぶ
qwf
G

i
eF

4

・1、
禽

b
t

雪
ぞ
う
議

大野消防組に綬与された感謝状

(明治44年〉

大野消防組の古い腕用ポンプ

(紀州事官、JII家の寄贈による〉

九
三
七



第
十
編

治

安

と

消

防

旧
身
延
村
は
、
近
代
消
防
の
発
祥
に
つ
い
て
は
、
大
野
消
防
組
規
約
を
見
る
に
、
明

治
四
十
二
年
一
月
創
立
と
あ
り
、
お
お
む
ね
明
治
後
半
に
至
り
、
各
部
落
に
白
治
的
消

防
組
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

日 あて旺 そ身い岡し富りしはやの九 しのて藤布
、昭る感盛るの延殉常流土南 、直 、大日昭た組、田と大

戸和。慨な。名消職市さ川部身に身火、和。織身佐と正

数六 深る当を防者はれのに延応延災睦五 編延ーも四

八年 いを時残史と 、十激渡線 村発合年 成村郎に年} i l 援
Oー も回のしにな遂旗流る内 消生村四 が消に、八
O 月 の顧士て長りに手に際船出防す南月 確防よ組月
、ー が し 気いく 、尊片押 、よ動組る部十 立組つ頭

山
梨
県
メk
υ 
第

十
五
す

よ
る
ー「

誌消
防
組
規

施
行
細

Lー

の
h'-
A 殉職した片岡消防手の墓

人
口
四
、

部!受

九
三
八

片岡消防手の捧持した身延第一部旗

一
O
Oの
身
延
村
は
町
制
を
施
行
し、

消
防
は
身
延
町
消
防
組
と
改
称
、
こ

え
て
同
年
八
月
十
五
日
、
時
の
町
長
深
沢
豊
治
に
よ
り
、
消
防
組
組
織
変
更
の
件
が
提

案
議
決
さ
れ
、
定
員
削
減
に
よ
る
合
理
的
な
消
防
組
の
運
営
を
計
っ
た
事
は
特
筆
に
値

す
る
。そ
の
理
由
と
し
て
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
、
消
防
組
規
則
施
行
細
則
改
正
ニ
依
り
副
組
頭
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
付
之
ヲ
増
員
ス
ル
コ

'
p
e

。

二
、
当
町

ハ
壮
年
者
ノ
出
稼
多
ク
為
メ
ニ
常
時
定
員
ヲ
満
シ
置
ク
コ
ト
ヲ
不
可
能
-
一
付
真
-
一
勤

務
シ
得
ル
実
人
員
一
一
組
員
ヲ
滅
ジ
実
績
ヲ
挙
ケ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
。

こ
の
改
正
に
よ
る
組
織
人
員
は
左
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

コυ



定
員
変
更
消
防
組
組
織
表

身延消防組 消防組名

五部第 部第四
第 第 第 本

計
部 部

名部
部 剖l

一

一 一
頭組

一

』組副互一

定

五 一 一 一 一 一
部長

一
頭四 五 四 四 四 七

三消防三
-ノL¥- -/JL¥ a 

五 九
五 ，じ 四 一

員

九 ーノf，¥ー・
七五 九九

言十
-;:、4、・ 七 九 一

梅干大字 大美野 新宿延大字身
大r十4円，

宿詰ク延塩大沢

設

木井波
置

ノ

塩沢内
区

域. 新

昭
和
十
三
年
(
一
九
三
八
)
二
月
十
六
日
、
米
国
フ
ォ

ー
ド
会
社
製
エ
ン
ジ
ン
を
持

つ
手
引
動
力
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
を
第
二
部
(
波
木
井
)
に
お
い
て
購
入
、

そ
の
能
力
は

「
吸
水
高
一
二
択
、
ポ
ン
プ
圧
力
二
一
八
ポ
ン
ド
の
時
に
お
い
て
放
水
量
毎
分
約
一
一

石
、
ポ
ン
プ
型
式
タ
ー
ビ
ン
式
」
と
あ
り
、
当

時

V
八
と
称
し
て
そ
の
威
力
を
大
い
に

誇
っ
て
い
る
。

昭
和
十
四
年
(
一
九
三
九
)
三
月
二
十
九
日
、
時

の

町

長

望

月

是

本

は

警

防

団

令

(
勅
令
第
二

O
号
〉
の
公
布
に
よ
り
、
消
防
組
を
警
防
団
に
改
組
す
る
た
め
の
諮
問
を
町

会
に
提
出
し
警
防
団
へ
の
改
組
設
置
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
左
記
の
通
り
で

あ
る
。
諮

第

一

号

身

延

町

会

警
防
団
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
身
延
警
防
団
ヲ
左
記
ノ
通
リ
設
置
・
申
請
シ
タ
ル
ニ
対
シ
本
県
知
事

ヨ
リ
其
ノ
会
ノ
意
見
ヲ
諮
問
セ
ラ
レ
タ
リ

仇
テ
其
ノ
会
ノ
意
見
ヲ
諮
フ

昭
和
十
四
年
三
月
二
十
九
日

身
延
町
会
議
長

身

延

町

長

望

是

本

月

一
、
組
織
及
定
員

第
二
章

消

防

身延警防団 警防団名

第ノ部、第五部 第部四
第 第 第 本 部

計
部 部 部 部 名

一 一
長団

長副団 定

一 一

-JJL¥ 4・一 一 一 一 一 一
部長

部長副
-ノf，¥・

五 八 四 四 l¥ 八
長班

一一

五。一 四 五。七 員1:11 Fl 
五 九 一一一一。。。九四 九四 。l¥ 計

八

支壁

11 // ノY // 

方身延町 設

梅平 大野 新宿塩沢
木井波

置

区
円

域円 円 円 円

一
、
給

与

一
、
予

算

一
、
設
備
資
材

ー
、
団

員

名

簿

2
、
水

利

調

査

簿

3
、
給

与

受

払

簿

4
、
貸

与

品

台

帳

5
、
日
誌
及
沿
革
誌

6
、
消
防
用
機
械
器
具

(
略
)

(
略
)

一
冊
六
冊
(
各
部
一
冊
宛
)

一
冊
六
冊
(
各
部
一
冊
宛
)

一
冊
手
税
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
五
台
、
腕
用
ポ
ン
プ
七
台
、
水
道
用
ホ
ー

ス
約
三
百
七
十
問
、
ポ
ン
プ
及
其
ノ
他
付
属
機
械
器
具
置
用
小
屋

十
一
棟
、
非
常
用
水
貯
水
池
十
二
か
所
其
ノ
他
ポ
ン
プ
付
属
品
一

切

7
、
警
報
伝
達
用
機
械
器
具
動
力
用
サ
イ
レ
ン
二
筒
、
火
見
櫓
鉄
製
五
箇
、
木
製
四
箇
、

件
鐘
九

箇

(

以

下

略

〉

以
上
に
よ
り
警
防
団
改
組
当
時
の
身
延
町
消
防
組
の
現
有
勢
力
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

九
三
九



第
十
編

治

安

と

消

防

身延分団第 l部の消防車

か
く
し
て
警
防
団
は
戦
後
の
昭
和
二

十
二
年
(
一
九
四
七
)
五
月
消
防
団
令

が
公
布
さ
れ
る
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

戦
後
の
消
防
団
近
代
化
へ
の
発
展
の

時
期
に
お
い
て
は
、
近
隣
の
村
に
さ
き

が
け
て
消
防
機
械
化
へ
の
設
備
充
実
に

乗
り
出
し、

昭
和
二
十
八
年
八
月
一

日
、

一
九
五
三
年
型
市
原
式
消
防
自
動

車
ポ
ン
プ
を
購
入
し、

身
延
町
消
防
団

の
消
火
機
動
力
を
一
躍
倍
増
し
た
の
は

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

左
表
に
身
延
分
団
提
供
に
よ
る
旧
村

当
時
の
歴
代
団
長
の
氏
名
を
掲
げ
る
。

旧
身
延
町

(村
〉
消
防
団
歴
代
組
頭

な
ら
び
に
団
長

阪 佐 深 阪 望 望 藤 藤
氏

笠
上 野 沢 上 月

回 田
月

原 佐 佐

政
治 徳 豊 治 九

一 一
名

義 良 造 治 良 房 祥 郎 良R

昭 昭 昭 正大 正大
大 大

治四明
就任年月日和 和 和 正 正

八 七 五 。年 五 四
:::1"- 年 年 年 年 年 年

日百 昭 昭 正大

退任年月日
和 和 和

一
九 八 五

年 年 年 年

思 消防組頭
備

施同市行り町l 
考

九
四

O

遠 藤 佐 佐 阪 回 内 望 藤
氏

藤
田 笠

野 上
中
藤
月
田

野'
喜 原 不 1京

久
太 政

徳 治 一 泰 治
同!TJι 

名
雄 良日 竪 義 造 良 雄 作 日目 治

一

昭和 和昭 和昭 和昭 和昭 和
和昭 和昭 和昭

昭

車年和
九年 五年 九王手 七年 五年 。年 九年 年 年 年 日

一

和昭 和昭 昭和 和I昭 和昭 和昭 和昭 和昭 和昭
退任官

。年 年七 年四 。壬F 九年 I年¥ 年四 年 年

一 一
一一一

長防回一四年月四

4支部長ノ南部ドL 
五年南主長部吊i 二年長消防団より

官首

一
日
よ

警り
考

昭
和
三

O
、
二
、
一一

'身
延
町
消
防
団
と
な
る

(
三
)

旧
豊
岡
村
消
防
団
の
沿
革
と
そ
の
活
動

そ
の
沿
革
史
に
臼
く

「
豊
岡
村
警
防
団
ハ

旧
豊
岡
村
消
防
団
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、

想
フ
ニ
昔
若
衆
組
ナ

ル
名
称
ノ

モ
ト
ニ
自

治
体
ノ
火
災
水
難
ノ

衝
ニ
当
リ
之
ガ
防
止

ニ
努
メ

:
:
:
」
と
あ

る
が
、
左
の
告
知
は

こ
の
間
の
消
息
を
物

語
る
文
献
と
思
わ
れ

る
の
で
掲
出
す
る
こ

と
と
す
る
。

豊岡分団第2部の火の見櫓



告

知

明
治
三
十
二
年
間
正
月
二
日
初
出
会
ニ
於
テ
当
区
清
勇
連
頭
取
撰
任
セ
ラ
レ
候
条
此
旨
及
告

知
候
也

当

区

々

長
(
清
子
)

明
治
三
十
二
年
正
月
二
日

渡

ロ
J

4
1

↓ノ

太

ー白品

辺

消
防
組
の
名
称
を
清
勇
連
と
称
し
た

こ
と
も
い
わ
ゆ
る
若
衆
組
な
る
名
称
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
o

笠
岡
村
会
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
大
正

十
五
年
(
一
九
二
六
年
〉

十

二
月
十
九

日
「
豊
岡
村
公
設
消
防
設
置
ノ
件
」
が

議
決
さ
れ
、

「
各
部
落
ニ
設
置
シ
ア
ル

消
防
ハ
之
ヲ
豊
岡
村
公
設
消
防
組
ト
ナ

ス。

村
長
、
望
月
義
雄
⑮
」
と
あ
り
、

大
正
十
五
年
十
二
月
、
始
め
て
公
設
消

防
が
設
置
さ
れ
た
事
が
記
録
に
残
っ
て

い
る
。
昭
和
十
四
年

(
一
九
三
九
)
四
月
消

防
組
か
ら
警
防
団
に
改
組
編
成
替
え
し

た
当
時
の
文
献
に
よ
れ
ば
、
豊
岡
村
消

防
の
沿
革
並
び
に
設
備
状
況
が
わ
か
る
の
で
、

こ
こ
に
転
載
し
て
参
考
に
資
す
る
こ
と

と
す
る
。

豊
岡
村
警
防
団
の
状
況

一
、
沿

革

豊
岡
村
警
防
団
ハ
想
フ
ニ
昔
若
衆
組
ナ
ル
名
称
ノ
モ
ト
ニ
自
治
体
の
火
災
水
難
ノ
衝
に
当
り

之
が
防
止
ニ
努
メ
シ
ガ
明
治
二
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
号

一一
拠
リ
器
具
ヲ
設
備
セ
ル
私
設
消

防
組
-
一
始
り
同
三
十
五
年
五
月
県
令
第
二
十

一
号
消
防
組
規
則
ニ
基
キ
之
ガ
設
備
ノ
完
成
ヲ
期

第
二
章

消

防

シ
所
定
ノ
辞
令
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
爾
来
年
ヲ
経
ル
ニ
従
ヒ
益
々
一
発
展
ノ
途
上

ニ
ア
リ
シ
ガ
偶
々
支

那
事
変
ノ
勃
発
ト
共
-
一
件
防
団
ノ
結
成
ヲ
見
ル
ニ
至
り
昭
和
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
七
号
一
一
依

リ
長
キ
伝
統
ヲ
誇
ル
消
防
組
ヲ
改
組
シ
昭
和
十
四
年
四
月
二
十
日
盛
大
ナ
ル
発
団
式
ヲ
本
村
小

学
校
ニ
於
テ
挙
行
シ
役
員
選
挙
ノ
結
果
初
代
団
長
佐
野
里
見
、
副
団
長
大
沢
幸
一
房
当
選
団
長

司
会
ノ
モ
ト

ニ
設
立
ノ
趣
意
及
経
過
報
告
ヲ
為
シ
団
員
判
官
詞
、
辞
令
交
付、

訓
辞
祝
辞
ヲ
述
ベ

ラ
レ
此
処

一一
豊
岡
村
警
防
団
ノ
設
立
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
。

虫岡分団第2部の貯水池

二
、
組
織
ノ
状
態
ヲ
示
セ
パ
左
ノ
通
り

豊
岡
村
警
防
団
編
成
表

豊岡分団第3部の消防車

畳間分団第2部の古い腕用ポンプ

第

畳暮防間団

和7主fて

防

団

部 名

一

役

職

五

五 員団

一一 名

。 言十
一=--1 

村豊岡
本

設

清子部落

置

区

域

部

九
四



第
十
編

治

安

と

消

防

11 11 11 第 警

計
五 四 一

防

一 団

背日 育日 剖l 部 名

役

五

五 H裁

七 八 四 ーノ-'-、a 四

。一 四
五五ユ-
員団

一ー 八 一 名

七 。七 五。五 言十
一 四 ー-:ー¥ 

11 11 11 

村岡 設

大城f1野落1部q 書船原
中部問叉落日l 
保光子沢

置 |

区

線横部落大久 域

一、
設

備
建

物

(

附

〉

機
械
器
具

2 

痢 刺 梯 管 水 水 吸 腕 名

向白合E
用

n~[1 

!Y¥ 又 子 鎗 車 管 管 筒 称

一
数

一 一 量
五 一

-/i¥ a 九 五 一一 八
-ノ~

位

置

一 一
手 ノ、 提 鳶 高 軽 大 名

防 便
用 ケ ポ
器調 、ノ

7目て 鳶 ツ 灯 張 フ 鈎 称

一

一
数

一 五 五。ーノ-'--、- 量
一。 七 五 一一 一一 一

位

jfi 

林
野
消
防
用
器
具

鋸

一

二

丁

鍬

五

O
丁

コ
ッ
プ

一
O
丁

四
、
特

備

費

1

件
備
総
額

3 

一O
丁

五
個

手
斧

長
柄
鎌

二
O
丁

水
筒

九
四

2 

諸

給

与

以
上
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
沿
革
と
、
当
時
の
豊
岡
村
警
一
防
団
の
現
有
勢
力
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
次
表
に
旧
村
当
時
の
歴
代
団
長
の
氏
名
を
掲
出
す
る
。

旧
豊
岡
村
消
防
団
歴
代
組
頭
並
団
長

ス

望 柿 遠 種 佐 千 滝 佐 佐 千 大 佐 千 佐 市 佐

頭 頭 頭
il-I 月 i島 藤 部 町' P 野' 野 沢 里子 山 里子 )11 担f

和 和 和
平 武 英 締 正

手リ
新

政
幸 里 政

期日
角

名
栄 蔵 文 VIl日 治 f乍 次 要 半 義 房 見 博 治 亮 光 亨

一
11 11 11 11 11 11 11 1/ 1/ 1/ ノY 1/ 1/ 1/ 11 1/ 1/ 昭

警年 I 和

0 年 九年 八年 年七 五年 年四 九年 年八 年/， 年四 。年 八年 4I下¥ 四年 年 年 年 年

一 一
11 11 11 1/ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 昭

草退| 和

年九 年八 七年
年
年四 年。年九 年七

年 年九 年八
/'¥ 

年 年 年 生F 年 {f. 

身延町消防団と和O 二昭三、、

消防国和二昭 q栃団~R布一四Zヨ
消組防
4首

一、
五 四
よ

な二 り 一
るよ よ 考
り り



(
四
)
旧
大
河
内
消
防
団
の
治
革
と
そ
の
活
動

旧
大
河
内
村
は
富
士
川
東
岸
に
位
置

し、

南
北
四
里
に
わ
た
り
細
長
い
区
域

に
点
在
す
る
小
部
落
を
合
せ
た
村
で
、

明
治
以
前
に
お
け
る
消
防
の
記
録
は
ほ

と
ん
ど
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
な

い
が
、
お
そ
ら
く
他
村
と
同
様
に
各
部

落
毎
に
自
衛
的
手
段
に
よ
っ
て
火
災
水

難
の
衝
に
当
た
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。明
治
二
十
七
年
二
月
十
日
勅
令
第
十

五
号
に
よ
る
消
防
規
則
の
公
布
を
見
る

や
直
ち
に
公
設
消
防
の
設
置
に
の
り
だ

し
、
村
議
会
に
提
案
し
て
い
る
。

明
治
二
十
八
年
四
月
十
六
日
の
村
会

議
事
録
に
は
次
の
如
く
記
録
さ
れ
て
い

る。

「
議
長
ハ
郡
長
ヨ
リ
諮
問
ニ
ナ
リ
シ
消
防
設
置
ノ
件
ヲ
議
ス
ル
旨
ヲ
宣
告
ス

第
十
一
番
議
員
日
く
木
村
ノ
如
キ
四
旦
ノ
間
ニ
点
々
散
在
シ
ア
リ
最
モ
僻
限
ノ
村
落
一
一
付
消

防
組
ノ
組
織
ハ
成
立
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
付
従
来
ノ
前
例
ニ
依
リ
水
火
ノ
消
防
-
一
任
ズ
ル
事
一
一
ナ

シ
タ
キ
旨
ヲ
述
ブ

別
ニ
異
議
ナ
キ
ヲ
以
ツ
テ
議
長
ハ
十
一
番
ノ
説
-
一
質
成
院
-
一
起
立
一
一
間
ウ
起
立
満
場

以
上
の
議
事
録
に
見
ら
れ
る
様
に
、
当
時
時
期
尚
早
に
し
て
公
設
消
防
設
置
の
件
は

芥
決
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
三
十
九
年
三
月
二
十
五
日
、
時
の
村
長
望
月
長
三
郎
に
よ

り
村
議
会
に
提
案
後
に
決
定
を
見
た
の
で
あ
る
。

左
に
当
時
の
村
会
議
事
録
を
掲
載
す
る
。

第
二
章

消

防

消
防
組
ヲ
左
記
方
法
一
一
依
リ
設
置
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
陳
ブ

方
法
本
村
ヲ
六
部
一
一
分
チ
上
下
八
木
沢
ヲ
第
一
部
ト

シ
帯
金
塩
之
沢
区
ヲ
二
部
ト
シ
大
袋

棒
草
里
大
崩
ヲ
第
三
部
丸
滝
角
打
区
ヲ
四
部
ト
ツ
和
田
区
ヲ
五
部
ト
シ
大
島
ヲ
六
部
ト
シ
各
部

-
一
部
長
一
名
副
部
野

一
名
小
頭
一
名
ヅ
ツ
ノ
役
員
ヲ
置
キ
而
シ
テ
之
レ
ヲ
総
轄
ス
ル
組
長
一
名

ヲ
位
ク
事
ト
シ
組
長
ハ
村
会
-
一
於
テ
投
票
セ
ラ
レ
ン
事
部
長
以
下
ノ
役
員
ハ
各
部
一
一
於
テ
選
任

ス
ル
事決

議

満
場
一
致
ヲ
以
テ
設
立
ス
ル
事
ニ
可
決
確
定
シ
然
シ

テ
組
長
ノ
投
票
ヲ
行
ヒ
シ
ニ
左
記
ノ
氏

名
当
選
ス拾

点

名

午
後
八
時
閉
会
ス

よ時
以くの右
来理村の
鋭解のご
意し指と
消て導く
防い者し
のたがて
発かい明
展とか治
輿いに年
隆う大代
に証きに
努左なお
力で期い
をあ待て
傾りを公
注ぷ消設
し Z防消
まに防
明ミょの
治;ごせ設
四!と 、置
十よァまを
年三J た見
代 τいて
にご三かい
は:よ tこる
第?消こ

ミ -T防と
;南年Tq

大河内分団第l部の可搬式ポンプ交付式(八木沢昭和41年〉第もり当

町内の最古の腕用ポンプ〈帯金〉

取

新

f乍

大河内分団第4部の消防車(角打〉

九
四
三



第
十
編

治

安

と

消

防

二
部
、
第
五
部
等
で
最
新
の
腕
用
ポ
ン
プ
を
購
入
、
明
治
後
半
に
は
ほ
と
ん
ど
の
部
が

機
械
器
具
の
整
備
を
完
了
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
十
二
月
、
第
四
部
消
防
組
は
当
時
V
八
と
称
し
最
新
鋭
を
誇
っ
た
フ
ォ

ー
ド
の
手
引
動
力
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
を
購
入
し
、
消
防
力
の
飛
躍
的
増
強
を
計
り
、
大

い
に
そ
の
威
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

木
消
防
組
発
展
の
跡
を
見
る
に
、
歴
代
団
長
の
大
多
数
が
村
長
と
し
て
村
政
に
も
縦

横
の
才
腕
を
ふ
る
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
い
か
に
優
秀
な
る
人
材
を
そ
の
幹
部
に
擁

し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

昭
和
二
十
七
年
に
は
、
角
打
丸
滝
地

区
の
人
口
増
加
に
伴
い
、
本
村
中
央
部

に
お
け
る
消
防
力
の
飛
躍
的
増
強
を
は

か
る
た
め
丸
滝
地
区
に
新
し
く
第
七
部

を
増
設
し
、
第
四
部
よ
り
分
離
独
立
せ

し
め
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
に
は
最

新
鋭
の
手
引
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
を
地
元

の
協
力
に
よ
り
購
入
し
配
置
し
た
こ
と

は
、
大
河
内
消
防
団
の
消
防
力
強
化
に

対
す
る
周
期
的
な
組
織
拡
充
で
あ
っ

た。

第 l部可搬式ポンプの放水試験

明
治
の
後
半
、
隣
接
町
村
に
さ
き
が

け
て
公
設
消
防
を
設
置
し
て
以
来
、
富

士
川
の
激
流
と
け
わ
し
い
山
間
に
挟
ま

れ
て
南
北
に
細
長
く
点
在
す
る
部
落
の
災
害
防
衛
に
つ
い
て
は
、
常
に
厳
し
い
指
揮
統

制
に
よ
っ
て
団
の
規
律
を
守
り
、
訓
練
と
実
践
活
動
を
通
じ
て
団
員
の
士
気
を
鼓
舞

し
、
長
い
伝
統
的
精
神
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
結
果
、
消
防
人
と
し
て
の
優
秀
な
人

材
を
数
多
く
輩
出
し
て
い
る
事
も
、
消
防
団
の
輝
や
か
し
い
成
果
と
い
え
る
。

次
表
に
旧
村
当
時
の
歴
代
団
長
の
氏
名
を
掲
げ
る
。

旧
大
河
内
村
消
防
団
歴
代
組
頭
並
団
長

九
四
四

鈴 千 雨 市 佐 佐 佐 鈴 鈴 7ーι'( 渡 佐 佐 市 佐 長 片 松 望 伊 名

木 谷 氏
須 田 野 笠木 F昂"，. )!¥ 野' 野 野 木 山 辺 里子 里子 ) !I 里子 )!I 月 藤 取
和 二圭日E 

栄 弥 原
正 永 正 治 幸 武 睦 政 武 祥 政 宰 栄 F京_，_ 新弘 次

一 一 博
一 名

巳 毅 伯 美 良日 遺 一 重 郎 治 員リ 茂 盛 J'tU 一 Ú~ 良R 白日 員リ 文 孝 イ乍

一
// // ノγ // // // // // // // // // // 昭 // // // // 大 // // 

治明 草年和 正
四。年 年八

年
五年 。年 八年 七年 。年 年九 八年

年
。年
年 年五

四
九年 九年年 年 年 年 年 年

一
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昭
和
三
十
年
二
月
合
併
時
の
大
河
内
分
団
組
織

団
副

団

長
長

副
分
団
長

分

団

長

分
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部

昭
和
三
十
年
大
河
内
分
団
婦
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消
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後
援
隊
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七六五四三二一
部部部部部部部

(
一
五
名
)

(二
O
名
)

(二
O
名
)

(
二
五
名
)

(二
O
名
)

(
二
五
名
)

(
一
五
名
〉

(
五
)
新
身
延
町
消
防
団
の
沿
革
と
そ
の
活
動

昭
和
三
十
年
二
月
十
一
日
、
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
、
旧
身
延
町

・
旧

豊

岡

村
・
旧
大
河
内
村
・
旧
下
山
村
の
一
町
三
カ
村
が
合
併
し
て
新
身
延
町
が
誕
生
し
た
の

で
あ
る
が
、
消
防
団
は
他
団
体
の
統
一
に
率
先
し
て
、
団
の
合
併
再
編
成
を
成
し
と
げ

た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
ぞ
れ
古
い
伝
統
と
し
き
た
り
を
固
持
す
る
各
消
防
団
の
合
併

再
編
成
に
つ
い
て
は
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
要
し
た
の
で
あ
り
、
左
の
決
議
事
項
を
見

て
も
そ
の
あ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

身
延
町
各
消
防
団
長
会
議
決
議
事
項

第
二
章

防

消

一
、
新
身
延
村
発
足
と
同
時
に

旧
四
カ
村
の
消
防
団
を
合
し

て
身
延
町
消
防
団
と
称
す
。

一
、
旧
四
カ
村
の
消
防
団
を
し

て
そ
れ
ぞ
れ
旧
村
村
の
名
称

を
冠
す
る
分
団
と
称
す
。

一
、
各
団
は
町
長
職
務
執
行
者

の
専
決
処
分
に
依
り
現
在
の

正
副
団
長
を
し
て
分
団
長
・

副
分
団
長
と
な
す
。

一
、
身
延
町
消
防
団
長
(
一

名
)
副
団
長
(
三
名
〉
の
推

薦
任
命
は
一
応
二
月
二
十
五

日
以
降
に
延
期
す
。

一
、
此
の
間
非
常
災
害
発
生
の

際
は
、
村
長
職
務
執
行
者
の

代
理
と
し
て
旧
町
村
に
お
け

る
一
切
の
消
防
上
の
職
務
執

行
を
支
所
長
を
し
て
行
は
し

む
る
も
の
と
す
。

一
、
旧
四
カ
村
の
消
防
に
要
す

る
機
具
器
材
は
向
う
五
年
内
九

に
お
い
て
之
が
整
備
完
了
を
行
九

計

る

事

。

開

・

一
、
防
火
貯
水
も
順
次
整
備
充
実
を
計
る
事
。

こ
の
よ
う
に
新
団
発
足
に
つ
い
て
最
も
迂
余
曲
折
を
重
ね
た
の
は
団
幹
部
の
選
出
で

あ
り
、
遂
に
消
防
協
会
南
部
支
部
長
の
要
職
を
経
た
下
山
消
防
団
出
身
の
佐
野
為
雄
が

衆
望
を
担
っ
て
推
薦
選
出
さ
れ
、
再
び
現
役
に
復
帰
し
て
団
長
に
就
任
、
副
団
長
に
は

そ
れ
ぞ
れ
各
団
の
団
長
経
歴
者
の
中
よ
り
、
田
京
駒
男
、
小
山
栄
、
市
川
正
美
が
推
薦

九
四
五

身延町消防団管理者

佐野為雄(町長〉

近藤嘉一現消防団長



第
十
編

治

安

と

消

防

任
命
さ
れ
、
こ
こ
に
新
身
延
町
消
防
団
の
新
編
成
が
成
立
し
、
爾
来
今
日
に
率
一
る
ま
で

身
延
町
消
防
団
と
し
て
輝
や
か
し
い
情
動
を
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。

発
起
当
時
の
団
員
総
数
は
千
名
を
こ
え
、
そ
の
組
織
編
成
は
次
表
の
通
り
で
あ
っ

た。

身
延
町
消
防
団
指
揮
系
統
一
覧
表

下
山

分
団
長
」
1 1 I 
第第第

部部部
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↓↓↓ 
団団団
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身
延
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第
一
部
長
↓
問

丁
第
二
部
長
↓
回

分
団
長

l
丁
第
三
部
長
↓
団

丁
第
四
部
長
↓
団

「
第
五
部
長
↓
団

員員員員員

身
延
町
消
防
団
長
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附
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第
一
部
長
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団

T
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二
部
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↓
団

T
第
三
部
長
↓
団

l
大
河
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分
団
長
l
T第
四
部
長
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団

ー
第
五
部
長
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団

|
第
六
部
長
↓
団

|
第
七
部
長
↓
団

員員員民民員同

昭
和
三
十
年

一
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月
十
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ー
ラ
ッ
パ
長

ー
消
防
主
任
一

倉山山

新
町
消
防
団
は
国
家
消
防
庁
で
採
用
し
た
米
国
式
消
防
操
法
に
習
熟
す
る
た
め
、
し

ば
し
ば
訓
練
講
習
会
を
聞
い
て
そ
の
徹
底
を
図
る
と
同
時
に
、
団
体
訓
練
の
基
本
と
な

る
規
律
訓
練
に
意
を
注
ぎ
、
防
火
、
防
犯
、
水
防
等
不
断
の
訓
練
を
強
化
す
る
一
方
、

団
員
の
消
防
人
た
る
に
足
る
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
も
指
導
の
前
-点
を
指
向
し
な
が

ら
、
消
防
機
構
の
近
代
化
を
目
指
し
、
急
速
に
機
械
化
消
防
団
建
設
へ
と
そ
の
全
力
の

傾
注
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
三
年
に
は
、
火
災
現
場
に
い
ち
早
く
到
達
す
る
た
め
に
は
消
防
に
機
動
力

を
持
た
せ
る
こ
と
の
急
務
な
る
を
痛
感
し
、
時
の
機
械
部
長
川
口
久
広
等
の
尽
力
に
よ

り
下
山
分
団
に
三
輪
向
動
車
ポ

ン
プ
を
配
置
し
、
消
防
力
の
飛
躍
的
増
強
を
は
か
っ

た。
昭
和
三
十
七
年
四
月
一

口
、
身
延
町
条
例
第
六
号
に
よ
る
身
延
町
火
災
予
防
条
例
が



第
二
章

消

身延町消防団の出初め式

公
布
さ
れ
、
火
災
の
未
然
防
止
に
対
す
る
予
防
消
防

の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。

本
条
例
は
第
一
章
(
第
一
条
)
総
則
、
第
二
章
公

衆
の
出
入
す
る
場
所
等
の
指
定
(
第
二
条
〉

、
第
三

章
火
を
使
用
す
る
設
備
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
の

基
準
等
(
第
一
節
よ
り
第
四
節
ま
で
、
第
三
条
l

第
二
十

九
条
)
、

第
四
章
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
、
準
危

険
物
及
び
特
殊
可
燃
物
の
貯
蔵
又
は
取
敏
い
の
技
術

上
の
基
準
(
第
一
節
よ
り
第
三
節
ま
で
第
三
十
条
l
第
三

十
四
条
)

、
第
五
章
避
難
管
理
(
第
三
十
五
条
l
第
四

十
二
条
)
、第
六
章
雑
則
(
第
四
十
三
条
l

第
四
十
八
条
〉
、

第
七
章
罰
則
(
第
四
十
九
条
|
第
五
十
条
)
付

則

等
、

第
一
条
か
ら
第
五
十
条
に
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
火
災
予進行万ノ分の車

d

防
時
消

防

防
に
つ
い
て
の
基
準
を
規
定
し
て
い
る
。

消
防
団
員
の
公
務
災
害
補
償
に
付
い
て
は
特
に
万
全
の
対
策
を
立
て
、
山
梨
県
町
村

消
防
団
員
公
務
災
害
補
償
組
合
に
加
入
し
、
消
防
団
員
全
員
の
負
担
金
を
公
費
支
弁
し

て
後
顧
の
一袋
を
除
き
、
消
防
活
動
に
安
心
し
て
挺
身
で
き
る
よ
う
、
合
併
と
同
時
に
災

害
補
償
制
度
を
確
立
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

更
に
昭
和
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日
、
条
例
第
二
十
五
号
に
よ
り
「
身
延
町
消
防
賞

じ
ゅ
つ
金
条
例
」
を
公
布
し
、
消
防
業
務
に
従
事
し
そ
の
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
災
害
を
受
け
、
そ
の
た
め
に
死
亡
し
、
ま
た
は
不
具
廃
疾
に
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
最
高
百
万
円
ま
で
の
賞
じ
ゅ
つ
金
を
授
与
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
町
向
体
と
し

て
も
消
防
団
員
の
公
務
災
害
に
付
い
て
は
最
善
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

又
昭
和
四
十
一
年
四
月
二
十
三
日
、
規
則
第
一
号
に
よ
り

「
身
延
町
賞
じ
ゅ
つ
金
審
査

会
規
則
」
を
定
め
、
本
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
も
こ
ま
か
い
配
慮
を
決
め
て
い
る
。
本

条
例
の
公
布
は
、
山
梨
県
に
お
い
て
は
正
に
鳴
矢
で
あ
り
、
全
国
的
に
見
て
も
当
時
他

可搬式ポンプの整列

消防団のポンプ操法訓練

九
四
七



第
十
編

治

安

と

消

防

に
一
町
を
数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
本
町
が
常
に
消
防
行
政
に
意
を
用

い
、
消
防
吏
員
お
よ
び
消
防
団
員
の
活
動
に
万
全
の
配
慮
を
講
じ
後
顧
の
憂
な
か
ら
し

め
ん
と
す
る
意
図
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
地
方
行
政
の
あ
る
一
つ
の
水
準
を
一
爪
す
も
の
と

し
て
、
高
く
評
価
す
べ
き
措
置
で
あ
る
。

賞
じ
ゅ
つ
金
支
給
に
つ
い
て
は
次
の
表
に
よ
る
。

殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金

やす (ロ) 収)

功労カあるL 

特
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81818[~i 

不
具
廃
疾
者
賞
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金
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れめらQ功労カtミ

8 
一七 。 者るある五 五 五

33333 33毒

昭
和
三
十
九
年
六
月
三
十
日
、
条
例
第
十
八
号
に
よ
り
「
身
延
町
非
常
勤
消
防
団
員

に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
」
が
公
布
さ
れ
た
。

九
四
八

次
に
そ
の
主
な
る
条
文
を
抜
粋
す
る
。

身
延
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る

退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

第
一
条
(
目
的
〉
こ
の
条
例
は
、
消
防
組
織
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
団
員
で

非
常
勤
の
者
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
ハ
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ

の
者
の
遺
族
〉
に
退
職
報
償
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
分
的
と
す
る
。

第
二
条
(
退
職
報
償
金
の
支
給
額
)
退
職
報
償
金
は
、
消
防
団
員
と
し
て
十
五
年
以
上
勤
務

し
て
退
職
し
た
者
に
、
そ
の
者
の
勤
務
年
数
及
び
階
級
に
応
じ
て
別
表
に
掲
げ
る
額
を
支
給

す
る
。

本
条
例
公
布
に
よ
り
、
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
も
退
職
報
償
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
明
治
二
十
七
年
(
一
八
九
四
)
二
月
、
消
防
規
則
の
公
布
に
よ
り
始
め
て
わ

が
国
に
公
設
消
防
が
設
置
さ
れ
て
以
来
の
画
期
的
制
度
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
条
例
実
施
に
よ
っ
て
、
比
較
的
に
報
い
ら
れ
る
事
の
少
な
か
っ
た
消
防
団
員
に
も
、

行
政
の
温
か
い
配
慮
が
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

更
に
昭
和
四
十
三
年
九
月
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、
退
職
団
員
の
待
遇
改
善
を

図
る
た
め
の
支
給
額
が
引
上
げ
ら
れ
、
優
遇
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
行
支

給
額
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

退
職
報
償
金
支
給
額
表

部長 ひ及Z分 高1 団 階

及 副団 団び 分

班 団
級員 長 長長 長 長

0 四 四 五。五
二十年満末十五年以上

五 五 五

0 8 。o。。o。0 0 0 
勤

十五年未満十二年上以

務

五。五 。ーノ，，， 七。五 五
年

数

一

六O 六五 七O 七五 八O 
十五年上以

33333 



条
例
制
定
に
よ
り
支
給
し
た
退
職
報
償
金
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

年
昭 昭 昭 昭

四 四 0 四 九
度

人

八
/四、 五。五。員

金

四 一 一 一、 、 、

九五

八 九
九五八、五 。五
額

昭
和
四
十
年
十
月
十
日
、
身
延
町
消
防
団
統
合
十
周
年
記
念
式
典
が
盛
大
に
開
催
さ

れ
、
規
律
訓
練
ポ
ン
プ
操
法
、
婦
人
消
防
後
援
隊
に
よ
る
救
急
法
の
訓
練
等
を
行
な

い
、
歴
代
の
団
長
、
副
団
長
、
婦
人
消
防
後
援
隊
長
へ
の
感
謝
状
の
贈
呈
、
次
い
で
人

員
、
機
械
器
具
の
検
閲
、
分
列
行
進
を
行
な
い
、
い
よ
い
よ
整
備
さ
れ
近
代
化
す
る
身

延
町
消
防
団
統
合
十
年
の
姿
を
示
し
た
。
次
に
身
延
町
消
防
団
十
年
の
現
有
勢
力
を
掲

げ
る
。

(
団
員
数
)

本

回

世

岡

分

団

大

河

内

分

団

下

山

分

団

身

延

分

団

計

婦
人
消
防
後
援
隊

ハ
ポ
ン
プ
〉

盛

岡

分

団

六
名

一
八
七
名

二
七
二
名

一
六
二
名

二
七
二
名

八
九
九
名

六
五

O
名

向
動
車
ポ
ン
プ

小
型
動
力
ポ
ン
プ

白
動
車
ポ
ン
プ

小
型
動
力
ポ
ン
プ

手
引
動
力
ポ
ン
プ

コ一
輪
自
動
車
ポ
ン
プ

一
台
四
台
一
台
一一一ムロ
五
台
一
台

大

河

内

分

団

下

山

分

団

第
二
章

消

防

身

分

団

延

小
型
動
力
ポ
ン
プ

手
引
動
力
ポ
ン
プ

自
動
車
ポ
ン
プ

小
型
動
力
ポ
ン
プ

手
引
動
力
ポ
ン
プ

一
台
一ムロ
ニ
ムロ
四
台
四
台

きでは 成 な混数 実四会にの打定実をへー革度 し
こも 、し く 乱 削最施年を削団ち数強あの方を末て更
と高木と 、と減もさ四通減員出削化げ努昭行と運に
でく町げき動が困れ月過す定さ滅と 、力和なす営従

あ評のらわ揺こ難たーしる数れの相施が三いるの来
る 価 消れめをれ視の日 、提を 、要ま設所十 、行円役

。さ防 ι て起とさでを昭案六九望つ設期年い政滑員
れ史ん平すいれあも和が -0がて備の統よ年をの
るのこ穏こったるつ四町八七強団の成合い度図改
べ中とにとた定。て十議名名く員充果以ょにる選

来近役たは
十代員め暦
余化改 、年
年す選昭制
たるの和を
ゆ消任四も
み防期十つ
な団を三て
く運定年行
続営め度な
けの 、ょっ

ら万新りて
れ全し三来
てをい月た
来期消三が
たす防十
機る団一行
械こ運 日 政
化 と営を機
消とのも構
|勿 し 機つに
建た構て同
設。改年調

九
四
九

合併以来の歴代消防団長



第
十
編

治

安

と

消

防

身
延
町
歴
代
消
防
団
長

団
長
氏
名

佐

野

為

雄

田

京

駒

男

小

山

栄

鈴

木

正

巳

網
野
正
一

大
久
保
豊
繁

鴨

狩

富

治

平

田

二

ニ

上

平

浅

蔵

望

月

民

部

小

林

正

雄

熊

谷

儀

信

就
任
年
月
日

昭
和
三

O
年
四
月
一
日

昭
和
三
一
年
一
月
一
日

昭
和
三
二
年
一
月
一
日

昭
和
三
三
年
一
月
一
日

昭
和
三
四
年
一
月
一
日

昭
和
三
五
年
一
月
一
日

昭
和
三
六
年
一
月
一
日

昭
和
三
七
年
一
月
一
日

昭
和
三
八
年
一
月
一
日

昭
和
三
九
年
一
月
一
日

昭
和
四

O
年
一
月
一
日

昭
和
四
一
年
一
月
一
日

次
表
に
合
併
以
来
の
団
長
、
副
団
長
、

分
団
長
の
一
覧
表
を
掲
げ
る
。

分団長以上身延町消防団現役員〈昭和44年度〉

昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
和和和和和和和和和和和和退
四四三三三三三三三三三三任
-0九八七六五四三二一 O 年
年年年年年年年年年年年年月
一一一一一一一一一一一一日

月月月月月月月月月月月月

日日日日日日日日日日日日

備

考

消
防
協
会
南
部

支
部
長
歴
任

消
防
協
会
南
部

支
部
長
歴
任

消
防
協
会
南
部

支
部
長
歴
任

ユ墨

藤

昭
和
四
二
年
一
月
一
日

百
治

近
藤
嘉
一
昭
和
四
三
年
四
月
一
日

身
延
町
歴
代
消
防
副
団
長

年

度

昭
和
三

O
年

田

京

駒

男

昭

和

=

二

年

小

山

栄

昭

和

三

二

年

鈴

木

正

巳

昭

和

三

三

年

網

野

正

一

昭
和
三
四
年
大
久
保
豊
繁

昭

和

三

五

年

粟

冠

盛

夫

昭
和
三
六
年
川
村
藤
十
郎

昭

和

三

七

年

遠

藤

百

治

昭

和

三

八

年

望

月

忠

常

昭

和

三

九

年

遠

藤

宝

作

昭
和
四

O
年

土

屋

正

六

昭

和

四

一

年

望

月

照

義

昭

和

四

二

年

遠

藤

琴

吾

昭

和

四

三

年

望

月

敏

雄

昭

和

四

四

年

佐

野

淳

司

身
延
町
歴
代
消
防
分
団
長

年

度

下

山

分

団

長

昭
和
三

O
年

上

平

浅

蔵

昭

和

一

三

年

広

島

勉

昭

和

三

二

年

広

島

勉

昭
和
三
三
一
年
川
村
藤
十
郎

昭
和
三
四
年
川
村
藤
十
郎

昭

和

三

五

年

遠

藤

百

治

昭

和

三

六

年

遠

藤

百

治

昭

和

三

七

年

望

月

忠

常

昭

和

三

八

年

遠

藤

宝

作

一回国

小

山

栄

市

川

正

美

上

平

浅

蔵

望

月

利

夫

鴨

狩

富

治

平

田

二

ニ

佐

野

逸

平

田

中

喜

内

池

上

正

近
藤
嘉
一

佐

野

達

夫

佐

野

初

雄

望

月

長

夫

藤

田

正

若
尾
幹
之
助

身
延
分
団
長

鴨

狩

広

鴨

狩

広

一
宮
市
松

大
久
保
虫
繁

望

月

民

部

佐

野

逸

平

田

中

喜

内

池

上

正

近
藤
嘉
一

九
五

O

昭
和
四
三
年

三
月
三

団

長

氏

名

市

川

正

美

上

平

浅

蔵

松

野

久

男

松

野

久

男

佐
野
安
太
郎

川
村
藤
十
郎

志

村

国

為

木

内

悦

治

小

林

正

雄

速

藤

善

男

千
頭
和
吉
久

遠

藤

孝

木

内

達

明

望

月

鶴

吉

長

田

利

男

豊
岡
分
団
長

嶋

狩

富

治

鴨

狩

富

治

望

月

利

夫

佐
野
正
久

粟

冠

盛

夫

志

村

国

為

木

内

悦

治

小

林

正

雄

速

藤

善

男

|二|

消
防
協
会
南
部

支
部
長
歴
任

望

月

民

部

小
笠
原
敏
光

熊

谷

儀

信

佐

野

大

作

鈴

木

孝

若
林
貴
一

遠

藤

実

久

保

忠

良

滝

川

新

佐

野

重

昌

大
河
内
分
団
長

鈴

木

正

巳

鈴

木

正

巳

佐
野
安
太
郎

佐
野
安
太
部

平

田

二

ニ

小
笠
原
敏
光

熊

谷

儀

信

佐

野

大

作

鈴

木

孝



昭和43年10月31日現在

分名団
ポンプ数 水利施設

水倉庫防部名 部員数

向動車|三輪車l訊|誠 |腕用消火剤京高 lr量夜詰警所
火の見 管轄人口

下分山団 第231 部部部
38 30 

8 4 1，107 
34 6 3 891 
17 J 

3 5 3 311 

第 24351 部部部部i耶

54 2 l 1，845 
43 

、
2 4 1，016 

28 20 2 231 
28 977 
42 10 2 421 

豊岡分団 第 23451 部部部部部

21 ] 2 5 382 
22 2 2 l 4 373 
22 2 2 2 360 
29 2 2 444 
34 2 4 3 3 .. 3 485 

第2346571 部部部部部部部

22 2 2 269 

大河分内団

22 5 3 377 
23 3 510 
35 19 2 2 4 1，057 
21 4 6 499 
35 4 2 1 2 707 
29 l 5 2 2 453 

5| お部|別名| 拍 1 13al 1 
71
1 22¥ 12，695 

機械器具施設一覧表身延町消防団

第
二
章

防

消

昭
和
三
九
年

昭
和
四

O
年

昭
和
四
一
年

昭
和
四
二
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
四
年

中佐望遠望土
村野月藤月屋

虎重敏琴照正
雄昌雄吾義六

佐

野

達

夫

佐

野

初

雄

望

月

長

夫

藤

田

正

佐

野

淳

司

岡
本
平
八
郎

利忠貴
静夫新良実一

千
頭
和
吉
久

遠

藤

孝

木

内

達

明

望

月

鶴

吉

若
尾
幹
之
助

市

川

孟

fJ~ 長沌久遠若
野田 川 保藤林

(
六
)
身
延
町
消
防
団
ラ
ッ
パ
隊
と
そ
の
活
動

合計 618名

昭
和
三
十
年
四
月
、
身
延
町
消
防
団

発
足
に
よ
る
組
織
編
成
に
伴
い
、
本
団

に
ラ
ッ
パ
隊
長
を
置
き
、
各
分
団
に
ラ

ッ
パ
隊
副
隊
長
を
置
く
。

以
来
鋭
意
技
術
の
錬
磨
に
努
め
、
昭

和
四
十
年
、
昭
和
四
十
二
年
の
両
年
に

わ
た
り
、
三
月
七
日
の
消
防
記
念
祭
に

参
加
、
県
下
消
防
団
の
先
頭
に
立
っ
て

甲
府
市
内
を
行
進
し
た
。

昭
和
四
十
三
年
五
月
、
山
梨
県
総
合

防
災
訓
練
に
参
加
、
同
年
十
一
月
二
十

三
日
、
山
梨
県
消
防
総
合
訓
練
大
会
に

参
加
す
る
な
ど
そ
の
活
躍
ぶ
り
は
め
ざ

ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
次
表
に
ラ
ッ
パ

隊
の
正
副
隊
長
名
を
掲
げ
る
。

団員 599名分団員 12名本部員 7名

身
延
町
消
防
団
ラ
ッ
パ
隊
長

勉震名

就
任
年
月
日

昭
和
三
O
年
四
月
一
日

昭
和
四
三
年
四
月
一
日

依大 E乙

田野山

身延町消防団ラッパ|家

退
任
年
月
日

昭
和
四
三
年
三
月
三
一
日

現

九
五



第
十
編

治

安

と

消

防

身
延
町
消
防
団
ラ
ッ
パ
隊
副
隊
長

年

度

下

山

分

団

身

延

分

団

自
昭
和
三

O
手

l

至
昭
和
=
一

六

年

石

川

河

内

賢

治

昭

和

四

三

年

堀

内

遠

藤

徳

好

豊
岡
分
団

堀

内

勝

英
勝
英

徹注
三樹

脅

一、

消
防
協
力
団
体

(
一
)
婦
人
消
防
後
援
隊
と
そ
の
活
動

大
河
内
分
団

依

田

勉

片
田

消
防
に
対
す
る
婦
人
団
体
の
協
力
応
援
は
、
警
防
団
当
時
よ
り
誠
に
多
大
な
も
の
が

あ
り
、
戦
後
消
防
団
に
改
組
し
て
か
ら
も
更
に
そ
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
各
国
に
お
い

て
も
後
援
隊
の
組
織
化
に
積
極
的
に
熱
意
を
注
い
だ
結
果
、
婦
人
団
体
の
協
力
も
具
体

化
し
、
次
第
に
後
援
隊
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。

昭
和
三
十
年
二
月
、
四
カ
町
村
の
消
防
団
が
合
併
し
て
身
延
町
消
防
団
と
し
て
改
組

さ
れ
る
や
、
各
分
団
毎
に
後
援
隊
設
置
の
機
運
が
急
速
に
高
ま
り
、
各
分
団
に
正
式
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

婦
人
消
防
後
援
隊
の
活
動
目
標
は
、
一
般
家
庭
に
お
け
る
火
災
の
未
然
防
止
運
動
の

普
及
徹
底
、
厳
重
な
る
月
例
か
ま
ど
の
検
査
、
水
火
災
発
生
時
の
協
力
体
制
等
、
消
防

団
の
活
動
に
積
極
的
に
協
力
応
援
す
る
に
あ
り
、
幾
度
か
の
水
火
災
発
生
時
に
お
け
る

本
町
婦
人
後
援
隊

の
活
動
は
、
誠
に

目
ざ
ま
し
い
も
の

が
あ
っ
た
。

後
援
隊
は
消
防

の
各
分
団
編
成
と

同
一
の
組
織
編
成

を
も
っ
て
、
四
カ

町
村
の
旧
地
区
ご

と
に
設
さ
れ
て

お
り
、
隊
員
総
数
は
六
五

O
名
で
あ
る
。

次
に
歴
代
隊
長
名
を
掲
げ
る
。

年

身
延
町
歴
代
婦
人
消
防
後
援
隊
長

グ昭
和

四四四四四三三三三三三三三三三
四三二一 O九八七六五四三二 -0

11 I! M I! ノYI! 11 11 I! I! 11 11 11 

度

下
山
婦
人
消

防
後
援
隊
長

石
川
春
子

望
月
七
七
江

望

月

善

子

深

沢

菊

江

深
沢
小
夜
子

伯
香
き
く
江

望

月

幸

江

望
月
こ
と
じ

遠

藤

秋

子

向

井

ひ

ろ

遠

藤

徳

子

石

坂

節

子

遠

藤

静

枝

山
内
み
ど
り

望

月

房

子

身
延
婦
人
消

防
後
援
隊
長

渡
辺
恵
美
子

大
橋
富
士
子

芦

沢

花

代

佐
野
八
千
代

小
里
智
恵
子

望

月

ま

つ

雨
宮
嘉
悦
子

斉

藤

花

恵

佐

野

良

子

内
藤
は
る
代

望

月

光

子

熊
王
千
代
江

稲
葉
ふ
で
子

(
二
)
少
年
消
防
隊
と
そ
の
活
動

豊
岡
婦
人
消

防
後
援
隊
長

星
野
と
し

佐

野

い

つ

佐
野
い
ゑ
子

鈴
木
秀
子

佐

野

菊

江

小
林

あ
き

佐
野
久
美
子

小
野
ま
ち
代

遠

藤

文

江

柿
島
き
わ
の

遠
藤
喜
代
子

鴨
狩
ら
く
江

市
川

梅

子

大
沢
辿
子

九
五

大
河
内
婦
人
消

防
後
援
隊
長

伊
藤
ま
さ
じ

" 

片
田
と
よ
の

佐

野

道

子

市
川
延
子

小

林

な

み

鈴
木
も
と
子

一山

宮

若

江

鮎
川
ふ
さ
江

谷

野

今

江

佐

野

君

江

佐
野
た
つ
子

市
川
よ
し
の

い
出
川
八
千
代

浅
原
よ
し
の

昭
和
年
代
の
初
期
、
木
県
消
防
は
そ
の
機
構
、
人
員
、
機
械
等
形
式
内
容
と
も
に
充

実
し
、
昭
和
八
年
全
県
公
設
化
の
目
標
が
打
ち
出
さ
れ
、
昭
和
十

一
年
四
月
全
県
下
に

公
設
消
防
組
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
機
運
に
乗
っ
て
、
防
火
思
想
の
普
及
は
ま
ず
子
供
か
ら
家
庭
へ
と
の
ね
ら
い
を

も
っ
て
、
各
小
学
校
、
各
地
域
に
少
年
消
防
隊
が
結
成
組
織
さ
れ
、
防
火
思
想
の
普
及

徹
底
が
は
か
ら
れ
た
。

本
町
に
お
い
て
も
、
昭
和
七
年
身
延
少
年
消
防
隊
の
創

を
は
じ
め
と
し
て
、
昭
和



ノ
年
一
月
下
山
少
年
消
防
隊
、
昭
和
八
年
二
月
虫
問
少
年
消
防
隊
、
大
河
内
北
部
、
大

河
内
南
部
少
年
消
防
隊
等
の
設
立
を
見
て
い
る
。

峡
中
日
報
発
行
「
山
梨
消
防
現
勢
」

昭
和
十

一
年
版
に
身
延
少
年
消
防
隊
が
紹
介
さ

し
の

れ
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
の
全
文
を
脳
げ
当
時
の
活
動
状
況
を
偲
ぶ
こ
と
と
す
る
。

日
蓮
大
聖
人
の
霊
域
、
身
延
山
を
有
す
る
そ
の
身
延
町
は
教
育
上
に
於
て
も
峡
南
の
中
枢
で

あ
り
、
其
の
教
育
も
同
家
主
義
宗
教
の
感
化
に
よ
っ
て
愛
同
的
犠
牲
の
熱
血
を
以
て
鳴
る
の

だ
、
其
の
現
れ
の
一
と
し
て
身
延
小
学
校
の
少
年
消
防
隊
を
見
る
こ
と
が
山
来
る
。
校
長
を
総

裁
に
、
高
等
二
年
受
持
の
訓
導
を
隊
長
と
し
て
全
職
員
の
熱
心
指
導
の
下
に
尋
常
六
年
と
高
等

一
、
二
年
を
以
て
組
織
せ
る
此
の
消
防
隊
は
、
昭
和
七
年
の
創
立
以
来
、
定
め
ら
れ
た
る
訓
練

要
日
に
従
っ
て
熱
烈
に
之
を
実
行
し
奉
仕
的
活
動
に
専
念
す
る
は
勿
論
、
町
内
各
戸
の
か
ま
ど

の
検
査
を
行
な
い
、
町
消
防
と
共
に
そ
の
演
習
に
出
動
す
る
等
々
、
訓
練
の
熟
達
ぷ
り
と
秩
序

の
整
然
た
る
と
行
動
の
敏
活
さ
と
に
於
て
、
大
人
の
消
防
も
常
に
驚
嘆
す
る
程
の
実
績
を
示

し
、
時
王
愛
国
の
大
精
神
に
出
発
せ
る
挺
身
奉
仕
の
実
は
躍
々
と
し
て
表
別
さ
れ
、
以
て
模
範

少
年
消
防
隊
と
謡
は
れ
て
い
る
。

戦
後
、
消
防
組
織
法
、
消
防
法
等
の
公
布
に
よ
り
、
消
防
は
そ
の
本
来
の
使
命
述
成

に
向
っ
て
消
防
近
代
化
へ
の
歩
み
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十

五
年
十
二
月
、
少
年
時
代
か
ら
火
災
予
防
の
知
識
を
培
う
た
め
、
国

家

消

防

庁

か

ら

「
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
」
の
育
成
に
つ
い
て
指
示
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
本
県
に

お
い
て
は
、
県
と
県
教
育
委
員
会
が
協
力
、
極
力
組
織
の
指
導
に
努
め
た
結
果
、
全
県

的
に
普
及
組
織
さ
れ
た
が
、
本
町
で
は
、
各
小
学
校
に
お
い
て
し
ば
し
ば
防
火
訓
練
等

を
実
施
し
、
火
災
時
に
お
け
る
避
難
訓
練
、
救
護
訓
練
等
を
行
な
い
、
防
火
思
想
の
普

及
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
冬
季
の
火
災
多
発
時
に
お
い
て
は
、
部

落

毎

に

各

戸

を

巡

り
、
就
寝
前
の
ひ
と
と
き
を
「
火
の
用
心
、
火
の
元
に
注
怠
」
等
火
の
元
の
見
ま
わ
り

等
に
つ
い
て
家
々
の
注
意
を
う
な
が
し
て
川
っ
た
こ
と
も
、
少
年
消
防
隊
員
活
動
の
想

い
出
で
あ
る
。

公
設
消
防
の
整
備
化
さ
れ
た
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
す
べ
て
見
ら
れ
な
く
な

り
、
少
年
消
防
隊
の
組
織
も
な
く
な
っ
た
が
、
学
校
等
に
お
い
て
は

n主
的
な
立
場
に

お
い
て
、
避
難
救
護
等
の
訓
練
を
時
こ
応
じ
て
行
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
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防

第
三
節

火

災

と

消

防

本
町
の
火
災
で
記
録
に
残
る
火
災
は
、
主
と
し
て
下
山
地
区
お
よ
び
身
延
門
内
地
区

に
発
生
し
て
い
る
。

い
ん
し
ん

肯
来
股
賑
を
誇
っ
た
地
区
と
し
て
人
家
が
密
集
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
火

災
発
生
に
対
す
る
消
火
施
設
等
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
の
な
か
っ

た
時
代
の

こ

と

で
、
気
象
等
の
悪
条
件
下
に
発
生
し
た
火
災
に
つ
い
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
八
年
(
一
八
七
五
)
一
月
四
日
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
始
め
て
消
防
出
初
式

が
東
京
で
行
な
わ
れ
た
記
念
す
べ
き
日
で
あ
る
が
、
同
年

一
月
十
日
、
身
延
山
に
大
火

ぅ
ゅ
う

災
発
生
し
、
山
内
の
七
堂
伽
藍
こ
と
ご
と
く
烏
有
に
い附
し
た
。

ま
た
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
)
三
月
山
日
午
後
二
時
仲
町
よ
り
出
火
し
た
火
災
は

お
り
か
ら
の
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
仲
町
、
下
町
、
上
町
の
二

O
O戸
の
町
家
を
焼
き
尽

し
、
さ
ら
に
仮
三
門
と
、
こ
の
付
近
の
寺
院
の
多
く
も
全
焼
し
た
。
明
治
八
年
の
本
山

を
は
じ
め
数
多
く
支
院
等
を
焼
失
し
た
大
火
に
続
い
て
、
身
延
山
は
致
命
的
大
打
撃
を

う
け
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
身
延
山
は
、
阪
ら
れ
た
行
事
の
時
以
外
は
参
詣
客
も
少
な
く
現
代
と
は
ん
よ
く
比
較
に

な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
町
民
も
本
山
で
働
く
職
人
以
外
は
ほ
と
ん
ど
他
所
へ
働
き
に

出
る
か
、

山
仕
事
に
入
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
家
に
残
っ
て
い
る
婦

K
子
だ
け
で
は

到
氏
こ
の
大
火
を
防
ぐ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
大
火
で
家
財
を
失
っ
て
途
方
に
く
れ
身
延
を
離
れ
て
行
く
も
の
も
か
な
り
あ
っ
た
と
い

わ
れ
、
従
っ
て
そ
の
後
の
復
川
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
櫛
の
歯
が
抜
け
た
よ
う
な
さ
び
し
い

門
前
町
が
何
年
も
続
い
た
と
い
う
。
三
門
も
二
十
年
後
の
明
治
四
十
年
に
至
っ
て
漸
く
復
興
を

見
た
の
で
あ
る
。

と
教
報
み
の
ぶ
に
あ
る
。

明
治
二
十
九
年
(
一
八
九
六
)
の
下
山
に
発
生
し
た
火
災
は
、
焼
失
家
屋
八

O
O戸

と
称
さ
れ
、
今
に
至
る
も
下
山
大
火
の
悲
話
を
伝
え
て
い
る
。九

五
三



近
代
に
至
つ
て
は
昭
和
十
八
年
(
一
九
四
三
〉
の
下
山
大
工
町
の
大
火
(
焼
失
家
屋

五
O
戸
)
以
来
、
本
町
の
消
防
の
施
設
設
備
の
充
実
と
、
防
火
思
想
の
普
及
徹
底
と
に

よ
り
、
大
火
災
の
発
生
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
、
明
治
以
来
の
大
火
災

を
表
1
に
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

昭
恥
三
十
年
二
月
、
四
カ
町
村
合
併

以
来
、
消
防
の
機
械
化
、
施
設
設
備
、

内
容
の
充
実
強
化
に
つ
い
て
は
前
述
し

た
通
り
で
あ
り
、
防
火
思
想
の
普
及
徹

底
と
相
ま

っ
て
大
火
災
の
発
生
は
ほ
と

ん
ど
防
止
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
単

独
火
災
と
い
え
ど
も
年
々
損
害
額
の
増

大
し
て
い
る
こ
は
、
地
震

・
雷

・
火

事

・
親
父
の
言
柴
通
り
、
火
災
の
人
的

物
的
損
害
の
ど
ん
な
に
恐
し
い
も
の
で

あ
る
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。参
考
ま
で
に
、
最
近
七
年
間
の
火
災

第
十
編

治

安

と

消

防

統
計
を
表
2
に
掲
出
す
る
こ
と
と
す
る
。
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治
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近
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第
四
節

風
水
害
と
水
防

明
治
三
十
一
年
(
一
八
九
八
〉
九
月
県
下
に
襲
来
し
た
大
風
水
害
は
、
維
新
後
三
十

年
間
の
中
で
最
大
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
あ
り
、
当
時
の
山
梨
叫
ん
水
害
史
の
節

「
西
八
代
南
巨
摩
両
郡
水
害
実
記
」
を
見
る
と
、

ー
甲
州
大
平
原
に
環
流
す
る
大
小
幾
百
の
川
川
は
悉
く
西
八
代
南

U
・
呼
州
都
界
に
注
ぐ
、
之

を
漏
斗
と
見
れ
ば
巾
州
大
平
原
は
之
を
悩
斗
の
広
大
な
る
部
分
即
ち
朝
顔
形
を
為
せ
る
個
所
と

一言
う
ベ
く
、
笛
吹
、
釜
無
、
芦
川
三
川
の
合
流
点
は
比
ハ軸
と
見
る
ベ
し
。
而
し
て
い
わ
ゆ
る
・μ



土
川
と
名
、
、
つ
く
る
処
よ
り
以
下
は
正
に
漏
斗
の
故
も
狭
小
な
る
部
分
と
す
。
さ
れ
ば
一
朝
大
出

水
に
遭
へ
ば
三
川
合
流
地
点
は
丘
に
逆
流
と
な
り
停
滞
と
な
り
、
富
士
川
は
溢
れ
て
沿
岸
の
諸

川
絡
を
侵
附
す
る
は
説
を
待
た
ざ
る
処
と
す
l

は
ん
・
り
ん

と
あ
り
、
占
来
よ
り
峡
南
地
方
の
住
民
は
、
宮
士
川
の
氾
濫
に
よ
り
、
家
屋
を
失
い

田
畑
を
流
失
し
、
幾
星
霜
に
わ
た
る
長
い
苦
難
に
満
ち
た
生
活
に
堪
え
忍
ん
で
来
た
。

次
に
明
治
年
聞
に
お
け
る
水
当
の
状
況
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
大
正
年
代
の
三
カ
村

の
取
調
書
か
ら
引
用
す
る
。

下
山
村
取
調
書

(
大
正
五
年
六
川
二
十
四
日
)

明
治
三
十
一
年
の
大
法
瓜
耐
の
時
土
地
の
大
半
を
流
出
す
。

水
害
明
治
四
十
年
大
水
害

明
治
四
十
二
年
、
四
十
三
年
の
と
き
人
家
流
失
す
。

豊
岡
村
取
調
書

(
大
正
五
年
六
川
二
十
日
〉

明
治
二
十
二
年
以
来
、
波
木
井
川
出
水
の
た
め
、
小
田
船
原
耕
地
人
家
流
亡
の
為
め
現
に
川

敷
と
な
り
、
身
延
住
環
大
山
壊
を
来
た
し
、

現
に
路
線
変
更
計
画
中
な
り
。

第
二
章
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大
河
内
村
取
調
書

(
大
川
内
村
長

野
弥
三
郎
大
正
五
年
九
月
七
日
〉

古
老
は
子
年
の
大
水
と
し
て
伝
う
。
さ
れ

ど
明
治
三
十
年
、
同
四
十
年
、
同
四
十
三
年

の
洪
水
の
如
き
は
溢
に
そ
れ
以
上
な
り
し
な

ハノ。
こ
う
し
た
厳
し
い
風
土
の
巾
で
、
毎

年
の
よ
う
に
襲
来
す
る
台
風
に
備
え
、

富
士
川
の
大
洪
水
に
立
ち
向
い
、
警
鐘

一
打
敢
然
と
し
て
水
防
の
任
務
に
挺
身

し
た
消
防
組
の
活
躍
は
、
地
域
住
民
の

災
吉
を
防
止
し
被
害
を
軽
減
す
る
上

に
、
計
り
知
れ
ぬ
大
き
な
功
績
を
打
ち
立
て
て
来
た
の
で
あ
る
。

以
下
本
町
に
お
け
る
風
水
害
の
記
録
と
、
水
防
活
動
の
あ
と
を
た
ど

っ
て
み
る
こ
と

と
す
る
。

本
町
の
風
水
害
と
水
防
活
動

ま
ず
明
治
以
来
の
主
た
る
風
水
害
を
あ
げ
る
と
次
表
の
通
り
で
あ
り
、
特
に
昭
和
年

代
に
お
い
て
は
、
間
利
三
十
四
年
の
台
風
七
号
と
昭
和
四
十
一
年
の
台
風
二
十
六
け
の

大
災
害
は
、
本
町
水
害
史
の
中
で
最
も
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
長

く
記
録
に
残
る
水
害
と
い
え
よ
う
。

明
治
以
来
の
主
な
る
風
水
害

松

11 
赤fI日U 和昭 和昭 和昭 昭和

治四明

o 八治問f1珂ド
治明 治明 治明 治明

生発 I 

王/四-iL 三 /四、
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治
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防

発

生

年

月

日

災

宙一口

状

b~ 

昭
和
一
一
一
六
年
一

O
月

台
風
六
リ
民
米
出
土
川
大
洪
水

台
風
二
六
号
交
通
機
凶
一
切
途
絶
、
木
町
有
史
以
来
ノ
大
被

宝
日
ヲ
再
又
ク

昭
和
四
一
年
九
月
二
五
日

時Ij同

九
五
六

最
近
十
年
間
の
水
害
統
計
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建
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課
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一一、

身
延
町
水
防
問
の
編
成
と
活
動

戦
前
の
木
県
水
防
活
動
は
、
主
と
し
て
消
防
組
、
警
防
同
が
そ
の
任
務
を
遂
行
し
て

き
た
。
主
な
る
関
係
法
令
を
列
記
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

一

明

治

二

三

年

一

本

利

組

合

条

令

一

法

第

四

六

号

一

一

7

四
一
丘
水
利
組
合
法
一
法
第
五

O
号
一
普
通
水
利
組
合
と
水
害
予
防
相
合
と
二
つ
に
大
別

一

7

一
一九
年
有

川

法
一
法
第
七
一
号
一
そ
の
一
郎
に
水
防
法
を
兼
ね
る
一

戦
後
、
川
町
和
二
十
四
年
六
月
四
円
、
法
伴
第
一
九
三
号
に
よ
る
水
防
法
の
公
布
に
よ

り
、
水
防
制
度
の
統
一
と
、
水
防
活
動
に
対
す
る
法
的
法
礎
が
椛
立
さ
れ
、
消
防
団
は

水
害
時
に
お
い
て
は
直
ち
に
水
防
団
と
し
て
山
勤
し
、
規
律
あ
る
部
隊
行
動
を
も
っ

て
、
災
害
の
防
止
に
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

水
防
法
は
そ
の
第
一
条
に
「
こ
の
法
作
は
、
洪
水
又
は
古
川
湖
に
際
し
、
水
災
を
警
戒

し、

防
ぎ
ょ
し
、
及
び
こ
れ
に
肉
る
被
害
を
怪
減
し
、
も
っ
て
公
共
の
安
全
を
保
持
す

る
こ
と
を
け
的
と
す
る
」
と
あ
り
、
第
一
京
総
則
(
第
一
条
|
第
二
条
)
、
第
二
市
水
防

組
織

(
m
z
条
l
第
八
条
)
、
第
三
章
水
防
活
動
(
第
九
条
l
m二
十
阿
条
)
、

第
四
市
指

定
水
防
特

um団
体
の
組
織
及
び
活
動
(
第
二
十
五
条
l
m宅
十
条
)
、

第
冗
章
費
用
の
負

担
及
び
補
助
(
第
三
十
二
条
|
第
三
十
竺
条
の
二〉

、
第
六
市
雑
川

(
第
三
十
四
条
|
第
三
十

七
条
)
、

第
七
世
罰
則
(
第
三
十
八
条
1
m阿
十
条
〉
か
ら
な
り
、
水
防
活
動
に
つ
い
て

細
か
く
規
定
し
て
い
る
。

次
に
mm
和
三
L
l
=

一
年
当
時
に
お
け
る
木
町
水
防
団
の
機
構
表
を
一爪
し
参
考
と
す
る。

身
延
町
水
防
機
構
表
(
昭
和
三
卜
三
年〉

第
一
去

そ
の
一

身
延
町
水
防
作
業
隊
編
成
友

事
務
機
構

町広

|坊

管

理

長行

↓ 

水

防

事

務

主

任

一

↓

一

水

防

書

記

一

総

務

課

長

一

一

総

務

課

消

防

ト

トぃ任

一

第
二
章

il~ 

防

そ
の

作
業
隊
組
織
編
成
去

第
一
作
業
隊
長

H

刷
隊
長

釘
二
作
た
隊
長

H

一
川
隊
長

第
三
作
業
隊
長

リ
制
川
診
小
三
人

ー

h
ド

i

第
間
作
業
隊
H
K

H

削
除
r
k

第
二
表

洪
本
情
況
通
報
機
梢
表

(
域
協
U
Aー

(
作
品
に)
↑
げ
リ
・
〈

・
刑
本
e
z
J

、

閉山

E
f
L

川

l

L

隊
只

一
七

O
名

隊
只
三
五

O
名

隊
只
-
じ

O
名

除
以
二
一
五
O
名

ト

山

分

H

「ド
山
之
所
-

身

M
刊
一
分
川

爪
[
l巾
v一
本
山

C.r， 

|川|刈
ムι
ゆi分

fll 

で)¥.

~~ inJ 
1I、JIJ~ 
立分

吐ト11

九
五
七

。
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第
十
編

治

安

と

消

防

第
三
表

身
延
町
水
防
本
部
編
成
表

ー
情
報
連
絡
係
長

一
(
土
木
課
長
)

一
|
水
防
隊
長
(
町
長
)
|
一

身
延
町
水
防
本
部
l
一l
副
水
防
隊
長
(
同
長
)

一
本
部
付

|

総

務

課

長

消

防

主

任

救

護

係

長

(
厚
生
課
長
〉

ー

資

材

係

長

(
収
入
役
)

ー

庶

務

係

長

ー
ー
(
経
済
課
長
)

一、

身
延
町
水
防
協
議
会
と
水
防
計
画

四書
名記

書
記
二
名

二書
名記

ーヨ主

名記

昭
和
三
十
七
年
十
月
十
日
、
条
例
第
三
十
二
号
に
よ
り
、
身
延
町
水
防
協
議
会
が
設

置
さ
れ
、
身
延
町
地
域
の
水
防
計
画
を
作
成
し
、

一
朝
有
時
の
際
に
お
け
る
水
防
活
動

に
万
全
を
則
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

次
に
そ
の
概
要
を
の
ベ
る
。

身
延
町
水
防
協
議
会
条
例

(
抜
粋
〉

(
H的
)

第
一
条
水
防
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

九
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
身

延
町
水
防
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
所
常
事
務
)

第
二
条
水
防
協
議
会
は
、
身
延
町
地
域
の
水
防
計
両
の
作
成
そ
の
他
水
防
に
関
し
必
要
な
事

項
を
調
査
審
議
す
る
。

2
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す

る
事
務
。

第
三
条
(
会
長
及
び
委
員
)

第
四
条
(
議
事
等
)

略略

次
に
昭
和
四
十
二
年
度
身
延
町
水
防
計
同
書
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
記
述
す
る
。

九
五
八

昭
和
四
十
二
年
度
身
延
町
水
防
計
画
書

第
一
章

こ
の
計
画
は
、
水
防
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
防
事
業
の
調
整
及
び
そ
の
円
滑

な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
頃
を
規
定
し
、
も
っ
て
町
内
の
洪
水
に
よ
る
水
害
を
作
成
し
、
こ
れ

に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
事
を
日
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
水
防
組
織
)

水
防
管
理
同
体

水
防
管
理
団
体
は
、
そ
の
区
内
の
河
川
で
水
防
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
を
今
成
防
ぎ
ょ
と
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
為
消
防
機
関
ぷ
防
凶
を
組
織
し
て
お
く
。

水
防
機
構

組
織
系
統

ー
ー
が
山山車内五小

s
Ih
可

1
4
，dI

各
係
員
に
対
す
る
召
集
、
水
防
資
材
の
調
達
並
び

に
輸
送
、
休
養
、
糧
株
に
必
要
な
一
般
庶
務
。

ー
辿
紡
係

被
害
状
況
、
気
象
等
の
調
査
収
集
。

防
部
長

_1-

il 品
指栴
開 1山

官 1守

ー
交
通
係

交
通
不
能
個
所
の
情
報
、
連
絡
、
広
報
そ
の
他
山

水
時
の
交
通
に
関
す
る
こ
と
。

情
報
に
応
じ
て
の
緊
急
対
策
の
州
立
、
水
防
工
法

の
技
術
指
導
。

ー
企
画
係

2 

連
絡
系
統
図



3 

組
織
表

11 11 11 
理体団管z紡k延身町 体名団

大河分内団身延町消防団 分団岡陸延身町消防団 延身分団延身町消防団 下分山団延身町消防団
団

名
水防団

常非勤常勤 常非勤常勤 非常勤常勤 非常勤常勤 団
消防団

貝

八
四O 。。 -七0 

数
三O

キ一円f大河l内H -円村1岡盟日 -円延町身l日 一門村下旧山 所管域区

長戸111渡主)11 柄桑)11 椿)11 護I松11士y宮11 
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不大矢富早

j名河11 沢城叉土 動沢士 要

)11)11)11)11)11 沢沢)11) 11) 11 
水

左右岸 岸右左右岸左右岸岸左右左岸 左右岸岸左右右岸左岸左右岸右 左右岸右岸左右岸左右岸 詰岸岸主岸右岸岸右
所箇 防

!ト延長
河

一、 、、 、一、 一、

おおお 語353六0000三00O0 0 言語3、ノーレノ〆メ「
)11 

水
防
区
域
の
重
要
度

出
動
及
作
業

隣
接
町
村
と
の
協
定
に
よ
る
協
力
事
項

水
防
訓
練

そ
の
他

(略
)

(
略
)

ハ
略
)

(
略
)

(
略
)

四

身
延
町
防
災
対
策
と
そ
の
活
動

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
八
日
、
法
律
第
一
一
八
号
に
よ
っ
て
「
災
害
救
助
法
L

が
公

布
さ
れ
た
。

そ
の
第
一
条
に
は

第
二
章

消

防

こ
の
法
律
は
、
災
害
に
際
し
て
、
同
が
地
方
公
共
団
体
、
日
本
赤
十
字
社
そ
の
他
の
問
休
及

び
国
民
の
協
力
の
下
に
、
応
急
的
に
、
必
要
な
救
助
を
行
な
い
、
災
害
に
か
か
っ
た
者
の
保
護

と
社
会
の
秩
序
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

と
あ
り
、
第
一
章
総
則
、
第
二
章
救
助
、
第
三
章
費
用
、
第
四
章
罰
則
か
ら
成
り
、

全
文
四
十
八
条
に
お
よ
ん
で
い
る
。
本
法
の
公
布
に
よ
り
、
国
が
災
害
に
か
か
っ
た
者

の
保
護
と
救
助
に
温
い
手
を
差
し
延
べ
る
こ
と
と
な
り
、
不
時
の
大
災
害
を
受
け
た
者

も
、
復
興
と
再
生
へ
の
希
唱
を
持

っ
て
力
強
く
立
ち
上
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
木
町
に
お
い
て
も
、
昭
和
三
十
四
年
八
月
台
風
七
号
と
昭
和
四
十
一
年
九
月
の
台

風
二
十
六
号
の
大
災
害
に
は
本
法
の
適
用
を
受
け
、
被
害
者
の
救
済
に
、
荒
廃
し
た
郷

土
の
復
旧
に
、

め
ざ
ま
し
い
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
六
年
十
一

月
十
五
日
、
法
律
第
二
二
三
号
に
よ
っ
て
「
災
害

対

策

基

本

法
」
が
公
布
さ
れ
、
災
害
に
対
す
る
基
本
的
行
政
が
確
立
し
た
。

そ
の
第
一
条

(目
的
)
に

こ
の
法
律
は
、
国
土
並
び
に
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
、

防
災
に
関
し
、
園
、
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
他
の
公
共
機
関
を
通
じ
て
必
要
な
体
制
を
確
立

し
、
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
防
災
計
両
の
作
成
、
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対

策
、
災
害
復
旧
お
よ
び
防
災
に
関
す
る
財
政
金
融
措
附
、
そ
の
他
必
要
な
災
害
対
策
の
基
本
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
防
災
行
政
の
整
備
及
び
推
進
を
図
り
、
も
っ
て

社
会
の
秩
序
の
維
持
と
公
共
の
福
祉
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

と
あ
る
。

国
は
ま
た
、
昭
和
三
十
五
年
に
、
災
害
に
対
す
る
国
民
の
認
識
を
深
め
、
災
害
に
対

処
す
る
準
備
を
固
め
る
目
的
を
も
っ
て
、
毎
年
の
九
月
一
日
を
「
防
災
の
日
」

に
定

め
、
不
時
の
災
害
に
そ
な
え
る
心
が
ま
え
を
養
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
町
に
お
い
て

も
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
水
防
訓
練
等
を
行
な
い
、
一
朝
有
事
の
際
に
そ
な
え
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
本
町
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
十
日
条
例
第
二
十
九
号
に
よ

り、

身
延
町
防
災
会
議
条
例
を
制
定
公
布
し
て
、
防
災
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
概
要
を
記
述
す
る
。

九
五
九



第
十
編

治

安

と

消

防

身
延
町
防
災
会
議
条
例

(
日
的
)

釘
一
条
こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
基
木
法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
延
町
防

災
会
議
(
以
下
「
防
災
会
議
」
と
い
う
〉
の
所
掌
事
務
及
び
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
日
的
と

す
る
。
(
所
掌
事
務
)

第
二
条
防
災
会
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
、
占
身
延
町
地
域
防
災
計
画
を
作
成
し
及
び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
。

二
、
身
延
町
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
に
関
す
る
情
報

を
収
集
す
る
こ
と
。

三
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
き
政
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に

属
す
る
事
務
。

(
会
長
及
び
委
只
)

第
三
条
(
略
)

(
専
門
委
員
)

第
四
条
(
略
)

(
議
事
等
)

第
五
条
ハ
略
)

等
か
ら
な
り
、
防
災
計
両
を
作
成
実
施
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
吏
に
昭
和
三
十
七
年
十

月
十
円、

条
例
第
三
十
号
に
よ
り
、
身
延
町
災
害
対
策
木
部
条
例
を
公
布
し、

対
策
木
部
を
組

織
し
て
い
る
。

木
条
例
の
概
要
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

身
延
町
災
害
対
策
本
部
条
例

(目
的
)

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
延
町

災
害
対
策
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
事
を
日
的
と
す
る
。

(
組
織
)

第
二
条
災
害
対
策
本
部
長
は
、
災
害
対
策
木
部
の
事
務
を
総
括
し、

所
部
の
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
。

2

災
害
対
策
副
木
部
長
は
、
災
害
対
策
木
部
長
を
助
け
、
災
害
対
策
木
部
長
に
事
故
あ
る
と

九
六
O

き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

3

災
害
対
策
本
部
長
は
、
災
害
対
策
本
部
長
の
命
を
受
け
、
災
害
対
策
木
部
の
事
務
に
従
事

す
る
。
(
部
)

第
三
条
ハ
略
)

(
雑
則
)

第
四
条
(
略
〉

等
か
ら
な
り
、
災
害
対
策
木
部
の
機
構
を
定
め
、
常
時
防
災
に
対
す
る
体
制
の
務
怖

を
行
な
っ
て
い
る
。

(1) 

身

延
町
災
害
対
策
木
部
の
編
成

下
部
長
一
i
一一時

d
Z
P事告一一|一課

収

入

役

一

教

育

長

一

町
誌
編
纂
宅
長
一

総

務

課

長

一

住

民

課

長

|

-

産
業
観
光
課
長
一

建

設

課

長

一

税

務

課

長

一

企

画

課

長

一

議
会
事
務
局
長
一

各
係

(庁内各係〉

(2) 

警
報
の
種
類

気 気象注意報 気

象

係一火災関… 係凍霜関 ;係防関水

象
区

言!守 '情
分

幸R 報

風暴雨 j強凡
ぷ;::r，円、' 
風雨 しjそ台A 

奥富等flfu 
大 体的主の他

I，'j!?: 

風雪暴
洪水

報

大雨
注意報のカあミL 

占、官'f 

雪声大守質T 

洪水等

注意報ヵあのる: 

の

る

報注bあの窓t 

内
の

警報カあミ

廿行h

る
る。

お



(3) 

注
立
報
、
警
報
の
基
準
(
山
梨
県
防
災
計
画
よ
り
)

異 積 雨 風

常

乾

燥 雪 LJ1 iL 辿

一 上口 冬夏。
ち量雨¥ 秒毎、秒毎

注
cm 

上以

五O
ヱr乙山士己宅、

mm  

上以上以 報

。上日 秒4iJ 
雨量カL 

初t当雪zcm 

上以
。
m 

上以
幸良

注報
制打

で

災気象通報火 考

(4) 

県
庁
内
部
の
伝
達
系
統
(
山
梨
県
防
災
計
画
よ
り
)

第
二
章

山口、d'
a

同J

(5) 

配
備
の
基
準

配第 備円。 二第 備配 aff 
穐

~lj 

2 1 2 1 2 1 

両日

備

時

期

2 1 2 1 
配

する長逐次本部じ課長は各、す集中る害活動災、 4情

の

に況状 全力をに 要

報告応に 領

2 1 

増減すてる。謀人数は各長配備つに、集する。部木員は、

円日

人

に職員く 木部 貝

おいの 参に たVこ

(
注
)
災
害
の
規
模
及
び
特
性
に
応
じ
こ
の
基
準
に
よ
り
が
た
い
と
認
め
た
と
き
は
臨
機
応
変

の
配
備
体
制
を
整
え
る
。

な
お
、
防
災
活
動
に
つ
い
て
は
、
本
町
防
災
会
議
条
例
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
い

て
、
身
延
町
防
災
会
議
運
営
安
飢
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
万
全
の
措
置
を
講
じ
て
い

る。
次
に
昭
和
四
十
三
年
度
、
身
延
町
地
域
防
災
計
画
書
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
と
す

る。

昭
和
四
十
三
年
度
身
延
町
地
域
防
災
計
画
書

第
一
章
総
則

第
一
節
目
的

こ
の
計
画
は
、
災
害
対
策
基
木
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
身
延
町
の
地
域
に
係
る
災
宝
円

身
延
町
防
災
会
議

九
六



tx~ 
十
*~Ili 

治

安

と

消

防

対
策
に
闘
し
、

ゑ
り
『
Q

。

お
お
む
ね
次
の
事
.
唄
に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て
防
災
の
万
全
を
期
す
る
も
の
で

ー
、
町
の
.
弘
域
内
に
お
け
る
公
共
川
休
そ
の
他
防
災
上
直
要
な
施
設
の
管
理
者
の
処
理
す
べ
き

事
務
ま
た
は
大
綱

2
、
防
災
地
設
の
新
設
又
は
改
良
、

害
予
防
に
闘
す
る
事
項
別
の
計
画

3
、
災
害
に
闘
す
る
予
報
又
は
詐
報
の
発
令
、
伝
達
、
避
難
、
消
火
、
水
防
救
助
及
び
衛
生
そ

の
他
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
事
項
別
計
同

4
、
そ
の
他
必
要
な
計
両

第
二
節
防
災
機
関
の
処
理
す
べ
き
事
務
ま
た
は
業
務

第
三
節
町
の
地
勢
と
災
害
記
録

第
二
草
災
害
予
防
計
州

第
一
郎
防
災
訓
練
計
両

約
二
節
防
災
知
識
普
及
計
画

第
三
市
災
害
応
急
対
策

第
一
節
組
織
計
阿

第
二
節

職

員
の
配
山
及
び
動
員
計
阿

第
三
郎
気
象
の
予
報
及
び
件
報
伝
達
計
回

第
阿
節
被
害
報
告
計
岡

第
五
節
広
報
計
阿

第
六
節
避
難
計
岡

第
七
節
医
療
防
疫
計
阿

第
八
節
食
糧
計
州

第
九
節
輸
送
計
州

第
十
郎
消
防
計
州

第
十
一
節
本
防
計
同

第
十
二
郎
障
害
物
除
去
計
同

第
十
三
節
教
育
計
同

防
災
の
た
め
の
調
査
研
究
、
教
育
及
び
訓
練
そ
の
他
の
災

円
衛
隊
派
遣
要
請
計
画

災
害
復
川
計
州

以
上
本
町
の
地
域
防
災
計
阿
は
、

第
十
四
節

第
四
市

一
分
の
す
き
も
な
い
綿
棺
さ
を
も
っ
て
、
周
到
に

組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

九
六
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五、

総
合
防
災
訓
練
の
実
施
と
そ
の
意
義

昭
和
凶
イ
三
年
五
月
二
十
九
日
、
身
延
町
は
県
と
共
催
の
下
に
、
山
梨
県
総
介
防
災

訓
練
を
大
野
の
富
士
川
河
原
で
実
施
し
、
実
戦
さ
な
が
ら
の
猛
訓
練
を
行
な
っ
た
。
台

風

O
号
の
襲
来
に
よ
り
、
集
中
豪
雨
と
富
士
川
の
大
洪
水
に
身
延
町
一
帯
は
甚
大
な
る

災
害
が
発
生
し
て
い
る
、
と
の
想
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
訓
練
の
日
的
は
「
災
害
対
策
基
本
法
及
び
山
梨
県
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、

各
種
災
許
刻
策
の
実
施
に
習
熟
し
、
防
災
関
係
機
関
相
互
の
協
力
体
制
を
緊
密
に
す
る

と
と
も
に
、
町
民
の
防
災
に
対
す
る
理
解
と
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
る
」
を
ね
ら
い
と

し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
訓
練
の
参
加
団
体
は
、
地
元
身
延
町
消
防
団
を
始
め
、
婦
人
消
防
後
援
隊
、
婦
人

会
、
町
職
員
ら
七

O
O人
、
県
警
本
部
、
日
赤
山
梨
県
本
部
、
円
衛
隊
、
電
々
公
社
、

東
京
電
力
、
山
知
職
員
、
各
市
町
村
消
防
関
係
者
等
、
あ
わ
せ
て
一

、
五

O
O人
、
富
士

川
河
畔
に
繰
り
広
げ
た
防
災
訓
練
は
、
小
・
中
学
生
な
ど
二
、

0
0
0人
の
見
学
者
に

深
い
感
銘
を
与
え
た
。

そ
の
訓
練
項
目
は
、
水
防
訓
練
、
消
防
訓
練
、
各
種
救
助
訓
練
、
警
備
訓
練
、
各
種

支
援
訓
練
、
通
信
施
設
復
旧
訓
練
、
電
力
施
設
復
旧
訓
練
等
多
彩
に
わ
た
り
、
身
延
町

防
災
計
州
の
先
壁
を
期
す
る
上
に
、
所
期
の
成
果
を
十
二
分
に
発
間
作
す
る
こ
と
が
で
き

た。

第
五
節

消
防
近
代
化
へ
の
胎
動

昭
和
四
十
四
年
四
月
を
期
し
て
消
防
団
員
へ
の
定
数
削
減
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
町
議
会
に
お
い
て
も
「
消
防
近
代
化
研
究
特
別
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
消
防
の

近
代
化

へ
の
諸
問
題
に
つ
い
て
鋭
意
調
査
研
究
を
進
め
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
二
十
八

日
年
度
末
議
会
に
お
い
て
「
消
防
近
代
化
に
つ
い
て
の
意
見
書
」
を
満
場
一
致
議
決
す

第
二
章

?自

防

る
に
至
っ

た
。

左
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

消
防
近
代
化
に
つ
い
て
の
意
見
書

進
行
す
る
過
疎
現
象
、
流
出
す
る
若
い
労
働
力
、
兼
業
化
の
増
大
等
々
、
社
会
的
条
件
の
大

き
な
変
動
は
木
町
に
と
っ
て
も
例
外
で
は
な
く
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
歴

史
と
伝
統
を
持
つ
自
治
体
消
防
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
衆
回

の
認
め
る
所
で
あ
る
。

本
町
に
お
い
て
も
、
か
ね
て
よ
り
こ
の
問

題
に
関
心
が
尚
ま
り
、

m和
四
十
一
年
に
は

町
独
'
け
の
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
条
例
の
制
定
が

全
同
に
さ
き
が
け
て
行
な
わ
れ
、
阿
十
二
年

度
に
は
消
防
同
比
を
九

O
七
名
よ
り
六
一
八

名
に
削
減
し
、
少
数
精
鋭
化
を
は
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
消
防
近
代
化
は
単
に
消

防
同
封
の
減
兵
に
よ
っ
て
目
的
が
達
せ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
技
々
が
院
か
れ
て
い
る
社
会
的
条
件
に
泊
」
め
し
た
強
力
に
し
て
有
効

な
消
防
の
組
織
、
機
構
、
い公的
、
運
引
け
を
実
現
し
、
か
つ
今
後
長
期
に
一
見
る
見
通
し
の
上
に
立

っ
て
そ
の
在
り
方
が
研
究
さ
れ
、
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

町
議
会
は
こ
の
よ
う
な
観
点
よ
り
、
町
消
防
の
現
状
を
考
え
、
先
進
町
村
の
い
や
例
や
成
果
も

取
り
入
れ
つ
つ
、
当
面
必
要
な
対
策
及
び
町
の
長
期
建
設
計
画
の
巾
に
生
か
し
て
行
く
べ
き
珪
同

問
題
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
芯
比
を
提
山
し
、
町
当
局
の
一
層
の
努
力
を
要
唱
一
す
る
も
の
す

あ
る
。

旅館の防火診断

全
国
的
に
も
非
常
勤
消
防
の
体
質
の
改
背

と
近
代
化
、
広
域
化
、
精
鋭
化
が
叫
ば
れ
、

減
只
に
作
う
装
備
面
、
組
織
面
で
の
改
革

ゃ
、
半
常
設
的
ル
雫
常
設
的
消
防
態
勢
へ
の

前
進
、
同
口
此
処
遇
の
改
善
、
生
活
環
境
の
変

化
に
対
応
す
る
消
防
力
の
科
学
化
、
機
動
化

も
促
進
さ
れ
、
法
的
措
れ
も
な
さ
れ
つ
つ
あ

る。

九
六



釘
十
期日

治

安

と

消

防

付

木
部
機
動
隊
の
設
世
に
つ
い
て

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
前
議
会
に
お
い
て
巾
間
報
告
と
し
て
当
局
に
要
望
し
た
が
、
改
め
て

述
べ
る
。
既
に
附
和
三
十
六
年
の
消
防
庁
通
達
に
よ
り
、
人
口
五
千
以
上
の
密
集
地
帯
に
お
い

て
は
常
備
的
消
防
を
設
け
る
よ
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
多
数
の
町
村
が
従
来
の
非
常

勤
消
防
に
の
み
依
存
す
る
あ
り
方
か
ら
一
歩
前
進
し
て
、
常
備
的
消
防
力
の
育
成
に
踏
み
切
り

つ
L
あ
る
批
状
で
あ
る
。

本
町
に
お
い
て
も
田
口
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
社
会
的
条
件
に
よ
り
非
常
勤
消
防
団
は
弱
体
化
し

つ
ふ
あ
り
、
昼
間
に
お
い
て
特
に
そ
の
現
象
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
過
疎
化
の
半
面
町
中
心

部
に
は
小
規
模
な
が
ら
都
市
化
と
も
い
う
べ
き
集
中
現
象
が
進
み
つ

ふ
あ
り
、
貴
重
な
宗
教
的

文
化
財
と
し
て
の
'
持
延
本
山
を
も
守
護
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
木
町
の
立
場
を
思
う
と
き
、
当

然
自
治
体
の
任
務
と
し
て
消
防
法
第
六
条
に
も
規
定
さ
れ
た
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、
専
門

化
さ
れ
た
常
的
的
消
防
力
設
内
の
時
期
が
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

勿
論
、
地
域
の
川
有
の
条
件
か
ら
考
え
、
風
水
害
、
山
林
火
災
等
に
も
有
効
に
対
処
で
き
る

非
常
勤
的
山
主
防
衛
力
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
が
充
実
の
必
要
性
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
今
後
の
在
る
べ
き
姿
と
し
て
は
、
両
者
の
相
互
協
力
運
常
に
よ
っ
て
初
め
て
実
情
に
即

し
た
、
住
民
に
信
頼
さ
れ
る
消
防
力
が
椛
保
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω
m和
四
十
四
年
度
よ
り
、
消
防
同
長
山
属
の
木
部
機
動
隊
を
設
置
し
、
所
要
の
条
例
、

問
規
則
改
正
、
予
鈍
化
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

ァ
、
本
部
機
動
隊
は
隊
長
の
ほ
か
、
町
職
員
巾
よ
り
三
十
五
歳
以
下
、
普
通
以
上
の
運
転
免

許
所
有
者
で
あ
る
迎
任
者
二
十
一
名
を
以
て
如
織
し
、
昼
間
(
在
庁
時
間
)
は
七
名
づ
っ

=
一
班
編
成
と
し
交
代
勤
務
に
よ
り
出
動
態
勢
を
と
る
。
夜
間
は
二
十
一
名
が
一
名
づ
っ
杭

山
し
、
有
事
の
際
は
、
役
場
周
辺
在
住
の
隊
員
八
名
を
夜
間
塔
乗
要
員
と
し
て
指
名
し
て

お
き
、
通
報
に
よ
り
九
名
を
も
っ
て
出
動
す
る
。

そ
の
他
の
隊
員
は
現
場
で
合
流
す
る
。
夜
間
出
動
の
際
の
指
揮
は
当
凶
者
が
、
円
何
問
の

際
は
庇
長
が
と
り
、
隊
長
に
引
き
つ
ぐ
も
の
と
す
る
。

ィ
、
隊
員
の
柄
山
に
つ
い
て
は
子
当
を
支
給
し
、
出
動
に
つ
い
て
は
一
般
団
只
同
様
と
す

る。

ゥ
、
隊
員
は
所
属
部
よ
り
離
籍
し
、
機
動
隊
に
専
属
す
る
も
の
と
す
る
。

ェ
、
機
動
隊
に
は
化
学
消
火
装
置
を
備
え
た
ポ
ン
プ
日
動
車
を
備
え
、
強
力
な
現
場
司
令
用

拡
戸
機
投
光
装
医
、
汗
色
し
た
予
備
ホ
l
ス
等
の
原
材
を
塔
載
す
る
。

ォ
、
車
州
、
約
凶
a

一
常
生
ザ
を
建
設
す
る
。

九
六
四

ヵ
、
右
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
町
職
員
の
充
分
な
理
解
と
協
力
を
得
て
行
な
う
べ
き
で
あ

る。

。今
後
の
消
防
近
代
化
に
つ
い
て

常
備
部
設
置
と
共
に
町
建
設
計
画
の
一
環
と
し
て
計
画
的
、
段
附
的
に
推
進
す
べ
き
方
策
は

非
常
に
多
い
が
、
主
な
も
の
を
列
挙
す
る
。

ω
定
数
、
原
則
と
し
て
山
動
可
能
な
実
数
を
も
っ
て
定
数
と
し
、
い
わ
ゆ
る
出
初
め
問
れ

は
整
理
す
る
。

ァ
、
当
面
、
機
動
隊
発
足
に
作
い
、
定
数
は
五
百
名
程
度
に
減
員
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ィ
、
退
団
年
限
は
今
後
三
十
五
歳
ま
で
引
下
げ
る
べ
き
だ
が
、
地
区
の
実
状
に
よ
っ
て
は
例

外
も
認
め
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

ゥ
、
将
来
、
常
備
部
の
強
化
に
伴
い
、
更
に
妥
当
な
線
ま
で
減
員
し
、
質
的
向
上
、
精
鋭
化

を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

ω
機
構

ァ
、
部
の
統
廃
合
を
実
情
に
即
し
て
行
な
い
、
広
域
化
、
能
率
化
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

イ
、
木
問
、
分
団
の
機
構
改
革
を
行
な
い
、
役
員
の
減
員
、
機
椛
の
簡
素
化
を
は
か
る
べ
き

で
あ
る
。
将
来
、
分
団
は
廃
止
さ
れ
、
木
部
直
結
の
形
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

ゥ
、
役
員
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
も
人
材
木
位
と
し
、
地
区
持
ち
同
り
の
よ
う
な
悩
例
は
改

め
た
い
。

ェ
、
顧
問
は
現
在
条
例
に
も
規
則
に
も
何
等
規
定
が
な
く
、
慣
例
的
に
く
り
上
げ
補
充
さ
れ

無
任
期
、
無
定
員
の
観
が
あ
る
。
叉
、

一
部
に
は
現
場
に
お
い
て
指
導
命
令
系
統
に
影
響

を
与
え
る
事
例
も
見
ら
れ
、
現
役
幹
部
よ
り
批
判
も
出
て
い
る
。

こ
の
際
、
顧
問
制
度
を
批
判
的
に
再
検
討
し
、
も
し
必
要
性
が
あ
る
な
ら
ば
法
的
に
も

そ
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
、
任
期
一
年
程
度
と
し
て
、
あ
く
ま
で
経
験
を
生
か
し
た
助

言
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

ォ
、
今
後
、
政
令
改
正
に
よ
り
消
防
署
設
置
基
準
の
緩
和
、
観
光
地
に
対
す
る
特
例
等
が
尖

現
し
、
同
の
補
助
等
の
条
件
が
整
っ
た
場
合
に
は
、
積
極
的
に
消
防
署
設
位
を
は
か
る
べ

き
で
あ
る
。

ω
装
備
に
つ
い
て

ア
、
今
後
の
装
備
充
実
の
電
点
を
水
利
の
強
化
に
お
き
、
辺
地
部
落
に
至
る
ま
で
四

O
立
方

メ
ー
ト
ル
程
度
の
貯
水
池
を
完
備
し
、
消
火
経
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。



ィ
、
こ
の
た
め
、
現
在
実
質
四
割
以
ヒ
地
元
ね
担
と
な
っ
て
い
る
実
情
を
軽
減
し
、
園
、
県

補
助
を
除
く
額
の
少
な
く
と
も
じ
割
程
度
を
町
が
負
担
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ゥ
、
現
在
以
上
部
の
'
日
動
車
ポ
ン
プ
の
明
設
は
行
な
わ
ず
、
部
落
に
お
い
て
は
可
搬
式
ポ
ン

プ
に
よ
る
自
衛
を
主
眼
と
す
る
。

ェ
、
木
部
よ
り
各
地
域
へ
又
現
場
に
お
け
る
辿
絡
を
完
全
に
す
す
め
る
た
め
の
無
線
機
、
ト

ラ
ン
シ

ー
バ
ー
等
の
述
絡
掠
材
を
充
実
し
、
火
災
は
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
天
災
地
変
、
混

乱
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

ω
消
防
予
算
に
つ
い
て

常
設
部
充
実
に
伴
う
一
時
的
噌
加
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
団
員
の
減
少
、
機
構
の
合
理

化
に
よ
る
予
算
の
節
減
を
則
す
る
が
、
一
方
向
員
処
遇
の
改
善
、
住
民
の
負
担
軽
減
、
装
備
の

近
代
化
等
の
増
額
要
附
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
お
お
む
ね
平
年
度
一
般
財
源
の
三
%
乃
至
最
高

五
%
の
範
囲
で
運
常
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。

ω
町
独
2H
の
退
職
報
償
金
制
度
を
設
け
る
こ
と

年
限
の
切
り
下
げ
、
整
理
等
に
よ
り
十
五
年
に
達
し
な
い
右
の
救
済
措
置
と
し
て
、
町
独
白

の
退
職
報
償
金
制
度
を
設
け
、
円
滑
な
処
理
を
則
す
べ
き
で
あ
る
。
四
十
二
年
度
の
団
員
削
減

に
あ
た
っ
て
議
会
か
ら
強
く
要
望
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
名
二
百
円
の
退
職
報
償
金
の

用
額
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。
こ
の
点
反
省
と
善
処
を
要
望
す

る。

ω
災
害
救
岨
金
の
増
額
に
つ
い
て

現
在
最
高
額
一

O
O万
円
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
二一

O
O万
円
に
増
額
す
べ
き
で
あ
る
。

何
回
員
の
処
遇
の
改
善
に
つ
い
て

同
長
の
私
費
支
出
が
多
い
弊
風
を
改
め
る
と
共
に
少
く
と
も
年
額
三
万
円
程
度
に
報
酬
を
引

上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
そ
の
他
の
役
員
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
て
改
正
)
団
員
に
つ
い
て

も
最
低
年
額
一
千
円
の
本
人
支
給
お
よ
び
出
助
手
当
の
支
給
を
行
な
う
こ
と
。

川
開
山
動
基
準
の
制
定

出
火
時
の
出
動
規
定
を
設
け
、
辿
絡
態
勢
の
光
附
と
相
侠
っ
て
無
駄
な
出
動
等
を
な
く
し
、

効
率
化
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

例
日
常
的
予
防
活
動
の
徹
氏

「
火
消
し
」
か
ら
一
歩
進
ん
で
「
火
災
を
山
さ
な
い
」
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
が
消
防
の
第

一
義
的
任
務
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
消
防
法
そ
の
他
の
法
令
基
準
に
定
め
ら
れ
た
日
常

第
二
章

消

|坊

的
、
定
期
的
か
つ
巌
正
な
査
察
、
指
導
助
言
或
は
必
要
に
応
じ
た
改
善
命
令
等
を
行
な
う
べ
き

で
あ
り
、
本
団
、
分
団
、
各
市
の
段
階
毎
に
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
、
火
災
期
に
は
月
一
回

程
度
は
必
要
で
あ
る
。
特
に
旅
館
、
宿
坊
、
文
化
財
、
公
共
施
設
等
を
重
視
し
、
又
、
プ
ロ
パ

ン
、
州
知
等
の
取
扱
い
、
木
造
危
険
家
屋
等
の
指
導
に
窓
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
座
な
り

に
堕
し
て
い
る
「
カ
マ
ド
検
査
」
の
現
状
は
実
効
が
な
い
と
身
え
ら
れ
る
の
で
、
先
ず
末
端
よ

り
改
め
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

父
家
庭
に
お
け
る
初
期
消
火
の
出
材
、
技
術
、
知
識
の
普
及
と
指
導
(
消
火
器
の
備
え
付

け
、
防
火
用
水
、
非
常
則
蛇
口
、
ホ
ー
ス
な
ど
考
え
ら
れ
る
)
も
重
要
で
あ
る
。

ω
問
貝
の
研
修
と
訓
練
の
徹
底

新
入
団
者
に
対
し
法
規
、
技
術
等
の
研
修
を
施
し
、
消
防
要
員
と
し
て
の
実
力
を
淵
養
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
入
団
時
の
宣
誓
さ
え
規
則
に
あ
り
な
が
ら
行
な
わ
れ
て
い
な
い
現
状
は
改

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

幹
部
、
団
員
と
も
日
常
的
訓
練
と
研
修
、
専
門
研
修
機
関
へ
の
派
遣
等
を
通
じ
て
そ
の
資
質

を
向
上
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
奉
仕
、
什
ら
の
郷
土
を
守
る
精
神
面
に
お
け
る
研
修
向
上
も

は
か
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

ω
服
装
に
つ
い
て

当
面
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
全
員
着
用
を
は
か
る
よ
う
指
置
す
べ
き
で
あ
る
。
今
後
な
る
べ
く
早
急

に
活
動
に
便
利
な
甲
種
制
服
の
採
用
が
望
ま
し
い
。

ω
現
場
活
動
に
つ
い
て

消
防
法
二
八
条
に
基
づ
く
交
通
規
制
を
徹
底
す
る
た
め
、
本
部
、
分
団
、
各
部
に
交
通
専
門

係
を
設
け
、
安
協
の
協
力
も
得
て
現
場
に
お
け
る
混
乱
を
防
ぎ
、
防
火
活
動
の
万
全
を
期
す
べ

き
で
あ
る
。

ホ
ー
ス
の
夜
間
識
別
方
法
(
蛍
光
剤
等
〉
水
源
と
筒
先
の
連
絡
方
法
等
、
科
学
的
に
改
善
を

は
か
り
た
い
。

機
動
隊
車
に
は
予
備
ホ
l
ス
、
中
継
槽
等
の
川
市
材
を
積
載
し
て
お
き
、
現
場
で
必
要
に
応
じ

貸
与
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

命
令
系
統
の
厳
守
と
一
本
化
は
特
に
重
要
で
伝
達
方
法
の
改
善
と
あ
わ
せ
徹
底
を
は
か
る
。

ゆ
住
民
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て

消
防
は
自
治
体
の
責
任
で
あ
る
と
の
た
て
ま
え
か
ら
、
住
民
の
負
担
に
大
き
く
依
存
し
て
い

る
現
状
を
改
め
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。

九
六
五



第
十
編

治

安

と

消

防

ァ
、
出
材
、
施
設
等
の
住
民
負
担

イ
、
夜
警
な
ど
の
労
力
奉
仕

ゥ
、
出
火
時
の
過
大
な
地
元
負
担

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
逐
時
軽
減
、
廃
止
の
方
向
に
向
う
べ
き
で
あ
る
o

w
町
ぐ
る
み
の
消
防
(
防
災
〉
協
力
組
織
に
つ
い
て
防
火
防
災
は
消
防
の
し
ご
と
と
い
う

巧
え
方
を
改
め
、
住
民
の
円
常
生
活
の

小
に
常
に
防
火
、
防
災
の
知
識
や
技
術

を
う
え
つ
け
、
い
つ
で
も
消
防
に
協
み

し
て
防
災
の
突
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な

地
域
ぐ
る
み
の
消
防
協
力
日
治
組
織
が

今
後
の
消
防
態
勢
の
大
き
な
い
父
え
と
な

ろ
う
。

新しく発足した身延町消防団木部消防隊

将
来
、
消
防
署
設
問
等
に
よ
り
消
防

力
が
都
市
な
み
に
専
門
化
さ
れ
、
非
常

勤
消
防
が
補
助
的
役
割
に
か
わ
り
、
更

に
こ
の
よ
う
な
山
治
的
組
織
に
吸
収
さ

れ
て
行
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
防
火
、
防
災
は
少
数
の
い
専
門

機
関
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
住
以
内
組

織
の
重
要
性
は
時
代
の
進
行
と
共
に
増
大
す
る
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
婦
人
消
防
後
援
隊
に
も
少
な
か
ら
ず
問
題
が
あ
り
、
今
後
地
域
ぐ
る
み
の
消
防
協
力

組
織
の
中
に
発
展
的
解
消
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

M
W

出
初
式
は
旭
日
な
が
ら
の
消
防
の
象
徴
と
し
て
式
典
巾
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
若
い

世
代
の
感
情
に
そ
ぐ
わ
ず
、
形
式
に
の
み
流
れ
て
い
る
う
ら
み
も
あ
る
。
運
日
方
法
に
再
検
討

を
の
ぞ
み
た
い
。

ァ
、
来
賓
祝
辞
は
、
代
表
一
名
位
と
し
紹
介
に
と
ど
め
る
。

イ
、
表
彰
は
プ
リ
ン
ト
し
て
配
付
し
、
代
表
に
よ
り
一
括
授
賞
す
る
。

ゥ
、
山
点
技
発
表
、
機
械
点
検
、
講
習
訓
練
等
に
よ
り
重
点
を
お
く
。

九
六
六

ま
た
出
初
式
は
廃
止
し
年
一
川
の
総
合
的
訓
練
父
は
演
刊
に
改
め
る
こ
と
も
研
究
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

以

k
集
約
す
れ
ば
専
門
的
常
備
消
防
の
育
成
強
化
に
よ
る
消
防
力
の
強
化
を
軸
に
、
そ
れ
を

補
う
非
常
勤
消
防
の
古
い
体
質
を
大
胆
に
改
革
し
、
そ
の
近
代
化
と
精
鋭
化
を
は
か
り
、
町
財

政
負
担
と
住
民
負
担
の
軽
減
を
は
か
り
つ
つ
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

n治
体
消
防
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
木
意
見
書
の
日
的
で
あ
り
、
町
当
局
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に

立
っ
て
具
体
的
な
施
策
を
積
極
的
に
講
ず
る
よ
う
要
望
す
る
。

本
町
消
防
同
も
議
会
の
こ
の
動
き
に
即
応
し
な
が
ら
、
同
良
定
数
の
削
減
、
役
川
以
改

選
期
の
変
更
等
つ
ね
に
消
防
近
代
化
へ
の
脱
山
氏
を
図
り
つ
つ
あ
り
、
昭
和
四
十
四
年
九

月
議
会
で
は
、
町
役
場
職
員
十
四
名
で
構
成
す
る
本
部
消
防
隊
の
新
設
が
決
定
さ
れ
、

木
部
用
の
消
防
車
の
配
置
そ
の
他
器
材
の
牧
備
と
相
ま
っ
て
い
よ
い
よ
常
設
消
防
へ
の

第
一
歩
が
ふ
み
山
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
た
の
も
し
い
限
り
で
あ
る
。
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